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健診・保健指導の在 り方に関する検討会 構成員名簿
第7回健診・保健指導の在り方に関する検討会

日時 :平成25年 1月 21日 (月 )           荒木田 美香子  国際医療福祉大学大学院 保健医療学専攻看護学分野地域看護学領域教授
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場所 :厚生労働省専用第 22会議室 (18階)          大井田 隆    日本大学医学部教授
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門脇 孝    東京大学大学院 医学系研究科糖尿病・代謝内科教授

'   
議 事 次 第                           迫 和子    公益社団法人日本栄養士会専務理事

佐藤 保    社団法人日本歯科医師会常務理事
1 開会                     |

島本 和明   札幌医科大学長

2議 題 竹村 克二   医療法人寿慶会竹村クリニック院長

津下 一代   あいち健康の森健康科学総合センター長(1)標準的な健診・保健指導プログラムの改訂について

鳥羽 研二   国立長寿医療研究センター病院長
(2)特定保健指導におけるICT(情報通信技術)を活用した遠隔面談について
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・資料 1「 標 準 的な健 診・保健 指導プログラム」改訂版 (案 )
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標準的な健診・保健指導´
プログラム

【改訂版】 (案 )

標準的な健診・保健指導プログラム (改訂版)

(目次)

第 1編 標準的な健診・保健指導プログラムの考え方
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第 2編 健診

第 1章 メタボリックシン トロームに着目する意義

第2章 健診の内容

第 3章 保健指導対象者の選定と階層化

第4章 健診における各機関の役害」

第 5章 健診データ等の電子化

第6章 健診の実施に関するアウ トツーシング

第7章 75歳 以上の者および40歳未満の者に対する健診・保健指導の在り方

【別添】健診結果とその他必要な情報の提供 (フ ィー ドバック文例集)

第 3編 保健指導
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第 2章 保健事業 (保健指導)計画の作成

第 3章 保健指導の実施

第4章 保健指導の評価

第 5章 地域・ret域における保健指導
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【別添 1】 保健指導のための禁煙支援簡易マニュアル

【別添 2】 保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニング (A∪ DI丁 )と
その評価結果に基づく減酒支援 (プリーフインターベンション)の手引き

第4編 体制 。基盤整備、総含評価

第 1章 人材育成体制の整備

第 2章 最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整備

第 3章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理
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○ 様式集

○ メタボリックシンドロームの定義と診断基準

○ 関係学会のガイドライン等 参照 ∪RL
O健 診・保健指導の研修ガイ ドライン (改訂版)
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第 1編 標準的な健診・保健指導

プログラムの考え方

第1章 生活習慣病対策のための標準的な健診 :保健指導の方向性

1-1 特定健診・特定保健指導の導入の経緯と生活習慣病対策の

今後の方向性

(1)国民健康づくり運動の流れ

国は、日召和 53年からの「第一本国民健康づくり対策」及び0召和 63年か

らの「第二次国民健康づくり対策」を経て、平成 12年からは「21世紀にお

ける国民健康づくり運動 (健康日本 21)」 を策定し、生活習慣病に関する一

次予防・二次予防に重点を置いて数値目標を設けた健康づくり施策を推進し

てきた。

また、健康診断や健康診奪 (以下「健診」という。)については、医療保険

各法に基づき医療保険者が行う一般健診や、労働安全衛生法 (8召未□47年法

律第 57号)に基づき事業者が行う定期健診等、老人保健法 (0召和 57年法

律第 80号)に基づき市町村が行う健診などが実施されてきた。
一方で、健康日本 21中間報告書 (平成 19年 4月 )において、糖尿病

有病者・予備群の増加、20～60歳代男性における肥満者の増カロ、野菜摂取

量の不足、日学生活における歩数の減少など、健康状態及び生活習慣の改善
が認められない、もしくは悪化しているといった実態が明らかとなった。

(2)生活習慣病対策への提言

厚生科学審議会地1或保健健康増進栄養部会の「今後の生活習慣病対策の推

進について (中間とりまとめ)」 (平成17年 9月 15白 )において、
○生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導の徹底が不十分

○科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底が必要

○健診・保健指導の質の更なる向上が必要

○国としての具体的な戦略やプログラムの提示が不十分

○現状把握・施策評価のためのデータの整備が不十分

などが生活習慣病対策を推進していく上での課題として挙げられた。このよ

,うな課題を解決するためには新たな視点で生活習慣病対策を充実・3螢イヒする
ことが必要であるとの考え方が共有され、平成 20年 4月より特定健康診
査・特定保健指導 (以下「特定健診・特定保健指導」という)が導入される
契機となつた。         ,



(3)健康日本 21から健康日本 21(第二次)への展開

平成 23年 10月の健康日本 21最終評価においては、メタポリックシン

ドロームを認知している国民の害J合の増加や 80歳で 20歯以上の自分の歯

を有する人の増力0等、国標に達した項目もあった。一方で、中間評価と同様

に、糖尿病有病者・予備群の増力0、 20-60歳代男性における11満者の増加、

野菜摂取量の不足、日常生活における歩数の減少のように、健康状態及び生

活習慣の改善が認められない、もしくは悪イヒしている項目があり、今後―層

の生活習慣病対策の充実が必要との指摘がなされた。

さらに、国民健康づくり運動については、平成 25年 4月から新たに健康

日本 21(第二次)を開始することとなり、健康寿命の延伸や健康格差の縮小

をはじめ、生活習慣の改善や社会環境の整備などに関し、計 53項目にわた

る具体的な目標項目が設定された。これをもとに、平成 34年度までの 10
年の期間で、地方自治体をはじめ、関係団体や企業などと連携しながら、取

組を進めていくこととしている。

図コに示すとおり、特定健診・生定保健指導の実施率の向上を図りつつ、

分析に基づく取組を実施していくことは、健康日本 21(第二次)を着実に推

進し、ひいては社会保障制度を持続可能なものとするために重要である。特

に、データの分析を行うことで、個々人や各地域・職場におしヽて、解決すべ

き課題や取組が明確となり、それぞれにメリットが生じる。こうしたメリッ

トを活かした具体的取組を実施することで、高血圧の改善、糖尿病有病者の

増加の抑制や脂質異常症の減少、さらに虚血性心疾患・脳血管疾患の年齢調

整死亡率の減少、糖尿病腎症による新規透析導入の減少に結びつけていくこ

とも可能となり、さらには、未受診者への受診勧奨などを通し、健康格差の

縮小に寄与することも可能となる:なお、特に関連する目標項目を表 1に示

す。

□
特定健診・生室保健指導と健康日本21(第二次)

特定健診・特定保健指導と健康日本21(第二次)

―特定健診・保健指導のメリットを活かし、健康日本21(=2次 )を着案に推遭―

0自らの生活習慣病のリスク保
有状況がわかる。
0放置するとどうなるか、ど
習慣を改善すると、リスクが減ら
せるかがわかる。

0生活習慣の改善の方法が
わかり、自分で選択できる。

0各地域、各職場特有の
健康課題がわかる。
O予防する対象者や疾患を
特定できる。

(レセプトを分析すると〉
O何の病気で入院しているか、
治療を受けているか、
なぜ医療費が高くなってし



項 目 現状 目標

①脳血管疾患・虚血性lb疾

患の年齢調整死亡率の減少

(10万人当たり)

脳血管疾患

男性 495、 女性 26.9

虚血性心疾患

男性 36.9、 女性 15.3

(平成 22年 )

脳血管疾患

男性 41.6、 女性 24.7

虚血性心疾患

男性 318、 女性 137
(平成 34年度)

②高血圧の改善 (収縮期血

圧の平均値の低下)

男性 138M崩 Hg
女性 133mmHg
(平成 22年 )

男性 134mmHg
女性 129mmHg
(平成 34年度)

③脂質異常症の減少 総コレステロァル

240mg/dl以上の者の割合

男性 138%、 女性220%
LDLコ レステロール

160 mg/dl以 上の者の割含

男性 83%、 女性 117%
(平成 22年 )

総コレステロール

240 mg/dl以 上の者の害」含

男性 10%、 女性 17%
LDLコ レステロール

160 mg/dl以上の者の害」含

男性 62%、 女性8.8%
(平成 34年度)

糖尿病腎症による年間新規 `

透析導入患者数の減少

16,247人

(平成 22年 )

15,000人

(平成 34年度)

糖尿病治療継続者の害」含の

増加

637%
(平成 22年 )

75%
(平成 34年度)

血糖コン トロ‐ル指標にお

けるコン トロール不良者の

割合の減少(HbAlcが」DS
値 80%(NGSP値 8.40/Ol以

上の者の割合の減少)

1.2%

(平成21年度)

1.0%

(平成 34年度)

糖尿病有病者の増加の抑tlj 890万人 (平成 19年) 1,000万人 (平成34年度)

メタボリックシンドローム

の該当者及び予備群の減少

1,400万人

(平成 20年度)

平成 20年度と比べて 25%
減少 (平成27年度)

特定健康診査・特定保健指

導の実施率の向上

特定健康診査の実施率

41.3%
特定保健指導の実施率

123%
(平成 21年度)

平成 25年度から開始する

第二期医療費適正イヒ計画に

合わせて設定

(平成 29年度)

□
健康日本21(第二次)における特定健診・些定保健指導に関連した数値目標 1-2 特定健診 ,特定保健指導制度とは

(1)高齢者医療確保法に基づ<特定健診・特定保健指導

「医療制度改革大綱」(平成17年 12月 1日 政府・与党医療改革協議会)

において、平成27年度には平成20年こ比較して糖尿病等の生活習慣病有病

煮・予備群を 25%減少させることが政策目標として掲げられ、中長期的な医
療費の伸びの適正イしを図ることとされた。この考え方を踏まえ、,生活習慣病予
防の徹底を図るため、平成 20年 4月から、高齢者の医療の確保に関する法律

(昭和 57年法律第 80号。以下「高齢者医療確保法」という。)にょり、医療

保味者に対してt内臓脂肪の蓄積等に着目した生活習慣病に関する健康診査

(以下「 特定健診」という。)及び特定健診の結果により健康の保持に努める

必要がある者に対する保健指導 (以下、「特定保健指導」という。)の実施が義

務づけられた。

この政策目標を達成するためには、医療保険者が効果的・効率的な健診・保

健指導を実施する必要があることから、健診・保健指導の標準イヒによる事業評

価が可能となるよう標準的な健診・保健指導プログラムが作成された。

なお、健康日本 21(第 2次)における生活習慣に起因する疾病としては主

としてがん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患であるが、この「標準的

な健診・保健指導プログラム」においては、運動・食事 。喫煙などに関する不

適切な生活習慣が引き金となり、肥満、血糖高値、血圧高値、動脈硬イヒ症から

起こる虚血性ぃ疾患、脳血管疾患、糖尿病合併症等で、保健指導により発症や

重症化が予防でき、保健指導の成果を健診データなどの客観的指標を用いて評

価できるものを主な対象にしている。

(2)健康増進法に基づく鐸診・保健指導と特定健診 。特定保健指導との関係

成人の健康の維持向上 。回復を目的とした保健指導 (栄養指導を含む
`以

下

同レ。)は、医師法 (昭和 22年法律第 201号 )、 保健師助産師蓄護師法 (昭

不口23年法律第 203号 )、 栄養主法 (0召不022年法律第 245号 )、 高齢者医療

確保法、健康増進法 (平成 14年法律第 lo3号 )、 労働安全衛生法 (B召和 47
年法律第o7号 )、 健康保険法 (大正 11年法律第 70号 )、 学校保健安全法 (昭

和 33年法律第 56号)等にその法律上の根拠を有する。また、健康増進事業

実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業を

積極的に推進するよう努めなければならないことが健康増進法第4条に定め

られている。これうの規定により、医療保険者も、被保険者や被扶養者に対す
る健診・保健指導を含めた保健事業にも積極的に取り組むことが求められてい



ると言える。

特定健診 。特定保健指導は、こうした保健事業のうち、高齢者医療確保法に
基づき医療保険者の義務を明確にしたものであるということに留意されたい:

なお、健診・保健指導の実施に当たっては、高齢者医療確保法以外の関係各
法に規定する健診や事業の活用を考慮するととも|こ、市町村、事業主、医療保
険者においては、健康課題の分析結果に基づき、利用可能な社会資源を活用し
た積極的な保健事業の展開が望まれる。

健診二保健指導と特定健診・特定保健指導の

1-3 標準的な健診・保健指導プログラムの位置づけ

本プログラムは、高齢者医療確保法に基づく特定健診 。特定保健指導を中心

に、健康増進法に基づくき生活習慣病対策を推進するための効果的な健診・保

健指導整を実施するにあたり、健診・保健指導に関わる医師、保健師、管理栄

養主等響 や事務担当者を含めた当該事業に関わる者が理解しておくべき基本

的な考え方や実施する際の留意点等を示したものである。

なお、特定健診・些定保健指導を実施する際に医療保険者 (あるいは委託先

となる健診・保健指導機関)と して留意すべき点については、「特定健康診査 :

特定保降指導の円滑な実施に向けた手31き」(平成〇年○月厚生労働省保険局)

を参照されたい。

また、本プログラムは、医療保険者が義務として実施する特定健診・特定保

健指導の対象年齢である40歳から74歳までの者を主たる対象として記載し

ている。o5歳以上の高齢者については、地域支援事業 (介護予防)の対象者

でもあることに留意されたい:

※1健康増進法第19条の2に基づき市町村が実施する生活保護受給者等を対象とし

た健診・保健指導を含む。

※2+:平成 29年度末まで暫定的に、一定の実務経験がある看護師についても保健指

導を行うことができる。「
二定の実務経験」とは、平成 20年 4月現在において(1

年以上、医療保険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育

の業務又は事業主が労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の

業務に従事した経験を指す。                     _

・高齢者医療確保法
・健康増進法
・労働安全衛生法

・健康保険法
・学校保健安全法
などに基づき実施

○高齢者医療確保法に基づく医療保険者の義務
040歳から74歳までの被保険者・被扶養者が対象

`侵
健 増 道 菫 格 著 血 :+ヽ 1

1 ′臨 慮 こ 詮 姜 由 14ヽ  |

標準的な健診・

(健 l

呆健指導プログラム
:局作成)

特定健康診査・特定保健指導の
円滑な実施に向けた手引き

(保険局作成)

医療保険者の
義務ではない
健診・保健指導

医療保険者の義務で彿
特定健診・特定保健指導



1-4 健診・保健指導の基本的な考え方

(1)保健指導への重点の変化

かつて、市町村で実施されていた者人保健事業では、健診のアウトプット

(参加人数、実施回数など)を充実することに重点が置かれ、健診後の保健指
導を実施してぃるところでも、保障指導は付加的な役害」に留まっていた。また、
事業の評価につながる分析が十分にはなされていなかったとの指摘がある。

近年、生活習慣病予備群に対する生活習慣への介入効果についての科学的根
拠が国際的に蓄積され、我が国においても国保ヘルスアップ事業をはじめとし

て生活習慣病予備群に対する効果的な介入プログラムが開発されてきた。さら
に、日本内科学会等の内科系8学会合同でメタホリックシンドロームの診断基
準が示され、内臓脂肪型肥満に着目した保健指導の重要性が明確化された。こ

うした状況資踏まえ、現在の健診・保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目した上

で、生活習慣病の危険因子の数に応じて階層イヒされた保健指導対象者に対し、

lEl々の生活習慣の改善に主眼を置いた保健指導を重視するものとなつている:

なお、内臓脂肪型肥満に着目した保健指導を行うのは、標準化された保健指

導をT律に実施する際には内臓脂肪型肥満に着目することが効果的かつ効率

的であるとの知見があるためであるが、こうした保健指導の考え方によって非

肥満者に対する保健指導の重要性が低下するわけではないことに留意された
い 。

(2)健診 :保健指導の目的          :
現在の健診・保健指導はt主として内臓脂肪型肥満に着日し、健診によっ

て保健指導対象者を抽出して対象者のもつリスクの数に応じた個B」 の保健指

導を行うことで、その要因となっている年活習慣を改善し、生活習慣病予防
を行うことを目的としている。

対象割固人のリスクを分析し、対象者に含った効果的・効率的な保健事業
を行うИ要がある。

またく集団全体については、健診デ‐夕をはじめ、レセプト1データ、介

護堡盤データ、その他統計資料豊データに基づいて健康課題を分析し、そめ

集団においてどのような生活習慣病対策に焦点をあてるかということ、及び

優先すべき課題を明確イヒしながらPDCA(計画 (Plan)⇒実施 (Do)⇒評
価 (Cり

"k)⇒

改善 (Aё●On))サイクル

ー

を意識した保健事

1レセフト:診療報酬請求明細書。病院や診療所が医療費の保険負担分の支払し〕を医療保
険者に請求するために発行する。

業を展開していくことで、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少さ
せることを目的としている。

(参考)老人保健事業当時の状況                     _

的となつていたため、健診後の保健鱈導は「璽精検」や「要治療Jとなった者に対す

る受診勧奨を行うこと、また、高血F■、高脂血症、_糖尿病、肝臓病などの疾患を中|い

とした保健指導であった。

国

保健事業(健診・保健指導)の PDCAサイクル

〔データ分析〕
集団全体の健康問題の特徴をデータから分析。

〔健康課題の明確化〕
集団の優先的な健康課題を選択。

お鱚 、
1琳

講躙 :五場

`事

を解
な甲草

〔目標の設定〕

量l効
果が期待できる

〒
題を重点的に対応すべき課題として目愕を設

璽履T2月肇扁緯讐ξ配菖轟島萱腎T青
る限り数値目標とし、事

よ
り
効
率
的
・効
果
的
な
方
法
・内
容
に
改

改善
(Aotion)

検証結果に基
づく、課題解
決に向けた計
画の修正。

健康課題をよ
り明確にした
戦略的取組の
検討。

〔保健指導対象者の明確化〕

〔効率的・効果的な保健指導の実施〕
支援方法・優先順位等を検討。
対象者のライフスタイルや行動変容の準備
状態にあわせた学習教材を用意。
確実に行動変容を促す支援を実践。

〔保健指導の評価〕・

検査データの改善度、行動目標の達成度、
生活習慣の改善状況等を評価。 ヽ

評価 (Check)
生活習慣病の有病者・予備群め減少
生活習慣病関連の医療費の削減
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(3)健診

生活習慣病は自党症状がないまま進行するため、健診は対象者個人が自ら
の健康状態を理解して生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけることがで
きる。                          .

健診では、適切な条件で所定の検査を実施した上で、健診結果をすみ連や
かに対象者に通知する。その際、対象者に自らの生活習慣等の問題点を発見・

意識させ_― 疾病予防及び早期受診に効果的につながるよう、経年変
イじを分かりやす<表示 L/た り、どのような疾患のリスクが高まるのかを分か

りやすく表記説明したり、生活習慣の具体的な改善方法を解説したりするな

ど、対象者本人に対して健診結果やその他必要な情報の提供 (フ ィードバッ

ク)を工夫して行うことが求められる。

また、健診を早診した結果、1医療機関において専門的な冷療をすみ速やか
に開始すべき者が見いだされる場合がある。そうしたケニスでは特に、対象
者がその健診結果を十分に理解できるよう支援し、確実な受診勧奨を行うと

ともに、実際に医療機関での受診に至つたかどうかの確認を行うことも必要
である。

詳細は第2編第2章を参照されたい。

(4)保健指導

①対象者

健診・保健指導については、健診受診者全員に対して情報提供を行うほ
か、健診結果及び質問項目から生活習慣病のリスクに応じて選定・階層化
し、必要性に応じた保健指導が行われる。具体的には、腹囲等を第一基準
として、血糖・血圧・脂質・喫煙のリスクが重複している者を保健指導の

対象とし、保健指導として「情報婦供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」
を行う。服薬中の者については、医療保険者が保健指導を行うことは義務

ではないが、きめ細かな生活習慣改善支援や治療中断防止の観点から、主
治医と連携した上で保健指導を行うことができる。

また、医療保険者は、自らが管理する健診・保健指導データやレセプト
デニタ豊により保健指導の実施状況や受診勧奨を行つた者の治療継続状況
を確認し、検査結果の異常の程度が著しいために受診勧奨されたにも関わ
らず受診していなかつたり治療を中断していたりする者等を把握すること
ができる。こうしたデータの利活用により、重点的な保健指導対象者の選
定に役立てることが望ましい。

(参考)老人保健事業当時の状況

大企業では全員を対象として行われてし1たが、多<の中小企業では要指導者のみ又は
ほとんと指導が行われてLLな いと生ヽう状況であつ二。また、「 要治療」や「要精検」
となつた者の治療状況についての把握も困難であつた。

②内容

保健指導は、主にメタボリックシンドロームに着目し、対象者の個別性

を重視して、生活習慣の改善に重点を置いた指導を行う。具体的には、堡
健指導が必要な¨ 者に対しては、医師、保健師、管理栄養士

等が積極的に介入し、確実に行動変容を促す。その結果、対象者が、健診

結果から身体状況を理解し、生活習慣改善の必要性に基準だ斐妻裟引自崇快

態を認識した上で、代謝等の身体のメカニズムと生活習慣 (食生活や運動

習慣、喫煙習慣、飲酒習慣等)との関係を理解し、生活習慣の改善を自ら

選択し、さらにその結果が健言2デ =夕
の改善に結びつくように支援するこ

とが重要である。                    渓兆)くまう

―
      ヽ

(参考)老人保健事業当時の状況

かつての健診後の保健指導は、健診結果を通知しバンフレットなどを使用して一般的

いなかつた。

③方法           ;
健診受診者全員に対して、生活習慣改善の必要性の度含いに応じて、す

なわち、検査データの程度や危険因子の数に基づいて階層化を行い、保健

指導としては 「ヽ情報提供」のみ、個別面接を含んだ「動機づけ支援」又は

3か月から6か月程度の支援プログラムの「積極的支援」のいずれかを行

う。特定保健指導としては、このうち「動機づけ支援」又は「積極的支援」

のいずれかを行う。         1
保健指導が終了した後も、対象者が健康的な生活習慣を維持し、さらな

る改善に取り組めるよう、社会資源の活用やポピュレーションアプローチ

による支援を行う。

(参考)老人保健事業当時の状況

かつての地1或保健では、老人保健事業とt/て病態ごとの健康教育や健康相談におい
て、集団及びlEl人に対する相談 ,指導が行われていたが、疾患の理解とその予防方法
を指導する傾向が強かつた。者人保健事業第4次計画からは個別健康教育が導入され、
個人の行動変容を促す事業が開始されたがヾこの事業は「要指導」者のごく一部の対
象者に実施されていたものであった。

また、職1或保健では、産業医や保健BT等 による健康支援が行われ、個人の行動変容
を促す取り組みが行われていたが、このような保健指導の実施は大企業などのごく―
部の事業所に留まっていた。

12



(5)健診 。保健指導の評価          :
アウトプット2(事業実施量)評価に加え、アウトカム

3(結
果)評価やプロ

セス4(過
程)評価を含めた総合的な評価を行うことができる。このような評価

により、健診・保健指導の事業全体を改善する仕組みづくりや健診・保健指導

のデータとレセプトとの突含が可能になることから、健康課題を明確にした戦

略的な取組みを実施することができる3

(参考)老人保健事業当時の状況

健診結果は健康課題を分析するための重要な情報源であるが、か⊇【積極的な活用が

十分lこさ担ず 保ゝ健事業の実施回数や参加人数によって評価されてき二。このため、健

診や保健指導の成果や医療費に対する影響などのアウトカム (結果 評ゝ価ではな<、 ア

2ァゥトブット:事業実施量。実施された事業におけるサービスの実施1犬況や業務量。
3アゥトヵム :成果・評価。対象者の健康状態への効果、知識の普及、健康行動、保健医
療サービス満足度等。
4プロセス :過程。

~保
健医療従事者の活動 (情報収集t問題分析、日標設定、事業の実施

状況等)及び対象者の活動 (サ =ビ
ス・事業に対する満足度、継続率、完遂等)。

(6)実施体制        |
医療保険者は、特定健診・特定保健指導を含めた保健事業の質や量を確保

すう必要び■るが、各医療保険者の規模や置かれている状況は様々であり、適

切なアウトッーシングの活用も含め、それぞれにあった実施体制を構築臥 取
り組みを進めることが有効である。

地域では■健診二保健指導の効率的な実施等のため

「

市町村は国保部門・衛
生部門・介護部門間の連携強イヒを図るとともに、           医師会
やアウトツーシング事業者、地域の住民組織や団体等と協働した体制づくりな
どが考えられる。                        |
職域では、事業所や医療保険者に所属する産業医や保健師等の専門職を中心

とした体制の構築や、健診機関や適切なアウトソーシング事業者への委託など
が考えられる。特に職域においては、事業主の協力により保健指導が受けやす
くなるとともに、保健指導の効果が上がることが予想される:そこで医療保険
者は保健指導の推進に当たつて、積極的に事業者の協力を得ることが望まれる。

(参考)老人保健事業当時の状況

り、健診は都市部においては医療機関に委託されている場合が多いが、保健指導はほと

きた。                              |
職i或 では健診は委託されている場合が多いが、保健指導は一定規模以上の事業所では、

所の場合は、総合健保組合や社会保険健康事業財団、地域産業保健センター等が実施し

てきたが、すべての事業所において実施されてこなかつたことから、実施体制は事業所

間の格差が大きい状況であった。
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内臓脂肪型肥満に着日した生活習慣病予防の

ための保健指導を必要とする者を抽出する健診

結果を出す保健指導

内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容

リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士
等が早期に介入し、行動変容につながる保健指導を行う

自己選択と行動変容

対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を

理解し、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につなげる

健診受診者全員に対し、必要度に応じ、

階層化された保健指導を提供

リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて
「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」を行う

健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた

保健指導
データ分析等を通じて集団としての健康課題を設定し、日標に
沿つた保健指導を計画的に実施

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタイルを考慮

した保健指導

アウトカム(結果)評価
糖尿病等の有病者・予備群の25%減少

医療保険者

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための

導の基本的

の科学|
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健診に付加した保健指導

プロセス(過程)重視の保健指導

個別疾患の早期発見・早期治療

健診結果の伝達、理想的な生活
習慣に係る一般的な情報提供

健診結果で「要指導」と指摘され、
健康教育等の保健事業に参加

した者

一時点の健診結果のみに基づく

保健指導

画一的な保健指導

アウトプット(事業実施量)評価
実施回数や参加人数

市町村

健診・
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の関係

特 徴

目 的
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導
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実施主体



診勧奨を行う。詳細は第2編第2章を参照されたい。

2-3 保健指導対象者の選定 。階層化と保健指導

所定の基準に基づき階層イヒを行い、保健指導の必要性の度合いに応じて、
すなわち生活習慣病の危険因子の数に応じた保健指導対象者の選定。階層イじ
を行う,その結果、対象者は、①「情報提供」のみを行うレベル、②「情報
提供」及び「勲機づけ支援」を行うレベル、③「情報提供」及び「積極的支
援」を行うレベル、の3種類に区分される。このうち、医療保険者の義務で

話曇言房蝠 写塁ξξ輩な。堀Opのレ
γ
レの碑百なら写

階層イヒされた保健指導対象者に対 し、個別に適切な保健指導を行う。この

際、特定保健指導 (「動機づけ支援」及び「積極的支援」)の対象とならない
者に対しても、個々のリスク等の状況に応じ、必要な支援を行うことが重要
である。

2-4 評価

健診・保健指導の結果やレセプ トデータ等を用いて予め設定した評価指
標・評価方法を基に、ストラクチャー3(構造)評価 (実施体制、施設・設備
の状況)、 プロセス (過繹)評価 (健診・保健指導実施者の研修等)、 アウト

フツト (事業実施量)評価 (実施回数、参力0人数等)、 アウトカム (結果)

評価 (糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群の減少数、健診データの改善、
健康度の改善効果t医療費の適正化効果等)を行い、次年度あ健診・保健指
導計画につなげることが必要である。

生 医師の指示のもとで服薬中の者を指す。
3 ストラクチャー:構造。健診・保健指導を実施する際の構成因子。物的資源 (施設、設備、
資金等)、 人的資源 (職員数、職員の資質等)、 組織的資源 (スタッフ組織、相互検討の仕組み、
償還制度等)。

生活習慣病予防のための標準的な健診・保健指導プログラムの流れ
(イメージ)

健診・保健指導計画作成のためのデ→ 分析

・集団の健康実態状況の把握

・男女別年代別健診有所見状況

・メタボリックシンドローム該当者のリスクの重複状況
・生活習慣の状況
・被保険者数及び健診受診者数のビラミッド、健診受診率
・支援別保健指導実施数及び実施率        等
※2年 目より(前年度の保健指導の評価項目を追加)

「
[旨骨][[]量[i委言逸11な含めの内1     1
::瘍甲f璧ヅ __Tl_」
くリスクが出現し始めた段階>原 則1回の支援

1軸 況壺 解L
1生活習慣との関連が認識できるための内容

:・ 墨辱的な生活習慣へ行動変容の必要性を理解するための内容  |

|:i錯 寝3撃
可潮

:1行ヂ
1選択そ書るだああI振

<リスクが重なり出した段階>3～ 6ヶ月程度の支援期間

健診 (質問項 目を含む )

→

団 :

高血糖

高血圧
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全
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者
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む
）

判 定

O健診崎果 (内臓蹟防症候群に係るリスクの数 )

○質問票 (治療歴、喫煙その他生活習慣など)

○生活習慣上の課題の有無とその内容 等

O生活習慣病の特性や生活習慣の改善に関する
基本的な理解を支援する。

○ 健診結果の提供に合わせて、全員に個別のニーズ、
生活習慣に即した情報提供を実施する。

対象者ごとの計画作成

健診結果と詳細な質問票で

0健診結果の速やかな通知

自らの健康状態を知り生活習慣を振り返る好機→検査奪尋ダ層劣湾案貿

"掩

夕
の解説を含めた

O確実な受診勧奨とその後の受診状況あ確
肥満・非肥満を問わず、必要な場合は確実に医療機関

○アウトプット(事業実施量)評価 :実施回数や参加人数等

○アウトカム (結果)評価
:糖尿病等の有病者・予備群の減少率・保健指導効果の評価)

Oプ ロセス(過程)評価

○健康度の改善効果と医療費適正化効果   等



第3章 健診 0保健指導事業に関わる者が有すべき資質

〕果的・効率的な健診・保健指導事業を実施するために、医師、保健師、管理栄養士等
や事務担当者を含めた当該事業に関わる者は、事業の企画・立案から事業の実施、評価に

至るまでの一連のプロセスを行う能力が求められる。

また、個別の保健指導の実施者は、対象者の身体の及び精神状態、背景、価値観等に配

慮しつつ、行動寧容に確実につながるよつな支援ができる能力を獲得する必要がある。

3-1 事業の企画・立案 。評価を担う者が有すべき資質

医療保険者に所属している医師、保健師、管理栄養士等や事務担当者を含めた健診・

保健指導事業に関わる者は、その事業の企画・立案や評価を行い、効果的な事業を実施

する役害」があることから、以下のような能力を習得する必要がある。

(1)データを分析し、優先課題を見極める能力
健診・保健指導を計画的に寒施するためには、まず健診データ、医療費データ (レセ

プト等1)、 要傘護度データ、地区活動等から知り得た対象者の情報などから、対象集団
の特性 (地域や職場の特性)を抽出し、対象集団の優先的な健康課題を設定できる能力2

が求められる。                    ヽ

例えば、医療責データ (レセプト等)と健診データの突含分析から、その対象集国に
比較的多い疾病の発症予防や重症化予防のために効果的・効率的な対策を考えることや、
どのような疾病にどのくらい医療費を要しているか、より高額な医療費がかかる原因疾
患は何か、それは予防可能な疾患なのか等を調べ、対策を考える能力が必要となる。

また、データの電子イしに伴い、突含分析においては適切に電子データを処理する技術
が必要である.                        ｀ `

1レセプト分析をすることにより、糖尿病等の生活習慣病やその合併症である脳卒中や心筋梗塞、

福電雪冒FttЯ言『雰∩菖麿藝遭£檜″[言お嗅鳥軍罷司菫窒建嵯翼曇eP品纏思凛虐竃磐盟繕3
つけることができる。                              .
2対象集団の惨査データの傾向や生活習慣上の課題を把握することで、集国に関する目標達成に向
けて何が解決すべき課題で、どこに優先的な予防介入が必要であるかという戦略を立てることが重
要である。

(2)健診・保健指導の企画・調整能力     :
対象集国の特性 (地域や職場の特性)を踏まえた健診項目の選定や、受診勧奨した者

が確実に受診 したかどうかの確認を行う体制を含め、効果的に健診・保健指導を行う体

制を整備することが必要である。そのためには、保健指導に関係する既存の社会資源を

効率的に活用するとともに、健診等業務を受託する事業者等を含めた保健指導の連携・

協力体制を構築する能力が求められる。

また、個人に着目した保健指導を行うのみでなく、地域・職域にある様々な保健活動

や関連するサービスと有機的に連lllさ せた保健指導体制の構築を行っていくことが求め

られる.そのため、地域・職域連携推進協議会や保険者協議会を活用し、医療保険者・

関係機関・行政 。NPO等 との密接な連携を図り、協力体制をつくることや、地域に必

要な社会資源を開発するなど、多<の関係者間のコーディネー トができる能力が求めら

れる。

=方、積極的支援の対象者が多い場合、効率的に健診 :保健指導を実施し、糖尿病等

の生活習慣病の有病者・予備群減少の目標を達成するために、過去の健診結果等も十分

に加味し、発症・重症化する恐れの特に高い対象者を、優先的に抽出していく能力も嚇

要となる。

健診受診率、保健指導実施率向上のための効果的な方策の企画能力も求められる。

(3)健診・保健指導の委託に関する能力

健診・保健指導を事業者へ委託する場合は、委託基準に基づき健診・保健指導の実施
機関を選定 していくこととなる。

具体的には、保健指導を委託する際には、委託する業務の目的、目標や範囲を明確に

した上で、費用対効果が高く、結果の出る事業者を澤択し、健診・保健指導の継続的な

質の管理を継続出[行う能力が求められる。

また、保健指導の質を確保するためには、委託基準や詳細な仕様書を作成する必要が

あり、実際の委託契約においては、金額のみの観点から契約が行われることがないよう、

費用対効果を念頭に置いて保健指導の内容を評価し、契約にその意見を反映させるなど、

適切な委託を行うための能力も必要である。         
｀

このため、事務担当者を室の二当該蔓業に関担う董は、アウトソ

「

シング先の保健指

И要である6

また、委託後、適切に業務が行われているかモニタリング

'し

、想定外の問題がないか

情報収集を行い、問題がある場合にはできるだけ早急に対応する能力も求められる。

3モニタリング :変化を見逃さないよう、続けて測定、監視すること。



(4)事業の事後評価を行う能力

保健指導は、成果を着実にあげることが求められることから、健診・保健指導の結果
―を基に、アウ トカム (結果)評価など各種評価を行い、次年度の企画・立案につなげる

ことができる能力が必要である。              ‐

評価の方法等は第3編で詳述しているのでここでは触れないが、保健指導の効果の評

価ができ実行可能な評価計画を立て、その結果を分析して課題を明確にし、現行の健診。

保健指導システムの改善について具体的に提案できる能力が求められる。
´また、健診結果及び質問項目による対象者の選定が正しかったか、対象者に必要な保
健指導が実施されたか等を評価し、保健指導の技術を向上させていくことが必要である:

(5)保健指導の質を確保できる能力               '
保健指導の質を保ち、効果的な保健指導が行われるよう、保健指導揚面への立ち会い

や対象者の満足度等から保健指導実施者の技能を評価するとともに、質の向上のための

保健指導実施者自らが保健指導の方法や対象疾患の知識等について学習する環境づ<り

立         や事例検討の実施など、人材育成に取り組む能力も求められる。

(6)保健指導プログラムを開発する能力
保健指導に係る新しい知見や支援方法に関する情報を収集し、また実際の指導場面で

の対象者の反応や保健指導実施者に対する評価に基づいて、定期的に保健指導プElグラ

ムを見直し、常により効果的な保健指導プログラムを開発してい<能力が求められる。

3‐ 2 健診・保健指導実施者が有すべき資質

保健指導は、医療保険者等に所属する医師、保健師、管理栄養■等が実施するのみで

はな<、 アウトソーシング先の事業者も実施する。いずれも効果的な保健指導を実施す

ることが求められるため、その所属を間わず、保健指導実施者として以下のような能力

の習得が必要である」

なお、医師、保健師、管理栄養士等は、それぞれの賛成課程における教育内容が異な

り、新たに習得すべき能力に差があ'ることから、研修プログラムを構成する際にはこの

点を考慮する必要がある。

(1)健診結果と生活習慣の関連を説明でき行動変容に結びつけられる能力

健診結果から現在の健康状態を把握した上で、対象者に対し、摂取エネルギー過剰、

運動不足などの食習慣・運動習慣 。喫煙習慣・飲酒習慣等のP・5題による代謝の変化 (血

糖高値、脂質異常などの変化で可逆的なもの)が血管の変イじ (動脈硬イじ等の不可逆的な

もの)になるという発症や重症イヒのメカニズムをしうかり押さえt対象者が納得できる
よう説明する能力が必要である※1。

こうした説明を分かりやすく行い、対象者が自らの健康状態を認識し行動変容につな
げられるよう、最新の知識・技術を習得し、蓄積された健診結果やレセプト等の集団の
データを分析・考察することを通じて常に研鑽し続けることが必要である※2。

※1 例えば高血糖状態など、糖尿病になる前の段階で早期に介入し、保健指導により行動変容に

つなげてい<こ とで、疾病の発症予防を行うべきであるざまたて糖尿病になり合併症を発症した

場合でも、医療機関と連携し、保健指導を継続することで更なる重症化予防の支援を行うべきで

ある。

※2 実際に重症イじした人などの治療状況や生活習慣等を把握することにょり、なぜ疾病の発症、
重症化が予防できなかったのか考える必要がある。なぜ予防できなかったかを検証することによ

り、医療機関との連携や保健指導において対象者の行動変容を促す支援技術の向上につながる。

(2)対象者との信頼関係を構築できる能力
保健指導においては、対象者が自らの健康問題に気づき、自分自身で解決方法を見出

してい≦過程を支援することにより、対象者が自らの状態に正面から向かい含い、それ
に対する考えゃ気持ちをありのままに表現することでセルフケア (自己管理)能力が強
化されると考えられる。この過程の支援は、初回面接において対象者と支援者との信頼

関係を構築することが基盤となることから、受容的な態度で対象者に接すること、また

その後の支援においては、適度な距離を保ちつつ継続的に支援できる能力が必要である。

(3)個人の生活と環境を総合的にアセスメントする能力
健診結果から対象者の身体状況と生活習慣の関連を判断し、対象者の年齢、性格、現在

までの生活習慣、家庭環境、職場環境等の把握、行動変容の準備状態、健康に対する価値
観などから、対象者の健康課題を総含的にアセスメントできる能力が必要である。そのた

めには、健診データを経年的に見て、データの異常値をメタポリックシンドロームや対象
者の生活習慣と関連ブけて考えられる能力が求められる。また、行動変容のステージ (準

備状態)や健康に対する価値観を把握し、対象者の状態にあつた保健指導方法を判断そき

る能力が求められる。

(4)安全性を確保した対応を考えることができる能力

健診の検査結果、間診結果、健診時の医師の判断、レセプト等をもとに病態を適切に判

断し、受診勧奨、保健指導その他の方策について適切に判断できる能力が求められる。

特に、検査結果が著しく不良な対象者や整形外科白1疾患等で治療中のある者等について



は、保健指導対象煮となった場合にであって宅←身体活動や運動の強度等について考慮す
る必要があるFめ、健康づくりのための身体活動基準 2013を参照するとともに、禁忌
情報や留意事項を共有することで主治医と連携を図る等、適切に対応する。
また、精神疾患等で治療中であることが判明した場合に|ま、対象者の了解を得た上で鰤

要に応じて主治医に相談し、保健指導への参加の可否や、実際に保健指導を行う際の留意
点等を確認すること等により、保健指導から脱落しないように努めることが望ましい。な

ぉ、主治医に相談する場合には、保健指導の目的や具体的な実施方法を記した書面を提示
し、医師が参加の可否等を判断しやすいようにすることが望ましい。

(5)相談・支援技術

①カウンセリング的要素を取り入れた支援            i
セルフケア (自己管理)では、対象者自身が行Ell目標や日標達成のための方法を決め

ることが前提となる。したがって、一方的に日標や方法を提示するのではなく、カウ
ンセリング的要素を取り入れることで、対象者自身が気付き決定できるような関わり
を行う能力が嚇要である。

②認知行動療攣 、コーチングめ手法5等の手法等を取り入れた支援
対象者が長い年月をかけて形成してきた生活習慣を変えることは、容易なことではな

い。対象者の認識や価値観への働きかけを行うためには、認知行all療法やコーチング
等に1系 る手法についても学習を行い、対象者や支援者に含った保健指導の方法を活用
することが必要である。また、これらの手法の基礎となっている理論につしヽても、一
定の知識を得て継続的に研鑽を積む必要がある。

③個々の生活習慣の改善のための具体的な技術
栄養・食習慣や身体活動・運動習慣における課題、喫煙習慣・多量飲酒の習慣など

についてぃ、改善のための支援が嚇要である。そのためには、ます対象者の知識や関
心に対応した適切な支援方法を判断し実践することや、対象者の学習への準備状態を

判断し、適切な食教育教材や身体活動 l運動教材を選択又は作成して用いることがで

きる能力が必要であり、また、対象者の学習過程に応じた支援が求められる。
―

ニ

5 コ_チングの手法 :相手の本来持っている能力、強み、個性を引き出し、日標期 や問題解消するために
自発的行動を促すコミュニケーション技術。

(6)個々の生活習慣に関する専門知識をもち活用できる能力

科学的根拠に基づき、対象者にとうて改善しやすい生活習慣の具体的内容とその目標

を提案できる能力が必要である。その際には、対象者の置かれた環境を踏まえた支援の

提案やt国や自治体の事業や計画に関して情報提供できる能力が必要である。

また、個
～
の生活習慣は互いに関連しているため、対象者が重おかれた状況を総合的

に判断し、生活習慣改善支援をバランス良く行うことがな5ら
求められる。

①栄養・食習慣についての専門知識

対象者の栄養状態や習慣的な食物摂取状況をアセスメントし、健診結果と代謝、食
事内容との関係を栄費学等の科学的根拠に基づき、対象者にわかりやすく説明できる
能力が晰要である。その上で、「日本人の食事摂取基準」「食生活指針」「食事バ豆ンス
ガイド」や食事療法の各種学会ガイドライン等の科学的根拠を踏まえ、土ネルギニバ
ランス (食事によるエネルギー摂取量と身体活動・運動による消費量)も考慮し、対
象者にとつて改善しやすい食行動の具体的内容を提案できる能力が必要である。その
際には、対象者の食物のハ手のしやすさや食に関する情報の入手のしやすさ、周囲の

人々からのサポートの得られやすさなど、対象者の置かれた食環境の状況を踏まえた
支援の堤案や、国の健康日本21(第二次)や自治体の健康増進計画に基づく栄養・食
生活に関する目標

「
ついて情報提供できる能力が必要である。また、②の身体活動・

運動|「 ついての専門知識と合わせて、対象者により良い支援を提案できる能力が必要
である。

②身体活動・運動についての専P]知識

運動生理学、スポーツ医科学、体力測定・評価に関する基礎知識を踏まえ、身体活
動・運動や澤lll習慣と生活習慣病発症との関連において科学的根拠を活用し、対象者
に分かりやすく説明できる能力、さらに正しい身体活動・運動フォームや実施方法を

実演する能力が必要である:

特に、身体活動 。や運Ellの量、強度、種類に関する知識や、誤つた身体活動・運動
の実施に伴う傷害に関する知識が求められる

「
か、対象者に応レた身体活動。や浮動

の習慣を獲得するための工夫を提案できる能力が求められる。

さらに、対象者の身体活動・や運動の量やそれに伴うエネルギー消費量の増加を適
切に把握し、体力の水準を簡便に評価する方法を身につけ、健康づくりのための身体
活動基準2013に基づく、個々人に応じた支援の提供や、国の健康日本21(第二次)

や自治体の健康増進計画に基づ<身体活豪 運動に関する目標について情報提供でき
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る能力も必要である。また、①の栄養・食習慣についての専門知識と含わせて、対象

者により良い支援を提案できる能力が必要である:

③たばこについての専門知識

対象者の喫煙状況や禁煙の意志をアセスメントし、喫煙が健康に及ぼす影響、禁煙

が健康にもたらす効果、禁煙方法等について、9学会による禁煙ガイドライン(2010
年改訂版)等の科学的根拠に基づき、対象者の特性に含わせて分かりやす<説明し、

禁煙を支援できる能力が必要である:喫煙が健康に及ぼす影響については、喫煙が独

立した循環器疾患や糖尿病のリスク因子であるとともに、メタポリックシンドローム

やその他の生活習慣病に喫煙が重なると虚血性心疾患や脳血管疾患のリスクが著しく

高まることを説明する必要がある。なお、厚生労働省では平成18年 5月に禁煙支援
マニュアルを公表しており、〇年○月にはその改訂版が/AN表される (P)ので、参考

資料として活用されたい。第3編第3章 3-4(4)⑥も参照されたい。

④アルコールについての専門知識            f
アルコールによる身体的・精神的及び社会的な影響に関する知識を持ち、対象者が

抱える困難に共感しつつ、問題点を分かりやすく説明し、行動変容へと結びつける姿

勢が求められる。アルコール依存症の可能性や生活習慣病のリスクを高める量の飲酒※

をしているかどうかを確認し、科学的根拠に基づいた適正飲酒の具体策を提案できる

なぐ貴重な機会として保健指導の場を活かすことが望まれる。
1具体的には、AST/∧ LT等の肝機能検査の結果から直ちに受診を要する状況でなしヽ

ことを確認した上で、質問票における飲酒量の回笞等から飲酒量を判断する。その際、

A∪DIT(アルコ‐ル使用障害固定テスト)によるスクリ=ニングを活用してスコア化

することができる。A∪DITの結果、もしアルコール依存症の疑いがあるとの判定であ

等、職域であれば産業医等との連携を考慮し、専門医療機関での治療 (断酒等)につ

ながるよう支援する。飲酒量に問題はあるがアルコール依存症までは至っていないと

の結果であった場合は、可能であれば保健指導として減酒支援 (プリーフインターベ

ンション)を実施する。第3編第3章 3-4(4)③ や第3編別添資料も参照された

L             :
※生活習慣病のリスクを高める量の飲酒 :純アルコール換算で男性40g/日以上、女性20g/日 以上

【参考)アルコール度数5%のビール500m卜 ……′ :… 純アルコール量20g

アルコール度数25%の焼酎 180ml(1合)… …純アルコール量36g

アルコ三ル度数 12%のワイン 120ml(1杯)… 純アルコール量12g

(7)学習教材を開発する能力

生活習慣の改善を支援するためには、保健指導の実施に際して、効果的な学習教材が

賭要である。そのため、対象者のライフスタイルに含わせて適切に活用できる学習教材

を開発する能力が求められる。なお、このような学習教材は科学的根拠に基づき作成す

ることが求められ、常に最新のものに更新することが望ましい。

具体的には、本プログラムを活用しつつ、他機関の教材に関する情報、実際に特定健

診・特定保健指導を実施した対象者の具体的事例に基づく事例検討会などをもとに検討

し、地域の実情に応して保健指導の学習教材等を工夫、作成する能力が求められている。

(8)活用可能な社会資源に関する情報収集を行う能力

平成24年 7月に改正された地域保健対策の推進に関する基本的な指針において、い

わゆるソーシャル・キャピタル6の
健康づくり等における重要性が示された。対象者の行

動変容を支援する際にも、個別の保健指導だけでなく、健康教室のような集団での教育

や、身近な健康増進施設、地域の自主グループ等の社会資源の活用を組み合わせること

で、より効果が上がることが期待される。そのため、日頃から、活用可能な社会資源の

種類や、活用のための条件等について十分な情報収集を行い、地域・職域の資源を効果

的に活用した支援ができる能力が必要である。

6ソ ーシャル・キャピタル… 地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといった社会関係資
本。「人と人との絆」、「人と人との支え合い」に潜在する価値を意味している。



第 1章 メタポリックシンドロームに着目する意義

平成 17年 4月 に、日本内科学会等内科系 8学会が含同でメタボリックシンドロームの
疾患概念と診断基準を示した。            ′

これは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖高値、]旨質異常症、局血圧高値を
呈する病態であり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リス
クが高く、内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え
方を基本としている。

すなわちt内臓脂肪型
l巴満に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧症は年活習慣の改善

により予防可能であり、また、発症してしまった後でも、血糖t血圧等をコントロールす
ることにより、心筋梗塞等の虚血性lb疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とす
る腎不全などへの進展ゃ重症イヒを予防することは可能であるという考え方である。

メタポリックシントロームの概念を導入することにより、内臓脂防の蓄積や体童増加が、
血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、様々な形で血管を損傷して動IFr硬

化を引き起こすことにより、虚血性心疾患、脳血管疾患、腎不全などに至る原因となるこ
とを詳細に示すことができる。そのため、健診受診者にとつて、生活習慣と健診結果、疾
病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての明確な動機づけができるよう
になる。
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第 2章 健診の内容

2-1 健診項目 (検査項目及び質問項目)

(1)基本的考え方                     |
○糖尿病等の生活習慣病、とりわけメタボリックシンドロームの該当者・予備群を
減少させるため、保健指導が必要な者を的確に抽出するための検査項目を健診項目
とする。対象集団の特性 (地域や職場の特性)やそこから見出された健康課題を踏
まえ、血清クレアチニンなどの他の検査項目も必要に応じて追加することが望まし

‐ い 。

○標準的な質問項目は、①生活習慣病リスクの評価、②保健指導の階層化、③健診
結果を通知する際の「情報提供」の内容の決定に際し、活用するものであるという

考え方に基づくものとするも対象集団の特性を踏まえ、他の質問項目も必要に応じ

て追を0することが望ましい。       :

(2)具体的な健診項目
特定健診の項目として健診対象者の全員が受ける「基本的な項目」や医師が必要と

判断した場合に選択的に受ける「詳細な健診の項目」等については、以下のとおり
とする。

①特定健診の基本的な項目 個 紙1参照)

質F・3項目、身体計測 (身長、体重、BMl、 腹囲 輌 臓脂肪面積))、 理学的検査 (身

体診察)、 血圧測定、血液イヒ学検査 (中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコ レス
テロール)、 肝機能検査 (AST(GO丁 )、 AL丁 (GPT)、 γ―G丁 (γ ―GT
P))、 血糖検査 (空腹時血糖又は HbAl c検査)、 尿検査 (床糖、尿蛋自)

※ 血糖検査については、HbAlc検査は、過去1ん 3か月の血糖値を反映した血糖値のコントロ

覆
′
饉 話魏奨瘍浴菫£鼈鰐響離Eじ鷲L璽覇整纂叢E認確

貶篇狸尚鰺柩濯燿 Ⅲ理I驚属憔難乳遣糧層標複
者にあっては、HbAlcを必ず行うことが望ましい。なお、平成25年度からは従来の」DS値

ぶ暑籠毛ぉ魁FSP値
で表記

7る
。

の特定健診の詳細な健診の項目 Φ」紙21参照)

生活習慣病の専症(ヒの進展を早期にチェックするため、詳細な健診として、lb電図
検査、眼底検査、貧血検査 (赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値)のうち、
一定の基準 (別紙 2参照)の下、医師が必要と判断した場合に選択由に実施する。な
お、健診機関は、別紙2の基準を機械的に適用するのではなく、詳細な健診を行う必
要性を個別に医師が判断することとし、その判断理由等を医療保険者|こ通知するとと
もに、受診者に説明する必要がある。

③その他の健診項目               ・

怠沐ざ饒輻 鮨;逹翼疵礫鼈力:]
清クレァチエン等については検査を実施することが望ましい。

(3)質問項目

特定健診の基本的な健診の項目に言まれる質問項目を別紙3とする。この質問項目

は、従来の国民健康・栄養調査や労働安I~衛生法における質問を踏まえて設定された
ものであると選定 。階層化に必要とされる質問項目1～ 3(腋薬状況)、 4～ 6(既往
歴、現病歴)、 8(喫煙習慣)は、特定健診における必須項目である。労働安全衛生法
におけぅ健診結果等、他の健診結果を活用する場合、必須項目を確実に取得すること
が必要である。

なお、この質問項目への回答は、保健指導の際の重要な情報となる:

(4)測定方法とその標準化

○医療保険者は、複数の健診機関で実施された受診者の健診結果のデータを二元的に
管理し、予防効果が大き<期待できる者りじZ`り議 から優先的に保健指導を実

`施 していくことが必要である。そのため、共通した健診判定値の設定や検査項目毎
の測定値の標準イヒが必要となる。

○健診機関は検査の標準化により、保健指導判定値及び受診勧奨判定値の信頼性を確
保する。

○健診機関は、採血0寺間、検体の保存・運搬等に関して適切な配慮を行う。

○血圧測定、腹囲計測の手技については 月」紙4を参照 。

○具体的な健診項目ごとの標準的な測定方法、判定基準については旧」紙51を参照。

(5)測定値の精度管理

○健診機関は、検査測定値について十分な精度管理を行うことが必要である:
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①内部精度管理 (健診機関内で同じ測定値が得られるようにすること)

健診機関内において、健診の実施における検体の採取・輸送・保存、測定、検査結
果等について、管理者の配置等管理体制、実施手順、安全性の確保等の措置を請じ
るckう に務め、検査値の精度を管理する。

②外部精度管理 (健診機関間でも同じ測定値が得られるようにすること)

日本医IT会、日本臨床検査技ET会、全国労働衛生団体連含会等が実施し老いる外音8

精度管理調査事業を少なくとも1つは定期的に受け、検査値の精度が第三著によも
て管理されているようにする。

(6)健診項目の判定値

8言暑丞据易[檀 |まPttξ渠琴響55)y詈12干甦乗提Fs需理蓬ず稽≦異常症等
の関係学会のガイドラインとの整合性を確保する必要がある。

○国は、学会との連携の下、厚生労働科学研究費補助金による研究班等を活用して、
最新の知見に基づく判定基準値とするよう定期的に検討する必要がある。

(7)健診項目の定期的な見直し

効果的な健診・保健指導を寒施するために、国は、従来の健診項目を踏襲するので
はなく、生活習慣病の発症予防・重症イヒ予防の効果等を踏まえ、厚生労働科学研究費
補助金による研究班等を活用して、最新の科学的知見に基づき健診項目の有用性・必
要性を定期的に見直すことが望ましい。尿検査や肝機能検査等、保健指導対象者の選
定|「用いられない項目やく導入が見送られている血清尿酸や血清クレアチニンなどの
項目|「ついても、その有効性、必要性について費用対効果を含め、対象集国の特性を
踏まえて検証し、必要に応じて見直しを検討する必要がある。

2-2 健診結果やその他必要な情報の提供 (フ ィー ドノヽ ック)について

(1)基本的な考え方

○生活習慣病は自覚症状を伴うことなく進行することが多い:健診における検査デー

タは、対象者が自分自身の健康課題を認識して生活習慣の改善に取り組む貴重な機
会である。こうした効果を最大イヒするためには、選定・階層化に用いられるか否か
に関わらず、個々の検査データに関する重症度の評価を宮めた健診結果やその他必
要な情報について、健診受診後すみやかに全ての対象者に分かりやすく提供する
(フ ィードノヽックする)ことが重要である。

○こうした情報提供は、生活習慣を改善款たは維持していくことの利点を感じ、対象
者の行動変容を促す動機づけを目的として行うべきである。その上で、医療機関ヘ
の受診や継続治療が必要な対象者には受診や服薬の重要性を認識させること、健診
受診者全員に対し継続的に健診を受診する必要性を認識させることなどの情報が
盛り込まれることが望ましい。また、こうしたフィードバックの効果を高めるため

、 には、健診実施から結果通知、及び保健指導までの任期間を可能な限り短<するこ
とが望ましい:

○特に、特定健診の結果、医療機関を受診する必要があるこ判断された者については、
医療機関への受療行動に確実に結びつくようなフィードバックが必要である。具体
的には、通知等の送付だけにととめず、面接等にょり確実に医療機関を受診するよ
｀
う促し、確実に医療につないだ上で、実際の受診状況の確調も含めて継続的に支援
することが重要である:

(2)具体的なフィードバックの内容′
フィードバツクはすべての健診受診者に対して行われるべきであるが、個々の健診

結果によって伝える内容はそれぞれ異なる。そこで、検査項目毎に解説をした上で、
経年変イヒも踏まえた総合判断の結果を通知することが望ましい。特に健康上の課題が
大きい対象者については、健診受診後すみやかに保健指導実施者が対面で個別に説明
することで、より大きな効果が上がることが期待される。
具体的には、別添資料の文例集を参考に、対象者口々人のリスクの程度に応じて、

可能な限りきめ細かく対応することが望ましい。

①確実に医療機関受診を要する場合
検査結果に基づき、医療機関においてすみ連やかに治療を開始すべき段階であると

判断された対象者については、確実に医療機関を受診し治療を開始することを支援す
る。特に、各健診項目において、早急に医療管理下におくことが必要な者は、特定保
健指導の対象となる煮であっても早急に受診勧奨を行う。服薬中でなければ特定保健
指導の対象者にはなり得るが、緊急性を優先して判断する必要がある。
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なお、このことはかかりつけ医のいない対象者にとってかかりつけ医を見つける機
会にもなる。

治療中断中の場合、または受診に前向きな姿勢ではない場合には、必要性の説明に
終わるのではなく、本人の考え方、受け止め方を確認、隻療に抵抗する要因を考慮し
たうえ、認知を修正する働きかけが必要になる。また、「いつまでに」受診するかと
いつた約界をするここや、受診した結果を連絡してほしいと伝えることで、対象者の
中で受診に対する意識が高まり、受診につながることがある。

② 生活習慣の改善を優先する場合
上記①ほど緊急性はないものの、検査データで異常値カマ認められ、生活習慣を改善

する余地のある者には、特定保健指導の対象者・非対象者のいずれもが含まれ得る。
こうした者へのフィードバックではtどのようなリスクがどの程度高まる状態なのか、
また、自らの生活習慣に関して具体的にどの点をどう改善するとよいのかといつたポ
イントを適宣盛り込むことが望ましい。個別の対応としては、健診で認められた危険
因子の重複状況や重症度を含めて対象者本人が自らの健康状態を認識できるよう支援
し、医師等とも相談した上で、ますは保健指導を行つて生活習慣の改善を支援し、十
分な改善がみられないようなら医療機関での受療を促すというきめ細かな方法も考え
られる

※。
なお、血圧及び喫煙については、虚血性心疾患や脳血管疾患の発症リスクとして重

視すべき項目であるため、健診当日を含め、面接での対応を強化することが求められ
る。特に喫煙者に対しては、禁煙支援および積極的な禁煙外来の利用を促すことが望
ましい。

米受診勧奨判定値を超えた場合でも、 1度高血圧 (収縮期血圧lZЮ～159 mmHg、 拡張期
血圧90～99 mmHg)等であれば、眼薬治療よりも、3か月間は生活習慣の改善を優先して

行うことが一般的である。このとき、健診結果の通知てフィードバックされた内容を踏まえ

て生活習慣の改善に自ら取り組むという方法と、生活習慣の改善指導など必要な支援を保健
指導として行う方法の2‐通りが考えられる。また、脂質異常症においても、

「

次予防 (虚血

性心疾患未発症煮)ではます3～ 6か月の生活習慣改善が必要であるとしている。特定保健

指導の対象となつた者については、各学会のガイドラインを踏まえ、健診機関の医師の判断
により、保健指導を優先して行い、効果が認められなかった場合に、必要に応して受診勧奨
を行うことが望ましい。

③ 健診デニタ上では明らかな問題がない場合

健診データ上、特段の問題が認められない者に対しては、その旨をフィードバック
するとともに、今後起こり得るリスクを説明し、以降も継続して健診を受診すること
が重要であることを伝えることが望ましい。健診データが改善している場合には、本
人の生活改善の努力を評価し、次年度も引き続き健康な状態で健診を受けるよう促す
など、ポジテイブな対応が望まれる。
一方t検査デニタの異常はないが、喫煙者である等、生活習慣の改善の余地がある

対象者に対しては、喫煙等による生活習慣病発症リスクの高さ等に言及した上で、生
活習慣の改善を促すことが望ましい。                   .

(3)情報提供の際め留意事項
血圧について1ま、自衣高血圧等のF・5題夕

tあ り再測定が重要であること、中性脂肪につ
いては直前の食事摂取や前日の飲酒の影響を大きく肇けること等を考慮した上でフィ
Tド ノヽックを行うことが求められる。  |          |

(4)受診勧奨後のフォロニアップ

医療機関を受診し薬41n療法が開始された者について、その後も治療中断に至らない
よう、フォローアシプを行うことが望ましい。



第 3章 保健指導対象者の選定と階層化

(1)基本的考え方

○内臓脂肪の蓄積により、血圧高値・血糖高値・脂質異常等の危険因子が増え、リスク
要因が増加するほど虚血性l峡患や脳血管疾患等を発症しやすくなる。効果的・効率
的に保健指導を実施していくためには、予防効果が大きく期待できる者を明確にする
必要があることから、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着日し、保健指導対象
者の選定を行う。

○生活習慣病の予防を期待できるメタボリックシンドロームに着目した階層化や、生活
習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかといった保健事業のアウ
トカムを評価するために、保健指導対象者の階層化に用いる標準的な数値基準が必要
となる。

○卿 若い時期く65歳未満卜に生活習慣の改善を行うた方が予防効果を期待できる
と考えられるため、年齢に応じた保健指導レベルの設定を行う。

○特定健診に相当する健診結果を提出した者に対しても、特定健診を受診した者と同様
に、選定・階層イヒを行い、特定保健指導を実施する。

(2)具体的な選定 。階層イじの方法

ステップ1(内臓脂肪蓄積のリスク判定)

○ 腹囲と BMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する。
・腹囲 男性 85 cm以上、女性 90 cm以上 → (1)

。腹囲 (1)以外 かつ BMI≧ 25 kg/m2 →(21

ステツプ2(追加リスクの数の判定)

○ 検査結果及び質問票より追力0リ スクをカウントする。
O①～③はメタボリックシンドロームの判定項目、④はその他の関連リスクとし、④喫
煙歴については①から③までのリスクが1つ以上の場合にのみカウントする。

①血糖高値   a空腹時血糖       1 00mg/dL以上 又は
b Hb∧lcの場合   1 56%(NGSP値 )以上 支は
c薬剤治療を受けている場合 (質問票より)

②脂質異常   a中性脂肪        150mg/dL以 上 又は
b HDLコ レステロール   40mg/dL未 満 又は
c薬剤治療を受けている場合 (質問票より)

③血圧高値 ａ

ｂ

ｃ

収縮期血圧      130mmHg以 上 又は
拡張期血圧       85mmHg以 上 又は
薬剤治療を受けている場合 (質問票より)

喫煙歴あり
[④

質問票

」DS値 (%)=0 980X NGSP値 (%)一o245%
NGSP値 (%)=102X」 DS値 (%)+025%
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ステップ3(保健指導レベルの分類)

ステップ1、 2の結果を踏まえて、保健指導レベルをグループ分けする。なお、前述の
とおり、④喫煙歴については①から③のリスクが1つ以上の場合にのみカウントする。

(1)の場合                      |
①～④のリスクのうち

追加リスクが 2以上の対象者は  積極的支援レベル
1の対象者は  動機づけ支援レベル

0の対象者は  情報提供レベル     とする。
(21の場合

①～④のリスクのうち

追む0リ スクが 3以上の対象者は  積極的支援レベル
1又は2の対象者は  動機づけ支援レベル

0の対象者は  情報提供レベル     とする。

ステップ4(特定保健指導における例外的対応等)

065歳以上75歳未満の者については、日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、
QOL(9uality of ttfe)の 低下予防に配慮した生活習慣の改善が重要である等か
ら、「積極的支援」の対象となった場合でも慟機づけ支援」とする。

○降圧薬等を服薬中の者については、継続的に医療機関を受診しているめで、生活習
慣の改善支援については、医療機関において継続的な医学的管理の二環として行わ
れることが適当である。そのため、医療保険者による特定保健指導を義務とはしな
い。しかしながら、きめ細かな生活習慣改善支援や治療中断防止の観点から、主治
医1連携した上で保健指導を行うことも可能である。また、健診結果|こ おいて、医
療管理されている疾病以外の項目が保健指導判定値を超えている場合は、本人を通
じて主治医に情報提供することが望ましい。  i

(3)留意事項

○医療保険者の判断により、lll機づけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、
と塁二血立ェ保健指導の実施を検討することが望ましい。特に、腹囲計測によって内
臓晴肪型肥満と判定されない場合にも、血糖高値・血圧高値・脂黄異常等のリスクを
評価する健診項目を用い、個別の生活習慣病のリスクを判定する。

065歳 以上の者に保健指導を行う場合は、ロコモティブシンドロLム 1、 □腔機能低下
及び低栄養や認知機能低下の予防等に留意し2、 対象者の状況に応じた保健指導を行
うことが望ましい。

○特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果や質問票
等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を萌確|こ し、優先
順位をつけ保健指導を実施すべきである (第 3編参照)。

o今後は、特定健診・特定保健指導の実績や新たな科学的知見に基づき、必要に応じて
保健鱈導対象者の選定・階層化基準についても見直す必要がある。

2 栄蓋改善 (血清アルフミン値の維持など)、 □腔機能の維持向上、認知機能低下予防 (脳の活性化を
含む運動・身体活動の積極的取り入れ)等は、いずれもプログラムの有効性が確認されている。
【参考】全護予防マニュアル(改訂版:平成24年 3月 厚生労働省老健局)

httd//― mhlW gOi。 /topics/2009/05/tO0501-l himl

う
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第4章 健診における各機関の役割          ｀

(1)医療保険者に期待される役割
○医療保険者は、40歳以上74歳以下の被保険者・被扶費者に対し、保険者の義務と

して特定健診を実施する。その際、受診率向上のために文昌車や電話等の受診勧奨
の取り組みを被扶養者も含めて行う。また、委託する際は、適切な健診機関を選定
する。

○
讐 ダ

示嘩する健辱議費
等につぃて、

雫
診受診

言
|〒分

ダ
リゃすくフキードノ、ッ

○受診勧奨判定値を超える検査値があれば、その程度、年齢等を考慮した上で、医療
機関を受診する財要性について受診者に通知する。特に、医療機関受診が必要であ
ると判断された者に対しては確実な受診勧奨を行う。

Oレセプトデニタ等に基づき、受診勧奨を行った者が実際に医療機関を壷診している
かどうか、フオロTアップを行う。適切に受療していない場合は、虚血性lb疾患、
脳血管疾患等の発症予防のために治療の継続が必要であることを分かりやすく説明
しヽ 治療開始を促すことが重要である。 : 

´

(2)健診機関の役割
○医療保険者より委託された健診機関は、適切に特定健診を実施する。

○健診結果が示唆する健康課題等について、健診受診者に分かりやすくフィードバッ
クする。        

｀

○受診勧奨判定値を超える検査値があれば、その程度、年齢等を考慮した上で、医療
機関を受診する必要性について受診者に通知する。特に、医療機関受診が必要でぁ
ると判断された者に対しては積極的な受診勧奨を行う。

(3)市町村の一般衛生部門の役割         :

○ 市町村の一般衛生部F3が、医療保険者の保有する健診データにやレセプトデータ、
市町村の介護部門が保有する介護保険データ基づき当該市町村内の住民に対する
保健指導や健康相談                     などを行おう
とする場合には、これらの1情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要が

ある医療分野に関する情報であるため、医療保険者や市町村の介護部P]と連携し、

陶」紙Jに定める取扱いを行う必要がある。

○ 上記を踏まえた上で、市町村の一般衛生音β門においては、主治医や医療保険者と
連携し、健診データ、レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の者に対
する保健指導等を行うべきである。

0医療機関を受診する必要があるにもかかわらず医産機関を受診していない者に対
する対策、特定保健指導対象者以外の者に対する保健指導等について、医療保険者
と連携してレセプトデータの受療情報等により行うべきである。

○保健指導を実施する際に、医療機関を受診する必要があると判断されているにも
かかわらず対象者が医療機関を受診していない場合は、虚血性′b疾患や脳血管疾患
等の発症予防のために治療が必要であることを指導することが重要である。

(4)医療機関の役割

○ 医療機関においては、健診の結果を踏まえて受診した者に対し、必要な医療を提
供するとともに、栄養・運動等を含めた必要な生活習慣改善支援も継続的に行う。
その場合、診療報酬で定める各種要件を満たせば、年活習慣病管理料、管理栄養士
による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を算定できる。

○糖尿病、高血圧症、晴質異常症等の未治療者・冷療中断者が見いだされた場合は、
虚血性心疼患、脳血管疾患等の発症予防のために治療の継続が必要であることを分
かりやすく説明し、治療開始・治療再開を促すことが重要である:

う
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第 5章 健診データ等の電子化    、

5-1 健診データ提出の電子的標準様式 _

(1)基本的者え方

○特定健診・特定保健指導においては、高齢者医療確保法に基づき、次のように健診デー
タ等の授受がなさ4得る。

<健診データ等>
① 健診実施機関・保健指導実施機関→医療保険者

② (被扶費者の健診を行つた)医療保険者→ (被扶養考所属の)医療保険者

③ (異動元の)医療保険者→ (異動先の)医療保険者

④ 労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者→ (当該労働者所属の)医療保険者

⑤他の健診等を受けた被保険者・被扶養者→医療保険者            
｀

<特定健診・特定保健指導の実施状況等>
⑥医療保険者→国、社会保険診療報酬支払基金

○このように、特定健診・特定保健指導においては関係者間で様々な情報のやりとりがあ
り、その際のデータは膨大で情報伝達経路も複雑である。そこで、データの互換性を確
保し、継続的に多くのデータを扱えるようにするため、電子的な標準様式を国が設定し

ている。

(2)留意事項

○健診データ等の授受の際には、個人情報の保護に十分に留意する。

○今後、人間ドック等他の健診データ等も、この電子的標準様式を基本とした形式で収集
できるようにすることが望ましい。

○収集された電子的情報はパックアップのために、安全性の確保された複数の場所に保存
することが望ましい。

○医療保険者においては、被保険者の求めがあれば、健診結果を電子的に提供することが

望ましい。                            :

K2■)具体的な様式             ′

データの提出様式については、旧胤」とする。    
｀

‐5-2 健診項目の標準コー ドの設定

(1)基本的者え方

○特定健診においては、電子化された膨大な健診データ等が継続的に取り扱われることに

なる。その際に、健診項目や質問項目につぃても、標準的な表記方法で皆が統一的に使
用しなければ、同一の検査等であるかどうかについて、電子的に判断できない。そのた
め、標準的な表記方法として健診項目や質問項目ごとに標準コニドを設定する嚇要があ
る。

(2)具体的な標準コァド

○健診データは全て、日本臨床検査医学会が作成した 」LACloコ‐ド又はこのコー ド体
系に準じて設定された 17桁のコードを使用する。

○今後新たに項目が追加される場合についても、」LAC10コ ードに準じたコー ドを、日
本臨床検査医学会と協議の上で設定する。

※ 標準コード零については、ホTムページ (     【P】     )ょ り入手可能。

(参考)

基本的な健診項目の標準コードの例 (3LAC17桁 コードを使用)

健診項目 検査方法 」LAC1 0コ ード

中性脂肪

可視吸光光度法 (酵素比色法・グリセロール消去) 3F015000002327101
紫外吸光光度法 (酵素比色法・グリセロール消去) 3F015000002327201
その他 q
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5二 3 健診機関・保健掲導機関コートの設定        :

(1)基本的考え方
○医療保険者が管理する健診データ等は、健診機関ごとに特定のコードが収載されてし`
る。

:蒻][[:『言「[層踪y判景  軍
2T2b需辱鼈雫峯『1墜ガ路皇亀寡尋男弓軍引ヅ甦BF翫蓮塁瞥暦r21唇霙鼈闇忌
いようにする必要がある。

, 健診機関には既存の保険医療機関コードを持つ医療機関が多く含まれることか
ら、このコード体系を活用することが含理的であり、「都道府県番号 (2桁)+機
関区分コー ド (1桁)+機関コード (6桁)十チェックデジット (1桁)の計 10
桁」とする。

※ 二重発煮の可能性を排除するため、発番する機関を一箇所とし、廃止番号や空き番号
等の一元的な管理を行う必要がある。 |

。 前項のルールに従い、保険医療機関である場合は、機関コ=ド及びチェツクデジ

差書楳馨27と馨言究
塚岬医

辱
機
甲ョ

ニドをそのまま活用 (機関区分コード|1辱科

。 保険医療機関のコードを有さない機関は、機関区分コード(1桁)+機関コード
(6桁)の音口分を、付番・―元管理する機関に申請しコードを付与されるものとす
る。             、

・ 保険医療機関のコートを有さず、新たに健診。保健指導のみ実施する機関が、新
規登録申請を行つた場合は、機関区分コートを2とする。

○健診機関コード情報の収集・台帳の整理
71会保険診療報酬支払基金において発番されている 10桁のコードを使用する必要が

ある。

5-4 健診結果の保存と活用について

(1)基本的考え方

○ 医療保険者は、蓄積された健診デT夕を使用することにより、効果的。効率的な健診・

保健指導を実施することが可能となる。また、.保険者・被扶養者は、生涯を通じた自
己の健康管理の観点から、継続的な健診データの保存が望まれる。

○ このため、医療保険者や被保険者。被扶養者は、できる限り長期間、健診データを保
存し参照できるようにすることが望ましい。

○ さらに、医療保険者は、lEl人 ごとに健診データ等を整理し、生涯を通した健診情報の
データ管理を行うことができるようなシステム構築を検討することが望ましい。

また、被保険者・被扶養者が医療保険者間を異動した際には、本人の同意を得た上で、
医療保険者間で健診データ等を適切に移行させることが望ましい。

ただし、個人情報の保護に十分配慮する必要がある。

(2)具体的な保存年限           .
○ 医療保険者は、特定健診の結果を、次のうちいずれか短い期間保存しなければならな

い 。

① 記録の作成日の属する年度の翌年度から5年間を経過するまでの期間
② 被保険者・被扶養者が他の医療保険者に加入した日の属する年度の翌年度末まで

'  
の期間

○ 但し、上記 (1)の観点から、40歳から74歳までの被保険者・被扶養者が力0入者
となつている限りは、当該医療保険者が健診データを保存することが望ましい

`

(3)留意事項

○ 医療保険者間を異動した場合のデータの授受の方法としては、前に所属していた医療
保険者において、健診データ管理に用いられていた記号・番号を、異動後の医療保険者
において新しい被保険煮番号等を発行し、差し替えることで、異動後の医療保険者は被
保険者の健診データを管理することが者えられる。         :

○医療保険者の被保険者でなくなつた時以降は、次の医療保険者に引き継がれるまでか、
空自期間ができるだけ生じないよう、例えば 1年程度の一定期間が経過するまで保存
する必要がある。                      1

0被保険者が希望する場合には、40歳以降の‐
~データを次の医療保険者ヘヨ|き継ぐ必要

があるも

○

○
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(例)兵庫県尼崎市役所においては、職員の健診記録は原則として、在籍している限り保存するこ
とこなつている。この長期保存データを遡つて見た場合、心筋梗塞等が重症化した者は、10年以上
前から1巴満があり、中性脂肪も併せて高いことなどが確認され、早期の段階で介入すれば予防する
こ|ができたので

|ま
ないかという評価が可能こなり、●らに、今後同様の状況にある者に対して、

優先的に介入するなどの戦略を立てることができる。

(参考)

一意性を保って健診データ等を管理する際に個人の固有番号等を利用する場合の考え方

○ 既存の保険者番号 (法別番号と都道府県番号を含んだ 8桁の数字)と一意性のあ
る個人の固有番号 (例 :現在被保険者 。被扶養者が使用している被保険者の記号・

番号、職員番号、健診警理番号など)を用いる。

○ 固有番号は、一度個人に発行した後はtその同じ番号を別の個人に再発行しない
ことが必要である。例えば、被保険者番号の場合は発行年度の西暦の下2桁を追加
することで一言性を保つことができると考えられる。          :

○ 被保険者証の記号 。番号が個人毎の番号となつていない場合もあるため、生年月
日や″タカナ名等、他の項目と組み含わせて個人を識別するか、枝番号を追加する
ことで対応することが考えられる。

第6章 健診の実施に関するアウトソーシング (外部委託)

(1)基本的考え方:               ´

①アウトツーシングを推進する意義
アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した健診(例えば、

土日・祝日に行うなど)を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となり、
健診の受診率の向上が図られる。一方で、精度管理が適切に行われないなど健診の質
が考慮されない価格競争となることも危惧されるためt質の低下につながることがな
いよう委託先における健診の質を確保することが不苛欠である。

②外部委託の具体的方法
健診の実施を委託する場合には、委託基準を作成し、本プログラムに定める内容の

健診が適切に実施される事業者を選定する必要がある。なお、特定健診 。特定保健指
導の事業の企画及び評価については医療保険者自らが行う。

③委託側の健康増進事業実施者に求められる事項
委託契約期間中には、健診が適切に実施されているかについてモニタリングを行う

ことが重要である。

個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱わなければな
らない。特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年 4月 2
日閣議決定)等において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳
格な実施を確保する必要がある分野の一つとされていることから、委託先の事業者は
個人情報を適切に取り扱わなければならない。

なお、健診結果等の情報を取り扱う業務のみを委託する場合にも、委託先の事業者
は

互亜屋箋到璽璽]に定める健診結果等の情報の取扱いに関する基準を遵守することが

求められる。                ,

④受託側の事業者に求められる事項
受託側の事業者は、健診の実施機関ごとに測定値及びその判定等が異ならないよう、

健診の精度管理を適切に行う必要がある。

なぉ、巡回型・移動型で解診を行う場合も、受託側の事業者の施設で行う基準と同
じとする麟要がある。ヽ                        i

健診機関は、敷地内禁煙にするなど、健康増進に関する取組みを積極的に行う必
要がある。

また、健康増進事業実施者自らが実施する場合も本基準と同じ基準を満たす必要
がある。                           |

○本人が継続的に健診デ
=夕を把握し自ら健康管理に活用できるように、経年的にデータ

を蓄積できる仕組みの構築を検討し、そうした経年的データを保健指導に積極的に生か
してい<ことが望ましい。このことは集回の健康状態に関する分析、経年変化の分析等
により、予防戦略の立案に資する。
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(2)具体的な基準

特定健診で外部委託を行う際に求められる基準に関しては、平成20年厚生労働省
告示第 11号 (外部委託基準)及び第 142号 (施設等に関する基準)を参照するこ

。なお、特定健診以外の健診について外部委託する場合も、この告

示に準じることが望ましい。
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第7章 75歳以上の者及び 40歳未満の者に対する健診・保健指導の在り方

7-1 75歳 以上の者に対する健診・保健指導の在り方

(1)基本的な考え方について          |
○

病

○

(2)健診について

○ 糖尿病等の生活習慣病に着目した健診項目は、75歳以上の者についても、基本的
には75歳未満と同様の項目とする。

○ 健診項目は、畢本的には、生活習慣病に着目した特定健診の必須項目と同様の項目
とするが、腹囲につぃては、医師の判断等によって実施する項目とすることが適当で
ある。              .             .

○ 医師の判断により実施する詳細な健診の項目 (′b電図等)については、健診機関の
医師が、これらの検査の必要性を含めて、受診勧奨とするか否かを判断し、受診勧奨
と判断された者については、医療機関において、必要な診察を実施する。

○ なお、糖尿病等の生活習慣病についてかかりつけ医等の医療機関を受診している者
にっいては、必ずしも、健康診査を実施する嚇要はないと考えられる。

(3)保健指導について

0 75歳 以上の者については、本人の残存能力を落とさないことでQOLの確保等が
重要であるとともに、個々 の身体状況、日常生活能力、運動能力等が相当程度異なっ
ている場合が多い。そのため、40～ 74歳と同様に行動変容のための保健指導を一
律に行うのではな<、 本人の求めに応じて、健診結果を踏まえ、健康相談、保健指導
の機会を辣 利用できる体制が確保されていることが重要である。



´
(4)介護との連携について
○市町村においては、高齢福祉担当課が主体となって介護関連事業を実施し、高齢者の
健康確保と生活機能の維持・向上に努めているところであることから、高齢者の健
診・保健指導については、デニタ等の相互提供等において介護関連事業と連携を図り
ながら実施することが望ましい。

7-2 40歳未満の者に対する健診 `保健指導の在り方

○ メタボリツクシンドロームの該当者・予備群は、30歳代以前と比較して、40歳代
から増加する。40歳未満の者については、正しい生活習慣及び生活習慣病予防の重要
性に関する普及啓発等を通じて、生活習慣病の予防を行うことが重要である。一方、普

‐受高賛言F謂昌麿診歴5辱署恵辱r讐百塁ぁ憾〒層鷲参暑吾属『堕冨之層秀叢曇界樽麗
必要と認められる者に対して保健指導を実施することは、特定保健指導対象者を減少さ
せる上で有効であると考えられる。               .

○ また、20歳以降の体重増加と生活習慣病の発症との関連が明らかであることから、
若年期から適正な体重の維持に向けた保健指導、啓発が重要である。

※例えば、2o歳からの平均約30年間で5kg以上体重が増えた人は、体重増加が5に 未満の人
に比べて、男性では2.61倍、女性では256倍、糖尿病を発症しやすかったことが日本人を対
象とした研究で示されている。

特定健診と労働安全衛生法・学校保健安全法との比較

O…必須項目

△…医師の判断に基づき選択的に実施する項目

◎…いずれかの項目の実施でも可

●1120歳 以上の者については医師の判断に基づき省略可

●2:40歳 未満の者(35歳 の者を除く。)については医師の診断に基づき省略可

詔
労働者及び じん肺広

“ 智
魃 蟹派勢覇警翻患諄硯籠篭儀督3履諫 峯聾諸

,翫
品

零
斃

※1喫煙歴及び服薬歴については、間診等で聴取を徹底する旨通知 (平 成20年 1月 17日 基発第697号 )

※2以下の者については医師が必要でないと認めるものについては省略可:  140歳
未満の者(5歳 の者を除く。)              .

:鵬‰軸雛釘酷品y濡 2保量機邸ワ梶巽撃蔦語
を反映しuヽない診断さⅢたもの

4自 ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)

※3胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師の判断に基づき省略可

※4教職員を対象とする

特定健診 労働安全衛生法 学校保健安全法※4

診 察

貢間項目(問診) 0 O ※1 0

計

測

身長 O ● 1 O

床重 0 0 0

3MI ○ 0 O

複囲 0 ●2※ 2 O
理学的所見(身体診察) O

血圧 0 0 0

現力 O 0

聴力 0 ○

自覚症状及び他覚症状の有無の検査 0 0

脂質

中性脂肪 ○ ● 2 0
HDL―コレステロール ○ ● 2 0
LDL― コレステロール 0 ● 2 O

肝機能

AST(GOT) ○ ● 2 0
ALT(GPT) O ● 2 0

γ一GT(γ ―GTP) 0 ● 2 O

代謝系

空腹時血糖 ◎ ◎ ◎

HbAl● ◎ ◎ ◎

尿糖〈半定量) O O 0

血液二般

ヘマトクリット値 △

血色素量 △ ● 2 0

赤血球数 △ ● 2 O

尿腎機能

尿蛋自(半定量 ) ○ O 0

尿潜血

血清クレアチエン

12誘導心電図 △ ● 2 O

眼底検査 △

洵部エックス線検査 03 ○

上 部 消 化 管 エ ックス 線 検 査

姿 淡 硬 食 △ ※3 △
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標準的な質問票

「詳細な健診」項目について

以下の判定基準に該当する者のうち、医師が嚇要と認める者については、詳細な健診を
実施する (基準に該当した者すべてに対して当該健診を実施することは適当ではなく、受
診者の性別、年齢等を踏まえ、医師が個別に判断する財要がある)。 その際、健診機関の医
師は、当該健診を必要と判断 t/た理由を医療保険者へ示すとともに、受診者に説明するこ
と。

1褥≦謝撲拿[R万≧渥糧醤電蜃し、勇響塁琶ス写冒詈曇EЬ「墨ぼP5写し鱚
健診を行う必要はなく、現在の症状等を踏まえ、医師が個別に判断する必要がある。また:

健康診査の結果oら、直ちに医療機関を受診する必要があると判断された者については、
確実な受診勧奨を行い、医療機関において、診療報酬により必要な検査を実施する。

｀

              1                1

(1)12誘導lb電図
○前年の健診結果等において、①血糖高値、②B旨質異常、③血圧高値、④肥満の全ての
項目について、以下の基準に該当した者

(2)眼底検査

○前年の健診結果等において、①血糖高値、②脂質異常、③血圧高値、十④肥満の全ての
項目について、以下の基準に該当した者

(3)貧血検査
○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

【判定基準】

①血糖高値    a空 腹時血糖       loomg/dL以上 又は
b HbAlc(NGSP)の場合 5.6%以上

②脂質異常    a中 性脂肪        150mg/dL以 上 又は
b HDLコ レステロTル   40mg/dL未 満

③血圧高値    a収 縮期血圧       130mmHg以 上 又は

ゃ 拡張期血圧        85mmHg以 上

④肥満     a腹 囲 男性85cm以上く女性90cm以上  又は
b BMl≧ 25kg/m2

※①医師の診断・治療のもとで服業中の者を指す。 ※②中1劃旨肪も同様に取扱う。
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質問項目 回答

・３

Ｆ
」

‐２
Ｆ

‐３

現在、aからcの薬の使用の有無Ю

a.而 Fを下げる薬 ①はい②いいえ
b.インスリン注射又は血糖を下げる薬 ①はい②いいえ
c.コレステロールマを下げる薬 ①はい②いいえ

4 医師から、脳卒中 (1菌 出血、脳梗塞等)|ごかかつているといわれたり、
治療を受けたことがありますか。 ①はい②いいえ

5 医師から、心臓病 (狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれた
り、治療を受けたことがありますか。 ①はい②いいえ

6 医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療(人工透
析)を受けたことがありますか。 ①lまい②いいえ

医師から、貧血といわれたことがあるも ①はい②いいえ

8
現在、たばこを習慣的に吸つている。
(※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「合計 100本以上、又は6ヶ
月以上吸つている者」であり、島折 lヶ月間も吸うている者)

①はい②いいえ

9 20歳の時の体重から10kg以上増加している。 0はい ②しヽいえ
10 1回 30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 ①はい ②いいえ

日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日 1時間以上実施 ①はい ②いいえ
12 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 0はい ②いいえ

この 1年間で体重の増減が±3 kg以上あうた。 ①はい ②いいえ
14 人 と比較 して良べ る選度 が運 い。 ①速い ②らわう③遅い

:前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 】まい ②いいえ
16 後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に 3回以上ある。 暉まい ②いいえ

朝食を抜くことが週に3回以上ある。 Xまい CDいいえ

18 お酒 (清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度 ∪毎日 ②峙々③ほとんど飲ま
ない(飲めない)

飲酒日の1日当たりの飲酒量
清酒1合 (180ml)の 目安:ビール中瓶1本 (約500ml)、 焼酎35度 (80mり 、ウイ
スキーダブル

=杯 (60m)、 ワイン2杯 (240ml)

①l合未満②l～ 2合未満
③2～ 3合未満④3合以上

20 睡眠琳 養が十分とれている。 ①はい②いいえ

21 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。

①改善するつもりはない
②改善するつもりである

(概ね6か月以内)

③近いうちに(概ね1か月以内)

改善するつもりであり、少し
ずつ始めている

④既に改善に取り組んでいる
(6か月未満)

⑤既に改善に取り組んでいる
(6か月以上)

22
生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば、利用しま
すか。 ①はい②いいえ



9 2Cl歳の時の体重から10に 以

上増加している。

O生活習慣の乱れによる体重の増加は、摂取エネルギーが消費エネルギ:―よりも大き
い状態であることを示す(10kg増加=70,000kcJ)。 エネルギー収支の乱れを認識するこ
とができる。

8捻訪場驚鷲Iず舅 覆電撮裸重増加ふ鼈未満の1に
■べて、男性では261倍、女性では266倍、糖尿病を発症しやすかったことが日本人を
対象とした研究で示されている※7。

10 1回 30分以上の承 活をかく

運動を週 2日 嘘 、1年嘘

鋤

O速歩、体操、ジョギング、ランニング、水泳、球技(運動強度3メッツ以上の活動)等の
軽く汗をかく運動を、習慣的・継続的に、4メッッ・時/週以上(週 60分以上)実施すること
で、生活習慣病の発症及び死亡リスクが 120/● 減少することが示唆されているXS。

03ィッツ以上の摯庫(概ね4メッッ程度)の運動に限定するために、質問に汗をかくとい
う主観的感覚を加えた質問となつている。

Oこの質問に「いいえ」と答えた者には、その取組状況やリスクを確認した上で、着手可
能なものから取り組むよう支援する※B。

O運動中の循環器疾患の事故や傷害を予防するために、保健指導の初期には、6メッッ未
満の運動、主観的に「きつい」と感じない程度の運動を提案する。

日常生活において歩行又は

同等の身体活動を1日 1時間

嘘 動

O強度が3ィッツ以上の身体活動を23メッッ・時/週彿 ことが身体

…
示されている※8。 具体的には、仕事、家事、移動、運動などで良いので、歩行又はそれと
同等以上の強度の身体活動を、こま切れでも良いので毎日合計 60分以上行うことに相
当する。

O身体活動を 1日 10分増やすことで、生活習慣病のリスクを約3%減らすことができる
ことが示唆されている。※8

0この質rplに「いいえ」と答えた者には、その取組状況やリスクを確認した上で、着手可
能なものから取り組むよう支援する※8。

ほぼ同じ年齢の同性と比較し

て歩く速度が速い。

O対象者の体力や身体活動の強度を評価するための項目である:~~~T~~~~~
0「同年代の同性と比較して体力があるか?」という質問で体力を評価した研究では、
優れていると回答した者と比較して劣ると回答した者は将来の循環器病発症並びに循
環器病による死亡のリスクが3～ 4倍高いことが示されている。
O性・年齢別の体力(最大酸素摂取量)のほぼ平均値以上を有する人は、将来の生活習
慣病発症並びに生活習慣病による死亡のリスクが低いことが示されている。
0日常の歩行速度は最大酸素摂取量と関連があること1劫口えて、日常の歩行速度が速
いほど将来の生活習慣病発症並びに生活習慣病による死亡のリスクが 20～30%低い
ことが示峻されている。            ,
0この質問に「いいえ」と答えた者の中には、単に体力が低いというだけでなく、足腰に
痛みがある、運動器の機能が低下しているなどの問題を抱えている者が含まれる場合
があるので、身体活動・運動への取組状況やリスクを確認した上で、注意深く支援を提
供する。

この 1年間で体重の増減が

±3 kg以上あった。
0最近 1年での体重の増減は、生活習慣・環境等の変化のためにエネルギ_収支が変
動したことを示している。
O+3 kg以上なのか、■ kg以上なのか、まず増減の方向性を確罰したうえで保健指導を
彿 ことが大切である。
03 kg以上の減量があった場合、生活習慣改善の効果なのかどうかを確認する。生活
習慣改善の効果でない場合、食欲や食環境の変化による低栄養、悪性新生物、甲状腺
機能克進症など、病的な体重減少ではないかどうかを確認する。
03 kg以上の体重増加があった場合、生活環境などの変化に伴う急性の変化なのが、

塗生三豊生菫塑2盤向をたどつているかを確認し、日標設定の際に考慮する。
¬4 人と比較して食べる速度が速

い 。

○日本人を対象とした研究で食べる速さと肥満度(BMDとの間には関連がみられるとい
う報告がある×9。

O食べる速度が速い者の割合は、やせ(BMI<185 kO/m4)及びふつう(185kノm2≦ BMI
<25 0 kg/m2)の者に比べて、肥満者(BMI≧ 25o kg/m2)で多いという調査結果がある。※
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質問項目 解説 と 回答の活用例

1

2

3

現在、aからoの薬の使用の
有無
a繭序を下げる薬
b.インスリン注射又は血糖薩
下げる薬
c.コレステロールを下げる薬

0高血圧症、糖尿病又は脂質異常症について既に医療機関で治療を受けており服薬中
である者については、当該医療機関で生活習慣の改善支援も行われていると考えられ

ることから、特定保健指導の対象とならない。この質問はそれを確認するものである。
Oただし、この質問で「いいえ」と答えた場合IF、 飲み忘れ(医療機関で治療を受けてい

る)や治療中断の場合が含まれることに留意を要する。

O「コレステロールを下げる薬」の項は、「脂質異常症の薬」を一般の方々にわかりやす
く表現したものであり、中性脂肪を下げる作用のある薬もこれに含める。

O糖尿病t高血圧の薬と比較して、脂質異常症の薬については本人が自覚していない

場合が多いとの指摘があることに留意する。

O特定保健指導開始後に、実際に|よ服薬中であることが判明した場合は、特定保健指
導の対象者から除外となるがtきめ細かな生活習慣改善支援の観点から、主治医と連
携した上で保健指導を彿 ことも可能である。

4 医師から、脳卒中(脳 出血、

脳梗塞等)にかかっていると
いわれたり、治療を受けたこ

とがありますか
^

O脳卒中既往例では脳卒中や虚血性心疾患の発症リスクが高まる※1。

Oこうした既住がある場合には、食事や身体活動・運動について支援する際に主治医と
連携する。              ヽ

5 医師から、心臓病(狭心症、
心筋極塞等)にかかっている
といわれたり、治療を受けた
ことがありますか。

O心筋梗塞などの虚血性心疾患既往例では虚mFL心疾患の再発リスクが高まるXl。

Oこうした既往がある場合には、食事や身体活動・運動について支援する際に主治医と
連携する。

6 医師から、慢性の腎不全に

かかつているといわれたり、

治療(人工透析)を受けたこと
がありますか^

O慢性腎不全ではt心筋梗塞、心不全および脳卒中の発症率が高くなる※2。

Oこうした既往がある場合には、食事や身体活動・運動にういて支援する際に主治医と

連携する。

医師から、貧血といわれたこ
とがある。

0この質問に「はい」と答えた者には、いわゆる脳貧血(迷走神経反射による立ちくらみ
等)のことか、鉄欠乏性貧血等で治療を行つたことがあるのかどうかを確認する必要が
ある(そこで本質問には「医師から」という文言を入れている)。

O後者の場合は、現在の治療状況を確認し、現在も治療を継続しているようであれば食
事や身体活動・運動について支援する際に主治医と連携する。一方、治療の必要性が
あるに期関わらず治療を自己中断している場合には医療機関での精査を促す。

8 現在、たばこを習慣的に吸つ
ている。
(※「現在、習慣的に喫煙して

いる者」とは、「合計 lGXl本 以

上、又は6ヶ月以上吸つてい

る者」であり、■iE lヶ月間も

W4●ている者)

O喫煙は、動脈硬化の独立した危険因子である。
0喫煙すると、血糖の増加、血液中の中性脂肪やLDLコ レス宇甲ァルの増加、HDLコ レ
ステロールの減少等の検査異常がおこりやすい※°。

O」PHCスタディによると現在 1日 20本以上を喫煙している者は、非喫煙者に比べて男
性では 14倍(女性では30倍、2型糖尿病になりやすかったX4。

ONPPON DATA80の 14年間の追跡によると、吸わない男性の脳卒中死亡リスクを 1

とすると、1日 1箱以内の喫煙男性では約 15倍、1日 2箱以上では22倍高かった。ま
た、吸わない男性の虚血性心疾患死亡リスクを1とすると、1日 1箱以内の喫煙者で!よ

約15倍、2箱以上では42倍高かつたX5:

0喫煙とメタポリラクシンドロームが重なると動脈硬化がさらに進んで、いずれも該当し
ない人と比べて、約4～5倍、脳授塞や心筋梗塞にかかりやすくなる※6。

Oこの質問に「①はい」と答えた者(現在、習慣的に吸つている者)に対しては、健診当
日ならびに健診後の保健指導等の機会を活用して、対象者の禁煙意向を踏まえて、禁
煙の助言や情報提供を行う。禁煙希望者には禁煙外来を実施している医療機関のリス
ト等を提示するのもよい。
Or②ぃぃぇJと答えた者のうち、質問票の工夫や追加問診等により、過去または最近
禁煙した者が把握できる場合は、禁煙者に対して、禁煙したことを賞賛し:今後も禁煙を
続けるよう励ます。



○この質問に「速い」と答えた者で、肥満傾向がある場合は、仕事や家庭のやむを得な
い事情などを確認し共感した上で、少しでも改善できるようにするための工夫をともに考
える等の支援を行うも

0手夫としては、たとえば「よく噛むことを意識する」、「会話しながら食事する」、「汁物で
流し込むような食べ方をやめる」、「野菜を増やす」などの方法がある。

15 就寝前の 2時間以内に夕食

をとることが週に 3回甦 あ

る。1

01年後の健診で、「就寝前の 2時間以内に夕食を取ることが週に3回以上ある。」こと
がなくなった(改善した)者は、腹囲が減少し,HDLコ レステロールが増加したという報告
がある挙

11。

Oこの質問に「はい」と答えた者で、肥満傾向がある場合は、仕事や家庭のやむを得な
い事情などを確認し共感した上で、少しでも改善できるようにするための工夫をともに考
える等の支援を彿 。

O対処法として、就寝時間を遅らせるのではなく、たとえば早めの時間に食事をとるエ
夫をしたり、間食などを工夫して、就寝前のエネルギー、精質等の摂取を控えるなどの
方法がある。

16 夕食後に間食(3食以外の夜

食)をとることが週に3回以上

ある。

0肥満者は、普通体重の者に比べ、夕食後に間食をすることが多いという調査結果が
ある※12。        |              ´

01年後の健診で、「夕食後に間食(3食 以外の夜食)をとることが週に3回以上ある。」
こと力注Kなつた(改善した)者は、体重が減少したという報告があるXll。

Oこの質問に「はい」と答えた者で、肥満傾向がある場合は、仕事や家庭のやむを得な
い事情などを確認し共感した上で、少しでも改善できるようにするための工夫をともに考
える等の支援を彿 。
○支援の方法としては、たとえば、間食の時間、内容等の記録をつけてもらい、とってい
る回数を自草して修正するなどの行動科学的なアプローチを行うなどの方法がある。

朝食を抜くことが週に3回以
上ある。

01年後の健診でも、朝食を抜くことが週に 3回以上ないことを維持している者は、LDL
コレステロール値が低下したという報告がある※11。

Oこの質問に「はい」と答えた者には、仕事や家庭のやむを得ない事情などを確認し共
感した上で、少しでも改善できるようにするための工夫をともに考える等の支援を行う。
O朝食だけに着目するのではなく、就寝時間、夕食(そ の後の間食)の状況にも留意し、
「朝ごはんを食べたくなる」状況を作ることが大切である。
Oたとえばt朝食については、量・バランス等を考慮したものが望ましいが、本人の負担
感を軽減できる簡便な方法を紹介するなどの方法がある。

お酒(清酒、焼酎、ビニル、洋

慈 どヽ)を無

飲酒日の1日当たりの飲酒量

Oがん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの飲酒に関連する多くの健康問題あリスタ
は、1日平均飲酒量とともにほぼ直線的に上昇することが示されている。一方で、全死
亡、脳梗塞及び虚血性心疾患については、飲酒量との関係は直線的であるとは言えな
いが、‐定の量を超えるとリスクが高まることが分かっている。
O問 18と問 19の回答を組み合わせることで、アルコールの摂取状況を定量化できる。
O問 18で①「毎日」若しく1淑Э「時々」と答え、さらに問19で②以上(1～ 2合以上)である
と答えた者は、健康日本 21(第二次)で示す「生活習慣病のリスクを高める∞西(1日 の
平均純アルコール摂取量が男性で 40g、 女性で 20g以上)Jに該当している可能性が高
い。こうした対象者には、可能であれば、本プログラム第3編別添資料を参照し、改めて
飲酒状況の評価(AUDrF)を 行った上で、減酒支援 (プリーフインターベンション‖

)を行
う。                     1
*AUDrr(ア ルコール使用障害スクリTニング):自記式の質問票を用いて飲酒状況を
確認し、スコア化する。8,14点で減酒支援(ブリーフインターベンション)の対象とな
る。

料 減酒支援(プリーフインターベンション):1回 目の面接で、現在の飲酒量をともに確
認した上で、飲酒による健康問題の理解を促し、具体的な減酒目標及び滅酉方法に
ついて検討した上で「飲酒日記」をつけるよう促す。概ね2～4週間後 (期間は任意)

の保健指導の機会に「飲酒日記」を持参を求め、ともに振り返る。
○間 18で③ほとんど飲まない(飲めない)と答えた者の中には「禁酒した者」も含まれてい
る。禁酒の理由として最も多いのは健康上の理由(何らかの病気のために禁酒した)であり、

コホート研究で禁酒者の死亡リスクは非常に高いことが指摘されている※1'。 したがって③と
答えた者の中に禁酒者がいないか留意し、いた場合はその理由に応じて健康相談等の機会
を設けるようにする。                |

20 睡眠で休養が十分とれてい

る。

Oこの質問に「いいえ」と答えた者は、睡眠の「量」又は「質」に問題がある可能性があ
る。

○量すなわち睡眠時間の不足の時は、仕事や家庭のやむを得ない事情などを確認し共
感した上で、睡眠時間を確保する工夫ができるよう支援する。
O睡眠の質に問題がある場合は、健康づくりのための睡眠指針「纏 睡ゝ眠のための7
箇条」参照して支援を街 。
O肥満者等では「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」 を合併していることがある。昼間の眠
気、いびき、コーヒーの多飲などの状況を確認するもSASでは減量が有効なことから、減
量への動機づけにつなげることができる。必要に応じてCPAPなどの治療法についても
紹介する。
Oこの質問に「

|ヽいえ」と回答した場合、食生活・運動習慣等の改善意欲が低下しやす
いことに留意、減量目標の設定を急ぐのではなく、睡眠不足や不眠症がうつ病や生活習
慣病などにつながることを伝え、睡眠の質と量を確保できるような支援を行う。

21 運動ゃ食生活等の生活習慣

を改善してみようと思います
か。

Oこの質問は、保健指導を受ける際にどのような行動変容ステージ(準備段階)にある
かを確認するものである。Pr∝ haskaの行動変容理論に基づき、対象者の準備段階を踏
まえた支援を行うために活用できる。
O健診時の回答から気持ちに変化が生じることも多いため、健診結果を理解したあとに
面接で再度ステージを確認することが大切である。
0本質問で改善意欲が低いと回答しても、面接によって意欲が高まることがあるので、
保健指導対象として除外する場合は慎重さが求められる。
Oすでに取り組んでいる場合(④実行期、⑤維持期)、 どのような取り組みをいつから始
めているのか、その効果をどのように感じているのかを確認、賞賛するとともに取り組
みを続けることの重要性を伝える。ただし、無理な方法をとつていたり、続けることが困
難と感じている場合IFは、日標の見直しなどの方法をとること。
O準備期(③)では実行しやすい目標を設定すること
O関心期・熱考期(②)では、生活習慣改善のメリットを伝えるとともに、無理のない方法
で効果が上がることを伝える。たとえば3～ 4%程度の軽度な減量でも検査値の改善効
果が得られる※14ことを伝えるなどの方法がある。
○無関心期・前熟考期(①)では、現在の生活習慣が疾病につながることを伝える。ただ
し、「改善するつもりはない」と回答しているものの中に、「すでによい生活習慣を行つて
いるので、これ以上の改善はできない」と考えている人が少ないことに留意する。質問
表の回答を鵜呑みにするのではなく、「現在、健康のために意識してやっていること」を
言舌してもらうとよい。

22 生活習慣の改善について保

健指導を受ける機会があれ

ば、利用しますか。

0この質問に「いいえ」と答えた者には、あれこれと「指動 を受けたくない、自分なりに
やつている、今までに指導を受けたことがある、時間が取れない:などの理由があると
考えられる。                       _
O「いいえ」と回答して積極的ではないと思われる対象者であつても、健診結集をみてか
ら気持ちに変化が生じることもあるため、健診結果や本人の準備状態を十分に配慮しつ
つ、支援を彿 。

0この回答が「いいえ」であつても、積極的支援の効果は「はい」と変わらなかった※
'5。

積極的支援のサポ_ィブな姿勢が、従来の「指導」イメージは異なることを理解しても
らうことが大切である。
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血圧及び腹囲の測定における留意事項

血圧測定、腹囲計測等については以下のように実施すること。

(1)血圧測定                         ‐

血圧測定については、「循環器病予防ハンドブック」 (社団法人日本循環器管理研究協

議会編)を参考とする。なお、測定回数は原貝」2回とし、その2回の測定値の平均値を
もって、提出デニタとするここ。現場の実施状況に応じて、1回測定についても可とす
る。

(2)腹囲計測

内臓脂肪症候器(メタボリックシンドロームとの判定基準に基づき、立位、軽呼気時、
膳レベルで漫」定する。脂肪蓄積が著明で膳が下方に偏位している場合は肋骨下縁と前上
腸骨棘の中点の高さで沢」定する。
´ なお、具体的な測定方法の映像については、独立行政法人国立健康・栄養研究所のホ
ームページ (httoブ /w3/wO nih goio/elkenttnfo/kttkuchO html)に掲載。

(3)検尿

測定手技及び判定については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。

(4)眼底検査

手様については、「循環器病予防ハンドブック」等を参考とする。



健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針
(平成十六年六月十四日)

(厚生労働省告示第二百四十二号)

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項の規定に基づき、健康増
進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を次のように定めたので、
同法第れ条第三項の規定に基づき公表する。

健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針

第一 基本的な考え方

健康診査は、疾病を早期に発見し、早劫治療につなげること、健康診査の結
果を踏まえた栄養指導その他の保健指導(運動指導等生活習慣の改善のための
指導を含む。以下同じ。)等を行う

「
とにより、疾病の発症及び重症化の予防並

びに年涯にわたる健康の増進に向けた自主的な努力を促準する観点から実施す
るものである。

現奮、健辱診査、その結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導等は、健康
増進法第六条に掲げる各法律に基づいた制度において各健康増進事業実施者に
より行われているが、次のような現状にある。

1 制度間で健康診査における検査項目、検査方法等が異なる場合がある。
2 精度管響が適切に行われていないため、検査結果の比較が困難である。
3 健康診査の結果が、受診者に対する栄養指導その他の保健指導、必要な者

に対する再検査、精密検査及び治療のための受診並びに健康の自己管理に
必ずしもつながっていない。

4 健康診査の結果を踏まえた集団に対する健康課題の明確化及びそれに基づ

く栄養指導その他の保健指導が十分でない。         、

5 健康診査の結果等 (栄養指導その他の保健指導の内容を含む。以下同じ。)

が各健康増進事業実施者間で継続されず、有効に活用されていない。
6 健康診査の結果等に関する個人情報の保護について必ずしも十分でない。
また、このような状況の中、平成十七年四月に、メタボリックシンドローム

の我が国における定義及び診断基準が日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日
本高血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止
血学会及び日本内科学会から構成されるメタボリックシンドローム診断基準検

討委員会において策定された.こ の定義及び診断基準においては、内臓脂肪の
蓄積IF着 目し、健康診査の結果を踏まえた効果的な栄養指導その他の保健指導

を行うことにより、過栄養により生じる複数の病態を効率良く予防し、心血管

疾患等の発症予防に繋げることが大きな目標とされた:

このためtこの指針においては、各健康増進事業実施者により適切な健康増

進事業が実施されるよう、健康診査の実施、健康診査の結果の通知、その結果

を踏まえた栄養指導その他の保健指導の実施等、健康手帳等による健康診査の

結果等に関する情報の継続の在り方及び個人情報の取扱いについて、各制度に

共通する基本的な事項を定めることとする。

各健康増進事業実施者は、健康診査の実施等に当たり、個人情報の保護等につ

いて最大限に配慮するとともに、以下|こ 定める事項を基本的な方向として、国

民の健康増進に向けた自主的な取組を進めるよう努めるものとする。

なお、この指針は、必要に応じ、適宜見直すものとする。

第二 健康診査の実施に関する事項

― 健康診査の在り方

1 健康増進事業実施者は、健康診査の対象者に対して、その目的、意義及び

実施内容について十分な周知を図り、加齢による心身の特性の変化などライフ

ステージや性差に応じた健康診査の実施等により対象者が自らの健康状態を

把握し、もって生涯にわたる健康の増進に資するように努め、未受診者に対し

て受診を促すよう特に配慮すること。例えば、壮年期においては、内臓脂肪の

蓄積を共通の要因として、`糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧の状態が重複し

た場合に、心血管疾患等の発症可能性が高まることから、これらの発症及び重

症イしの予防に資するものとすること。また、その際は、身長、体重みび腹囲の |

検査、血圧の測定、高比重リポ蛋白コレステロール (HDLコ レステロール)及び

血清 トリグリセライ ドの量の検査並びに血糖検査を健康診査における検査項

目に含むものとすること。

2 健康増進事業実施者は、生涯にわたる健康の増進の観点等から、健康診査

の実施について、加齢による心身の特性の変化などライフステージや性差に応

じた健康課題に対して配慮しつつ、他の制度で健康診査が実施された場合の対

応等、各制度間及び制度内の整合性を取るために必要な相互の連携を図ること。

3 健康増進事業実施者は、関係法令を踏まえ、健康診査における検査項目及

び検査方法に関し、科学的知見の蓄積等を踏まえて、必要な見直しを行うこと。

4 健康増進事業実施者は、各制度の目的を踏まえつつ、健康診査における検

査項目及び検査方法を設定又は見直す場合、加齢による心身の特性の変化など

ライフステージや性差に応じた健康課題に対して配慮するとともに、科学的知

見の蓄積等を踏まえて、疾病の予防及び発見に係る有効性等について検討する

こと。

ｒ
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5 健康増進事業実施者は、健康診査の検査項目について受診者にあらかじめ

周知するとともに、法令上の実施義務が課されている検査項目を除き、受診者

が希望しない検査項目がある場合、その意思を尊重すること。また、法令上の

実施義務が課されている検査項目を除き、特に個人情報の保護等につしヽて最大

限に配慮することが望ましい検奪項目があるときには、あらかじめ当該検査項

目の実施等につき受診者の同意を得ることJ

二 健康診査の精度管理

1 健康増進事業実施者は、健康診査の精度管理(健康診査の精度を適正に保
つことをいう。以下同じ。)が生涯にわたる個人の健康管理の基盤として重要

であることにかんがみ、健康診査における検査結果の正確性を確保するととも

に、検査を実施する者や精度管理を実施する者が異なる場合においても、受診

者が検査結果を正確に比較できるようにすること。また、必要のない再検査及

び精密検査を減らす等必要な措置を講じることにより健康診査の質の向上を

図ること。

2 健康増進事業実施者は、健康診査を実施する際には、この指針に定める内 .

部精度管理 (健康診査を行う者が自身で行う精度管理をいう。以下同じ。)及び

外部精度管理 (健康診査を行う者以外の者が行う精度管理をいう。以下同じ。)

を適切に寒施するよう努めること。また、当該精度管理の実施林況を当該健康

増進事業の対象者に周知するよう努めること。        ,
3 健康増進事業実施者は、健康診査の実施に関する内蔀精度管理として、標

準物質が存在する健診項目については当該健診項目に係る標準物質を用いる

とともに、次に掲げる事Fを考慮した規程を作成する等適切な措置を講じるよ

う努めること。

(一)健康診査の実施の管理者の配置等管理体制に関する事項

(尋)健 康診章の実施の手順に関する事項

(三)健康診査の安全性の確保に関する事項

(山)検査方法、検査結果の基準値、莉定基準等検査結果の取扱いに関する

事項

(五)検体の採取条件、検体の保存条件、検体の提出条件等検査の実施に関

する事項

(六)検査用機械器具、試薬、標準物質等の管理について記録すること及び
その記録を保存することに関する事項

(七)検査結果の保存及び管理に関する事項            '
4 健康増進事業実施者は、検査値の精度等が保証されたものとなるよう健

康診査に関する外部精度管翠として、全国規模で実施される外部精度管理調

査を定期的に受けること、複数の異なる外部精度管理調査を受けること等に

より、自ら実施する健康診査について必要な外部精度管理の実施に努めるこ

と。

5 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合

は、委託先に対して前二号に規定する内部精庫管理及び外部精度管理を適切

に実施するよう要請するとともに、当該内部精度管理及び外部精度管理を適

切に実施しているかについての報告を求める等健康診査の実施にうき委託先

に対して適切な管理を行うこと。

6 健康増進事業実施者はt研修の実施等により健康診査を実施する者の知

識及び技能の向上を図るよ―う努めること。

第二 健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に

関する事項   :
1 健康増進事業実施者は、健康診査の実施後できる限り速やかに受診者に

健康診査の結果を通知すること。

2 健康増進事業実施者は、健康診査の結果を本人に通知することにとどま

らず、その結果に基づき、必要な者I子 は、再検査、精密検査及び治療のため

の受診の勧奨を行うとともに、疾病の発症及び重症化の予防文は生活習慣あ
改善のために栄養指導その他の保健指導を実施すること。栄養指導その他の

保健指導の内容には、食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持そ

の他の生活習慣の改善を含む健康増進に関する事項、疾病を理解するための

情報の提供を含むこと。

3 健康増進事業実施者は、栄養指導その他の保健指導の実施に当たつては、

健康診査の結果(過去のものを含む)、 健康診査の受診者の発育・発達の状況、

生活状況、就労状況、生活習慣等を十分に把握し、生活習慣の改善に向けて

の行動変容の方法を本人が選択できるよう配慮するとともに、加齢による心

身の特性の変化などライフステージや性差に応じた内容とすること。例えば、

壮年期においては、内臓脂肪の蓄積を共通の要因として、精代謝異常、脂質

代謝異常、高血圧の状態が重複した場合に、心血管疾患等の発症可能性が高

まることから、これらの発症及び重症化の予防の効果を高めるため、栄養指
導その他の保健指導は、健康診査の結果から対象者本人が身体状況を理解し、
生活習慣の改善の必要性を認識し、行動目標を自らが設定し実行できるよう、
個人の行動変容を促すものとすること。また、栄養指導その他の保健指導は、
個人又は集団を対象として行う方法があり、それぞれの特性を踏まえ、適切
に組み合わせて実施すること。個人に対して、栄養指導その他の保健指導を
行う際は、その内容の記録を本人へ提供するよう努めること。また、健康診



査の受診者の勤務形態に配慮した上で栄養指導その他の保健指導の時間を確
保する等栄養挿導その他の保健指導を受けゃすい環境づくりに配慮すること。
4 健康増進事業実施者は、健康診査の結果を通知する際に適切な栄養指導
その他の保健指導ができる

.よ

うに、その実施体制の整備を図ること。さらに
受診者の求めに応じ、検査項目に関する情報、健康診査の結果、専門的知識
:「基づく助言その他の健康の増進に向けて必要な情報につぃて提供又は受診
者の相談I手応じることができるように必要な措置を講じること。
5 健康増進事業実

“

者は、栄養指導その他の保健指導に従事する者に対す
る研修の実施、栄養指導その他の保健指導の評価に努めること等により栄養
指導その他の保健指導の質の向上を図ること。
6 健康増進事業実施者は、栄養指導そあ位の保健指導の実施の全部又は一
部を委話する場合は、委託先が栄養指導その他あ保健指導を適切に行つてい
るかについて:報告1求める等委託先に対して適切な管理を行うこ。と。
フ 地方公共団体、健康増進事業寒施者、医療機関その他の関係者は、健康
診査の結果の通知等の実施に関し、健康づくり対策、介護予防及び産業保健
等の各分野における対策並びに医療保険の保険者が実施する対策を請じるた
めに、相互の連携 (以下「地域・職域の連携」という。)を 図ること。

地域・職域の連携の推進に当たり、健康診査の結果等に関する情報(以下「健
診結果等情報Jと いう1)の継続、栄養指導その他の保健指導の実施の委託先
に関する情報の共有など健康診査の実施、栄養指導その他の保健指導の実施
等に係る資源9有効活用、自動努力では充実した健康増進事業の提供が困難
な健零増進事業実施者への支援等の観点から有益であるため、関係機関等か
ら構メされる協議会等を設置すること。この場合、広域的な観点で地域・職
域の連携を推進するため都道府県単位で関係機関等から構成される協議会等
を設置するとと,に、より地域の特性を生かす観点からt地域単位 (保健所の
所管区域等)においても関係機関等から構成される協議会等を設置するよう
努めること。なお、関係機関等から構成される協議会等が既に設置されてい
る場合は、その活用を行うこと。

協議会等の事業については、参考として次に掲げるものが考えられる。
(―)都道府県単位

イ 情報の交換及び分析

甲 都道府県における健康課題の明確化
ハ 各種事業の共同実施及び連携
二 研修会の共同実施

ホ 各種施設等の相互活用
へ その他保健事業の推進に必要な事項

(二)地域単位

イ 情報の交換及び分析

口 地域における健康課題の明確化

ハ 保健事業の共同実施及び相互活用
二 健康教育等への講師派遣

ホ 個別の事例での連携  ′
へ その他保健事業の推進に必要な事項

第四 健康手帳等による健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関す
る事項

1 健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくこと
が受診者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点か
ら重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識し、
健康増準事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年
法律竿五十七号)、 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十
五年法律第五十八号)、 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法
律 (平成十二年法律第五十九号)、 地方公共団体において個人情報の保護に関
す る法律第十一条第一項 の趣 旨を踏 まえて制 定 され る条例等 て以下「個人情報

保護法令」という。)を遵守しつつ、健診結果等情報を継続させるために必要
な措置を講じることが望ましいこと。例えば、健康増進法第六条に掲げる各
法律に基づいた制度間にぉぃて:法令上、健康診査の結果の写しの提供が予
定されている場合には、健康診査の結果を標準的な電磁的記録の形式によリ
提供するよう努めること、又は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する
場合には、委託先IF対 して標準的な電磁的記録の形式による健康診査の結果
の提出を要請するよう努めること。                ´

2 生涯にわたり継綺されてぃくことが望ましい健診結果等情報は、健康診
査の結果、栄養指導その他の保健指導の内容、既往歴 (ア レルギー歴を含む)、

主要な服薬歴、予防接種の種類、接種時期等の記録、輸血歴等であること。
3 健診結果等情報の継続は、健康手帳等を活用することにより、健康の自
己管理の観点から本人が主体|な って行うことを原則とすること。この場合、
将来的には統一された生涯にわたる健康手帳の交付等により、健診結果等情
報を継続することが望まれること。―方、各制度の下で交付されている既存
の健康手帳等はその目的、記載項目等が異なり、また:健康手帳等に本人以
外の個人情報が含まれる場合等があるなど、既存の健康手帳等を統一し生涯
にわたる健康手帳等とする場合に留意しなければならない事項があるごとか

ら、まずは健康増進事業実施者が各制度の下において既に交付し又は今後交
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付する健康手帳等を活用することにより、健診結果等情報の継続を図つてい

くこととすること。

4 生涯にわたり健診結果等情報を継続させるための健康手帳等は、ライフ

ステージ及び性差に応じた健康課題に対して配慮しつつ、その内容として、

健康診査の結果の記録に係る項目、生活習慣に関する記録に係る項目、健康
の増進に向けた自主的な取組に係る項目、受診した医療機関等の記録に係る

.

項目、健康の増進に向けて必要な情報及び知識に係る項目等が含まれること

が望ましいこと。また、その様式等としては、記載が容易であること、保管
性及び携帯性に優れていること等について工夫されたものであることが望ま
しいこと。   、
5 健康増準事業実施者は、健診結果等情報の継続のため、次に掲げる事項

を実施するよう努めること。

(―)健診結果等情報を継続して健康管理に役立たせていくように本人に

働きかけること。

(二)職場、住所等を異動する際において、本人が希望する場合には、異

動元の健康増進事業実施者が一定期間保存及び管理している健康診査
の結果を本人に提供するとともに異動先の健康増進事業実施者に同情

報を提供するように本人に対し勧奨し、又は、個人情報保護法令によ

り必要な場合には本人の同意を得た上で、異動先の健康増進事業実施

者に健診結果等情報を直接提供する等健診結果等情報を継続するため

に必要な工夫を図ること。 :
第五 健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項
1 健康増進事業実施者は、健康診査の結果等に関する個人情報について適

正な取扱いの厳格な実施を確保することが必要であることを認識し、個人情

報保護法令を連守すること。

2 取り扱う個人情報の量等により個人情報保護法令の規制対象となってい      ′

ない健康増進事業実施者においても、健康診査の結果等に関する個人情報に   、

ついては特に厳格に取扱われるべき性質のものであることから、個人情報保

護法令の目的に沿うよう努めること。

3 健康増進事業実施者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損

の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、守

秘義務規程の整備、個人情報の保護及び管理を行う責任者の設置、従業者へ      |
の教育研修の実施、苦情受付窓口の設置、不正な情報入手の防止等の措置を

講じるよう努めること。

4 健康増進事業実施者は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場

合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を

受けた者|こ対する必要かつ適切な監督として、委託契約の内容に記載する等
により、委託を受けた者に前号に規定する措置を講じさせること。
5 健康増進事業実施者は、前号までに掲げた内容を含む個人情報の取扱い

に係る方針を策定t公表及び実施し、必要に応じ見直し及び改善を行つてい

くよう努めること。

6 健康増進事業実施者が、個人情報保護法令に従いその取扱う個人情報を
公衆衛生の向上を目的として行う疫学研究のために研究者等に提供する場合、

あらかじめ当該研究者等に対して、関係する指針を遵守する等適切な対応を
することを確認すること。

第六 施行期日                   '
この指針は、健康増進法第九条の施行の日から施行するものとする。

(施行の日干平成
=六

年八月一日)

改正 (平成一九年,0月二九日厚生労働省告示第二西九号)

平成二十年四月一日から適用する。  ―
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市町村 (一般衛生部F5)が特定健診の健診データ豊を用いて保健指導等を行う場合にお

けるこれら健診データの取扱い

健診データ、レセプトデータ及び介護保険データは、「個人情報の保護に関する基本
方針」(平成 16年 4月 2日・閣議決定)において特に適正な取扱いの厳格な実施を確
保する必要があるとされている医療分野に関する情報である。また、これらの情報は

市町村国保等の医療保険者が医療保険事業に必要な範囲で扱う情報である。

このため、市町村 (一般衛生部門)はt保健指導等に活用する目的で、これらの情

報提供を受けようとする場合には、各市町村の個人情報の保護に関する条例の内容を

踏まえた上で、例えば、医療保険者に対し、被保険者等に特定健診の受診案内を送付
する際に、当該送付状に以下のような注意事項を記載し、本人が希望しない場合には、
当該本人が識別される個人データの情報提供を停止することとするように依頼してお
くこと。

L/セノヒデータ、介護保険データについても、同様に取り扱うことハ

(例 )

○○市国民健康保険 [○○健康保険組合]健 康診査について

(注意事項)

健康診査の結果は、○○市市民生活部保険年金課 [〇 〇健康保険組合]において適

正に管理いたしますが、地域住民の健康増進を図る観′点からoO市健康福祉部健康づ

くり推進課において保健指導や健康相談を実施する目的で情報提供の依頼を受けた

場合には、健康づくり推進課へ、健康診査の結果を紙媒体又は電子媒体により提供

(*)いたします。なお、このょうな健診結果の扱いを希望されない場合には、その

旨を以下の担当又は健康診査の会場の受付の者までご連絡ください。ご連絡いただい

た場合には、○○市市民生活部保険年金課 [oO健康保険組合]か ら○○市健康福祉

部健康づくり推進課への健診結果の情報の提供をいたしません。

* 提供した情報は、○○市健康福祉部健康づくり推進課において保健指導や健康

相談を実施する以外の目的に使用されることはありません。

(担 当)                     .
○○市市民生活部保険年金課国保係 担当○○   賢LOO一 〇〇oO
[○ ○健康保険組合○○ 担当OO   TELOO=Oooo]



(参考)

○個人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 57号)(抄 )

(定義)

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に合
まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他 の情報
と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを
含む。)をいう。                               |

2 (略 )

3 この法律において「個人情報取扱事業者Jと は、個人情報データベース等を事業の用に供して
いる者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
, 国の機関
二 地方公共団体
三～五  (略 )

4～ 6 (略 )

(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)

第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案
し、その保有する個人情響の適正な取扱いが確堡されるよう必要な措置を講ずることに努めなけ
ればならない。     1     ・
2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、
その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければ
ならない。          .

(第二者提供の制限)

第二十三条  (略 )

2 個人情報取扱事業者は、第二者に提供される個人デ‐夕について、本人の求めに応じて当該本
: 人が識別される個人データの第二者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げ

る事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
は、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第二者に提供することができる。
一 第二者への提供を利用目的とすること。
二 第二者に提供される個人データの項目
三 第二者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識月Uさ れる個人データの第二者への提供を停止すること。

3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第二号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容
について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

○「個人情報の保護に関する基本方針」(平成 16年 4月 2日 ・閣議決定)(抄 )

2国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
(3)分野ごとの個人情報の保護の推進に関する方針
② 特に適正な取扱いを確保すべき個別分野において講ずべき施策

個人情報の性質や神1用方法等から特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分
野については、各省庁において、個人情報を保護するための格別の措置を各分野 (医療、金
融・信用、情報通信等)ご とに早急に検討し、法の全面施行までに、一定の結論を得るもの
とする。

3地方公共団体が講ずがき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
(1)地方公共団体の保有する個人情報の保護の推進
地方公共団体の保有する個人情報の保護対策については、法第11条第1項の趣旨を踏まえ、

個人情報の保護に関する条例の制定に早急に取り組む必要がある。ま た、既に条例を制定し
ている団体にあっても所要の見直しを行うことが求められる。
条例の制定又は見直しに当たっては、法及び行政機関個人情報保護法等の内容を踏まえると

ともに、特に、いわゆるマニュアル処理に係る個人情報を保護対象とすること、行政機関個人
情報保護法を参考としつつ、事務の特性に配慮した対象機関のあり方、自己情報の開示・訂正・
利用停■等の本人関与の仕組みの充実、適切な苦情処理や不服申立て制度等の救済措置の整備、
外部委詫に係る個人情報の保護措置の整備、個人情報の漏えい等に対する罰則の検討、いわゆ
る「オンライン禁止規定」の見直し等の事項にういて留意することが求められる。

(2)広報・啓発等住民・事業者等への支援
② 地方公共団体の部局間の相互連携

地方公共団体は、法の施行に関し、自ら保有する個人情報の保護、その区域内の事業者等
への支援、苦情の処理のあうせル等、さらには、法第51条及び令第11条の規定により主
務大臣の権限を行使することまで、広範で多様な施策の実施が求められてぃる。地方公共由
体においては、こうした多様な施策は、個人情報の保護に関する条例の所管部局、住民から
の苦情の相談を担う部局、各事業・事業者の振興・支援を担う部局等相当数の部局にまたが
るものと見込まれるが、個人情報に関する住民の権利利益の保護の実効性を確保するために
は、広範な施策が一体的・総合的に講じられるよう、関係部局が相互に十分な連携を図る必
要がある。

に轟[を言認倉畠蠣駐碁?曹信管県櫂診写[喫:駐3瞥なヒ看璽笹1'警婚
することが望まれる。

2個人情報保護法制の体系イメージ

(出典)内閣府HP

国等の責務・施策｀
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○
厚
生
労

/1
1j
省
告
示
第
十
一
号

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保

ll
t指

導
の
実
施
に

F・
7す

る
基
準

(平
成
十
九
年
厚
生
ガ

働
省
令

第
百
五
十
七
号
)第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
ら

き
、
特
定
健
康
診
査
及
び

英雪
桑 讐
傷詈

:誉
擁栃

Tす
足 芝
背「
車農
全 軍
軍』

:]
雪
漿 言

g鳥
学憲

i懲
お

、
平
成

二
十
五
年

二
月
二
十

一
日
ま

で
の
間

は
、
第

2の
1の

(3
)及

び
(4
)中

「
又

は
管

理
栄
美
士

」
と
あ

る
の

は
「
、

管
理

栄
養
士
又

は
保

腱
指

導
に
間
す

る
一
定

の
実

務
の
経

験
を
有
す

る
看

護
師

」
と
、
第

2ち
1の

(5
)及

び
(6
)中

「
保

健
師

、
管
理

栄
養

士
」

と
あ

る
の
は

「
保

ll
tB
T、

管
理
栄

贅
士

、
保

睫
指
導

に
開
す

る
一
定

の
実

務
の
経

験
を
有
す

る
TT
tt
Ar
Jと

す
る
。

平
成

二
十

年
一
月
十
七

日

F生
労
働
大
臣
 
舛
添
 
要
―

特
定

健
康
診
査
及
び
特
定
保

ll
ll
指
導
の
実
施
に
関
す
る
基
準
第

16
条
第

1項
の
規
定
に
基
づ

き
l●
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に

r・
3す

る
基
準

(平
成

19
年
厚
生
労
働

省
令

帯
15
7号

。
以
下

嘆
施
基
準
」

と
い

う
。
)第

16
条

第
1項

の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
特
定
は
康
診
整

(高
怖
者

の
医
最

の
Fr
保

に
関
す
る

法
律

(昭
和

57
年
法
律
第
80
号
。
以
下

「
法
Jと

い
う
ち
)第

18
条

第
1項

に
規
定
す

島T
[膚
霞珍
菫墓
ピ l

il
挙

[『
じ :

に
3療
億 亀
露I

高
名[

翁
[学

:慕
[凛

健
l貰

導
を

い
う
。

以
下

同
じ
。
)の

実
担

を
委

託
す

る
ナ =合

に
あ

っ
て

は
、

第
2に

掲
げ

る
基

iF
を

満
た

す
者

と
す

る
、

第
1 

特
定

健
康

診
査

の
外

部
委

託
に

関
す

る
基

準

1 
人

員
に

間
す

る
基

準
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.

(1
)特

定
健

1で
診

査
を

io
‐
切

に
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
医

師
、

看
護

師
等

が
貨

的
及

び
量

的
に

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

〈2
)常

鋤
の

管
理

者
(■

定
健
1砂

査
を

実
tL
iす

る
施

設
に

お
い

て
、

特
定

健
康

診
査

に
係

る
業

務
に

付
lJ
tす

る
事

務
の

管
理

を
行

う
な

を
い

う
。

以
下

こ
の

(2

)に
お

い
て
同

じ
。
)が

置
か
れ

て
ぃ

る
こ

と
。

た
だ

し
、

事
務

の
管
理

上
支

障
が

な
い
場

合
は
、

当
該

常
動
の
管
理
者

は
、
特

定
健
康

診
査

を
実
施
す

る
施

設
の
他

の
職
t務

に
従

事
し
、

又
は
同
一

の
敗
地

内
に
あ

る
他

の
事
業
所

、
施
設

等
に
お

け
る

Ii
l務

に
従

Ч
`す

る
こ

と
が

で
き
る

も
の

と
す

る
。

2 
地
設

、
設

備
等
に

FF
3す

る
基

41
1

(1
)特

定
鰺
康
診

査
を
適
切

に
実
施

す
る
た
め
に
必

要
な
施

設
及

び
設

備
等

を
有

し
て
い

る
こ

と
。

(2
)検

=や
診
察
を
行

う
際
に
、
受
診
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
十
分
に
保
護
さ
れ

る
施
設
及
び
設
備
等
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(3
)救

急
時
に
お
け
る
応
急
処
置
の
た
め
の
体
制
が
整
っ
て
い
る
こ
と
Ъ

(4
)健

康
増
進
法

(平
成

14
年
法
律
第

10
3号

)第
25
条

に
規
定
す
る
受
動
喫
煙

の
防
止
措
置
が
薔 ‖

じ
ら
れ

て
い

る
こ
と

(医
療
機

関
に
お

い
て

は
、
患
者

の
特

性
に
配

蔭
す

る
こ
と
。

)。

3 
掃
度

管
理
に
関
す
る
基
準

(1
)特

定
健
康
診
査

の
項

目
に
つ

い
て
内
部
精
度
管
理

(特
定
健
康
診

査
を
行

う
者

が
自
ら
行

う
精
度

管
理

(特
定
確
康
診
査

の
精
度

を
適

正
に
保
つ

こ
と
を
い

う
。

以
下
同

じ
。
)を

ぃ
う
。

)ヵ
`定

期
的

に
行

わ
れ

、
検

査
値

の
精
度

が
保

証
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

(2
)外

部
精
度
管
理

(特
定
健
康
診

査
を
行

う
者
以

外
の
者

が
行

う
精
度
管
理

を
い

う
。
)を

定
期
的

に
受

け
、
検
査

値
の
精
度
が
保

証
さ
れ

て
い
る

こ
と
。

(3
)特

定
健
康
診
査
の
精
度
管
理

上
の
問
題
点
が

あ
っ
た
場

合
に
、
適
切

な
対
応

策
が
研

じ
ら
れ

る
よ

う
必
要

な
体

制
が
整
備

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

(4
)実

施
基
準
第

1条
第

1項
各

号
に
掲

げ
る
項

目
の

う
ち
、
検

査
の
全
部

又
は

一
部

を
外
部

に
再
委
託
す

る
場

合
に
は
、
再
委
託

を
受

け
た
事
業
者

に
お

い
て

(1
)か

ら
(3
)ま

で
の
措

置
が
講

じ
ら
れ

る
よ

う
適
切

な
管
理

を
行

う
こ
と

:

4 
特

定
健
康
診
査

の
結
果

等
の
情
報

の
取
扱

い
に
関
す

る
基

準
(1
)特

定
健
康
診
査

に
関
す

る
記
録

を
電
磁
的
方
法

(電
子

的
方
式

、
磁

気
的
方

式
そ

の
他
人

の
知
常

に
よ
っ
て
は
認
絞
す

る
こ

と
が

で
き
な
い
方
式

を
い

ぅ
。

以
下

同
じ
。
)に

よ
り
作
成

し
、
保

険
者

に
対

し
て

当
該

記
録

を
安

全
か
つ
速

や
か

に
提

出
す

る
こ

と
。

(2
)特

定
健
康
診
査
の
結
果

の
受

診
竜
へ

の
通
知

に
関

し
て
は
、

当
該
受
診
者

に

や
け
る
特
定
」 _

t康
診

査
の
結
果

の
経
年
管
理

に
資
す

る
形

式
に

よ
り
行

わ
れ

る
よ

う
に
す

る
こ
と
。

〈3
)特

定
腱
康

診
査
に
関
す

る
記
録

の
保
存
及

び
管
理

が
適

切
に
な

さ
れ

て
い

る
こ
と
。

(4
)法

第
30
条

に
規
定
す

る
秘
密
保

持
義
務

を
避
守

す
る

こ
と
。

(5
)個

人
|″
報

の
保
護

に
関
す

る
法
律

(平
成

15
年

法
律
第

57
号
)及

び
こ
れ

に
基
づ

く
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
奪
を
連

守
す

る
こ
と
` 
  
  
  
  
  
  
^

(6
)保

険
者
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(7)特定健康診査の結果の分析等を行 うため、保険者の委託を受けて

特定健康診査の結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等
に当たり必要とされる情報の範囲に限つて提供するとともに、提供

に当たっては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の

付与等により、当該個人情報を匿名イヒすること。
5 運営等に関する基準

(1)特定健康診査の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜

間に特定健康診査を実施するなど、受診者の利便性に配慮し、特定
健康診査の受診率を上げるよう取り組むこと。

(2)保険者の求めに応じ、保険者が特定健康診査の実施状況を確認す
る上で必要な資料の提出等を速やかに行うこと。

(3)特定健康診査の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により

、当該実施者の資質の向上に努めること。
(4)特定健康診査を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤

を有すること。                 
｀

(5)保険者から受話した業務の一部を再委託する場合には、保険者と
の委託契約に、再委託先との契約においてこの昔示で定める基準に

掲げる事項を遵守することを明記すること。

ミ     `6)運 営についての重要事項として次に掲lする事項を記した規程を定

め、当骸規程の概要を、保険者及び特定健康診査の受診者が容易に

確認できる方法 (ホームベージ
=で

の掲載等)に より、幅広く周知

すること。

ア 事業の目的及び運営の方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容

ウ 特定健康診査の実施 日及び実施時間
工 特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額
オ 事業の実施地域

力 緊急時における対応
キ その他運営に関する重要事項

(7)特定健康診査の実施者に身分をFIEす る書類を携行させ、特定健康

診査の受診者等から求められたときは、これを提示すること。

(8)特定健康診査の実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な

管理を行うとともに、特定健康診査を行う施設の設備及び備品等に

っいて衛生的な管理を行 うこと。
(9)虚偽又は誇大な広告を行わないこと。

第 2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は

運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者 (平

成20年厚生労働省告示第10号。以下「実践的指導実施者基準Jと い

う。)第 1に規定する食生活の改善指導に関する専F]的知識及び技

術を有すると認められる者により提供されること。また、食生活に

関する実践的指導を自ら提供する場合には、管理栄養士その他の食

生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる

者を必要数確保していることが望ましいこと。
(6)動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援

対象者又|ま積極的支援対象者に対する運動に関する実践的指導は、

医師、保健師、管理栄養士又は実践的指導実施者基準第 2に規定す

る運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者に

より提供されること。また、運動に関する実践的指導を自ら提供す

る場合には、運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認め

られる者を必要数確保していることが望ましいこと。
(7)動機付け支援又は積極的支援のプログラムの内容に応じて、事業
の再委託先や他の健康増進施設等と必要な連携を図ること。

(8)特定保健指導実施者 (実施基準第 7条第 1項第 2号の規定に基づ

樹      書、動機付|,支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に係

る動機付けに関する支援を行う者又は実施基準第 8条第 1項第 2号
の規定に基づき、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のため
の取組に資する働きかけを相当な期間継続して行 う者をいう。以下
.同

じ。)は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看

護協会、日本栄養士会奪が実施する一定の研修を修了していること

が望まし|ヽ こと。

(9)特 定保健指導の対象者が治療中の場合には、(4)に 規定する統括
的な責任を持つ者が必要に応して当該対象者の主治医と連携を図る
こと。

2 施設、設備等に関する基準

(1)特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有
していること。

(2)個〕l支援を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護される

施設及び設備等が確保されていること。

(3)運動に関する実践的指導を行 う場合には、救急時における応急処

置のための体制が整つていること。

(10)特定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応する
ために、苦情を受け付けるための窓日を設置する等の必要な措置を

講じるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を

記録すること。                 ‐

(H)従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。

第2 特定保健指導の外部委託に関する基準

1 人員に関する基準

(1)特定保健指導の業務を統括する者 (特定保健指導を実施する施設
において、動機付け支援 (実施基準第 7条第 1項に規定する動機付

け支援をいう。以下同じ。)及び積極自0支援 (実施基準第 8条第 1

項に規定する積極的支援をい う。以下同じ。〉の実施その他の特定

保健指導に係る業務全般を統括管理する者をいい、以下 f統括者」

という。)が、常勤の医師、保健師又は管理栄養士であること:

(2)常勤の管理者 (特定保健指導を実施する施設において、特定保健

指導に係る業務に付随する事務の管理を行 う者をいう。以下この(2

)において同じ。)が置かれていること。ただし、事務の管理上支

障がない場合は、当該常動の管理者は、特定保健指導を行う施設の

他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等に

おける職務に従事することができるものとする。

(3)動機付け支援文は積極的支援において、初回の面接、特定保健指

導の対象者の行動目標及び行動計画の作成並びに当該行動計画の実

績評価 (行動計画の策定の日から6月 以上経過後に行う評価をいう

。)を行う者は、医師、保健師又は管理栄養士でぁること。
(4)積極的支援において、積極的支援対象者 (実施基準第 8条第 2項
に規定する積極的支援対象者をいう。以下同じ。)こ とに、特定保

健指導支援計画の実施 (特定保健指導の対象者の特定保健指導支援
計画の作成、特定保健指導の対象者の生活習慣や行動の変化の状況
の把握及びその評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計画の

変更等を行 うことをいう。)について統括的な責任を持つ医師、保
健師又は管理栄養士が決められていること。

(5)動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援

対象者 (実施基準第7条第 2項に規定する動機付け支援対象者をい

う。以下同じ。)又 は積極的支援対象者に対する食生活に関する実

践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は特定健康診査及び特定

保健指導の実施に関する基準第 7条第 1項第 2号及び第 8条第 1項

(4)健康増進法第25条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられてい

ること (医療機関においては、患者の特性に配慮すること。)。

3 特定保健指導の内容に関する基準
‐(1)特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第 7条第 1項

及び第 8条第 1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指

導の実施方法 (平成20年厚生労働省告示第9号)に準拠したもので

あり、科学的根拠に基づくとともに、特定保健指導の対象者の特性

並びに地域及び職域の特性を考慮したものであること。

(2)具体的な動機付け支援又は積極的支援のプログラム (支援のため

の材料、学習教材等を含む。)は、保険者に提示され、保険者の了

解が得られたものであること。

(3)最新の知見及び情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を

用いるよう取り組むこと。        
｀

(4)個別支援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライバシーが

十分に保護される場所で行われること。

(5)委託契約の期間中に、特定保健指導を行つた対象者から当該特定

保健指導の内容について相談があらた場合は、相談に応じること。

(6)特定保健指導の対象者のうち特定保健指導を受けなかつた者又は

特定保健指導を中断した者に対しては、特定保健指導の対象者本人
の意思に基づいた適切かつ積極的な対応を図ること。

4 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準

(1)特定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成し、保険者に

対して当該記録を安全かつ速やかに提出すること。

(2)保険者の委託を受けて、特定保健指導に用いた詳細な質問票、ア

セスメント、具体的な指導の内容、フォローの状況等を保存する場

、合には、これらを適切に保存し、管理すること。

(3)法第30条に規定する秘密保持義務を遵守すること。

(4)個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイ ドライン等を

遵守すること。              ″

(5)保険者の委託を受けて特定保健指導の結果を保存する場合には、
医療情報の安全管理 (組織的、物理的、技術的、人的な安全対策等

)を徹底すること。    ‐

(6)イ ンターネットを利用した支援を行 う場合にl■ 、医療情報の安全

管理 (組織的、物理的、技術的、人的な安全対策等)ふ徹底 し、次
に掲げる措置等を講じることによりt外部への情報漏洩、不正アク



『
０

セス、コンピュータ・ ウイルスの侵入等を防止すること。
ア 秘匿性の確保のための適切な暗号化、通信の起点及び終点の識

別のための認証並びにリモニ トログイン制限機能により安全管理
を行 うこと。 ｀

イ インターネット上で特定保健指導の対象者が大手できる情報の

性質に応 じて、パスヮー ドを複数設けること (例 えば、特定健康
診査の結果 (労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号〉その他の法
令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を含む。こ
の (6)に おいて同じ。)のデータを含まないベージにアクセスす

|る 場合には英数字のパスワー ドとし、特定健康診査の結果のデニ

タを含むページにアクセスする場合には本人にしか知り得ない質
Fp5形式のパスワー ドとすること等)。

ウ インターネット上で特定健康診査の結果のデ
=夕

を入手できる
サービスを受けることについては、必ず本人の同意を得ること。

工 本人の同意を得られない場合における特定健康診査の結果のデ
ータは、インターネット上で特定健康診査の結果のデータを入手
できるサービスを受ける者の特定健康診査の結果のデータとは別
の場所に保存することとし、外部から物理的にアクセスできない

ようにすること。

(7)特定保健指導の結果の分析等を行 うため、保険者の委話を受けて
特定保健指導の結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等
に当たり必要とされる情報の範囲に限って提供するとともに、提供
に当たっては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の

付与等により、当該個人情報を匿名化すること。
5 運営等に関する基準

(1)特定保健指導の利用が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜
間|こ 特定保健指導を実施するなど、利用者の利便性に配慮し、特定
保健指導の実施率を上げるよう取 り組むこと。

(2)保険者の求めに応じ、保険なが特定保健指導の実施状況を確認す
る上で必要な資料の提出等を速やかに行うこと。

(3)特定保健指導を行 う際に、商品等の勧誘、販売等を行わないこと

。また、特定保健指導を行 う地位を利用した不当な推奨(販売 (商

品等を特定保健指導の対象者の誤解を招く方法で勧めること等)等
を行わないこと。

(4)特定保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、

ウ 保険者 へ の特定保健指導の結果報告等 に当たつては、再委託 し

た分 も含 めて一括 して行 うこ と。
工 再委託先及 び再委託す る業務 の内容 を(7)に 規定 す る規程 に明

記するとともに、(7)に 規定する規程の概要にも明記すること。
オ 再委託先に対する必要かつ適切な監督を行 うとともに、保険者
に対 し、再委託する業務の責任を負うこと。

当該実施者の資質の向上に努めること。
(5)特定保健指導を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤
を有すること。

(6)保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者と
の委託契約に、再委託先との契約においてこの告示で定める基準に
掲げる事項を遵守することを明記すること。

(7)運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定
め、当該規程の概要を、保険者及び特定保健指導の利用者が蓉易に
確認できる方法 (ホ ームページ上での掲載等)により、幅広く周知
すること。

ア 事業の目的及び運営の方針
イ 統括者の氏名及び職種
ウ 従業者の職種、員数及び職務の内容
工 特定保健指導の実施日及び実施時間
オ 特定保健指導の内容及び価格その他の費用の額
力 事業の実施地域
キ 緊急時における対応
ク その他運営に関する重要事項  _

(8)特定保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、特定保健指
導の利用者等から求められたときは、これを提示すること、

(9)特定保饉指導実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管
理を行 うとともに、特定保健指導を行う施設の設備及び備品等につ
いて衛生的な管理を行うこと。

(10)虚偽又は誇大な広告を行わないこと。

(11)特定保健指導の利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応する
ために、普情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を
講じるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を
記録すること。

(12)従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。
(13)保険者から受話した業務の一部を再委託する場合にはヽ以下の

事項を連守すること。
ア 委託を受けた業務の全部又は主たる部分を再委託 してはならな
いこと。

イ 保険者との委託契約に、再委託先とあ契約においてこの告示で
定める基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。
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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第17条の規定に基づき厚生労働大臣が定め

る特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 (平成19年厚生労働省令第 157号。以下「実施

基準」という。)第 17条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施

に係る施設t運営、記録の保存等に関する基準は、特定健康診査 (高齢者の医療の確保に関する法律

(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第 18条第 1項に規定する特定健康診査をいう:以下同

(4)健康増進法 (平成14年法律第103号 )第 25条 に規定する受動喫煙の防止措置が講じられてい

ること。

3 精度管理に関する基準

(1)特定健康診査の項目にもぃて内部精度管理 (特定健康診査を行う者が自ら行 う精度管理 (特

定健康診査の精度を適正に保つことをいぅ。以下同じ。)をいう。)が定期的に行われ、検査

値の精度が保証されていること。

(2)外部精度管理 (特定健康診査を行う者以外の者が行う精度管理をいう。)を定期的に受け、

検査値の精度が保証されていること。

(3)特定健康診査の精度管理上のF.3題 点があらだ場合に、適切な対応策が講じられるよう必要な

体制が整備されていること。

(4)実施基準第 1条第 1項各号に掲げる項目のうち、検査の全部又は一部を外部に委託する場合

には、委託を受けた事業者において (1)か ら(3)までの措置が講じられるよう適切な管理を行う

こと。     |
4 特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準

(1)特 定健康診弯に関する記録を電砕的方法 (電子的方式、確気的方式その他人の知覚によつて

は認識することができない方式をい う。以下同じ。)に より作成すること。
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じ。)の実施については、第1に掲げる基準とし、特定保健指導 (同項に規定する特定保健指導をい                     (2)特 定健康診査の結果の受診者への通知に関しては、当該受診者における特定健康診査め結果

う。以下同じb)の実施については、第2に掲げる基準とする。                                       の経年管理に資する形式により行われるようにすることぎ

第1 特定健康診査の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準                        、        (3)特 定健康診査に関する記録の保存及び管理が適切になされていること。_

1 人員に関する基準 、                                                      (4)法 第30条に規定する秘密保持義務を連守すること。      '
(1)特 定健康診査を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に確保されてい                     (5)個 人情報の保護にB‐aする法律 (平成15年■律第57号)及びこれに基づくガイ ドライン等を遵

ること。                                                           守すること。

(2)常 動の管理者 (特 定健康診査を実施する施設において、特定健康診査に係る業務に付随する                     〈6)特定健康診査の結果を保存する場合には、医療情報の安全管翠 (組織的、物理的、技術的、

事務の管理を行う者をいう。以下この (2)に おいて同じ。)が置かれていること。ただし、事                  ′   人的な安全対策等)を徹底すること。

務の管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定健康診査を実施する施設の他の職務                  i  (7)特 定健康診査の結果の分析等を行 うため、特定健康診査の結果に係る情報を外部に提供する

に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事することができる                      場合には、,分析等に当たり必要とされる情報の範囲に限つて提供するとともに、提供に当たっ

ものとする。                                                           ては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等により、当該個人情報を匿名

2 =設、設備等に関する基準       ,                                             化すること。                .
(1)特 定健康診査を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること:                          5 運営等に関する基準                                 `
(2)検査や診察を行う際に、受診者のプライパシーが十分に保護される施設及び設備等が確保さ                     (1)特 定健康診査の受診が容易になるよう、上日若しくは机日又は夜間に特定健康診査を実施す

れていること。                                                          るなど、受診者の利便性に配慮し、特定健康診査の受診率を上げるよう取り組むこと。

(3)救急時における応急処置のための体制が整っていること。              _                     (2)特 定健康診査の実施者に必要な研修を定期的に行 うこと等により、当該実施者の資質の向上

-2-

81



に努めること。                  :
(3)特 定健康診査を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。

(4)業務の一部を委詫する場合には、委託先との契約に、この告示,定める基準に掲げる事項を

遵守することを明記すること。

(5)運 営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の概要を、特

定健康診査の受診者が容易に確認できる方法 (ホ ームページ上での掲載等)に より、幅広く周

知すること。

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容

ウ 特定健康診査の実施日及び実施時間                        _
工 特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額

オ 事業の実施地域

力 緊急時における対応

キ その他運営に関する重要事項

(6)特 定健康診査の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健康診査の受診者等から求めら

れたときは、これを提示すること。

(7)特 定健康診査の実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、特定

健康診奪を行う施設の設備及び備品等にっいて衛生的な管理を行うこと。

(8)虚偽又は誇大な広告を行わないこと。

(9)特 定健康診査の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講|る ととも年、音情を受け付けた場合には、当該苦情

の内容等を記録すること。

(19)従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。

第2 特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準

1 人員に関する基準

(1'特 定保健指導の業務を統括する者 (特定保健指導を実施する施設において、動機付け支援 (

実施基準第7条第1項に規定する動機付け支援をいう。以下同じ。)及び積極的支援 (実施基

準第8条第1項に規定する積極的支援をいう。以下同じ。)の実施その他の特定保健指導に係
' る業務全般を統括管理する者をいい、以下「統括者」という。)が、常勤の医師、保健師又は

管理栄養士であること。

(2)常 勤の管理者 (特定保健指導を実施する施設において、特定保健指導に係る業務に付随する

.事務の管理を行う者をいう。以下この(2)に おいて同じ。)が置かれていること。ただし、事

務の管理上支nliが ない場合は、当該常勤の管理者は、特定保健指導を行う施設の他の職務に従

事しヽ 又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事することができるもの

とする。

(3)動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象者の行動目標及び
´
行動計画の作成並びに当該行動計画の実績評価 (行 動計画の策定の日から6月 以上経過後に行

,評価をいう。)を行う者は、医師、保健師又は管理栄養士であること。

(4)積極的支援において、積極的支援対象者 (実施基準第8条第2項に規定する積極的支援対象

者をいう。以下同じ。)ご とに、特定保健指導支援計画の実施 (特定保健指導の対象者の特定

保健指導支援計画の作成、特定保健指導の対象者の生活習慣や行動の変化の状況の把握及びそ

の評価、当該評価に基づいた特定保健指導支援計画の変更等を行うことをいう。)について統

括的な責任を持つ医師、保健師又は管理栄養士が決められていること。

(5)動機付け末援又iす積極的支援のプログラムあうち、動機付け支援対象者 (実施基準第7条第

2項に規定する動機付け支援対象者をいう。然下同じ。)又は積極的支援対象者に対する食生

活に関する実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士又は特定健康診査及び特定保健指導の実

施に関する基準第7条第■項第2号及む第8条第1項第 2号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者 (平

成20年厚生労働省告示第10号。以下 「実践的指導実施者基準」という。)第 1に規定する食生

活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供されること。ま

た、食生活に関する実践的指導を自ら提供する場合には、管理栄養士その他の食生活の改善指

導に関する専F5的知識及び技術を有すると認められる者を必要数確保 していることが望ましい

こと。

(6)動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又は積極的支援対象

者に対する運動に関する実践的指導■、医師、保健師、管理栄養士又は実践的指導実施者基準

第2に規定する運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供され

ること。また、運動に関する実践的指導を自ら提供する場合には、運動指導に関する専門的知

識及び技術を有すると認められる者を必要数確保していることが望ましぃこと。      .
(7)動機付け支援又は積極的支援のプログラムの内容に応 じて、事業の委託先や他の健康増進施

設等と必要な連携を図ること。

(8)特 定保健指導実施者 (実施基準第 7条第 1項第 2号 の規定に基づき、動機付け支援対象者に

対し、生活習慣の改善のための取組に係る動機付けに関する支援を行 う者又は実施基準第8条

第 1項第 2号の規定に基づき、積極的支援対象者に対し、生活習慣の改善のための取組に資す

る働きかけを相当な期間継続して行 う者をいう。以下同じ。)は、国、地方公共団体、保険者
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、日本医師会、日本看護協会、 日本栄養士会等が実施する一定の研修を修了していることが望

ましい■と。                    '
(9)特 定保健指導の対象者が治療申の場合には、 (4)に 規定する統括的な責任を持つ者が必要に

応 じて当該対象者の主治医と連携を図ること。

2 施設、設備等に関する基準                      ヽ

(1)特 定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること。

(2)個 別支援を行う際に、対象者のプライパシーが十分に保護される施設及び設備等が確保され

ていること。      |
(3)運動に関する実践的指導を行 う場合には、救急時における応急処置のための体制が整ってい

ること。

(め 健康増進法第25条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられていること。

3 特定保健指導の内容に関する基準

(1)特 定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第 7条第 1項及び第 8条第 1項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法 (平成20年厚生労働省告示第9号)に準

拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、特定保健指導の対象者の特性ェびに地域及

び職域の特性を考慮したものであること。

(2)最新の知見及び情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いるよう取り組むこと。

(3)個別支援を行う場合は、特定保健指導の対象者のプライバシーが十分に保護される場所で行

われること。                    ′

(4)特 定保健指導を実施する年度中に、特定保健指導を行った対象者から当該特定保健指導の内

容について相談があった場合は、相談に応 じること。

(5)特 定保健指導の対象者のうち特定保健指導を受けなかつた者又は特定保健指導を中断した者

に対しては、特定栞健指導の対象者本人の意思に基づいた適切かつ積極的な対応を図ること。

4 特定保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準

(1)特 定保健指導に関する記録を電磁的方法により作成すること。

(2)特定保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導の内容、フォローの状況

等を保存する場合には、これらを適切に保存し、管理すること。

(3)法第30条 に規定する秘密保持義務を遵守すること。

(4)個 人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイ ドライン等を遵守すること。  ,

(5)特定保健指導の結果を保存する場合には、医療情報の安全管理 (組織的、物理的、技術的、

人的な安全対策等)を徹底すること。

(6)ィ ンターネットを利用した支援を行 う場合には、医療情報の安全管理 (組織的、物理的、技
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術的、人的な安全対策等)を徹底し、次に掲げる措置等を講じることにより、外部への情報漏

洩、不正アクセス、コンピュータ・ウイルスの侵入等を防止すること。

ア 秘匿性の確保のための適切な暗号化、通信の起点及び終点の識別1のための認証並びにリモ

ー トログイン制限機能により安全管理を行うこと。

イ インターネット上で特定保健指導の対象者が入手できる情報の性質に応して、パスヮード

を複数設けること (例 えば、特定健康診奪の結果 (労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号 )

その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を含む。以下この(6)にお

いて同じ。)のデータを含まないペニジにアクセスする場合には英数字のパスワードとし、

特定健康診査の結果のデータを含むベージにアクセ率する場合には本人にしか知り得ない質

問形式のパスワー ドとすること等)。   ヽ

ウ インタニネット上で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受けることにつ

いては、必ず本人の同意を得ること。

工 本人の同意を得られない場合における特定健康診査の結果のデータは、ィンターネット上

で特定健康診査の結果のデータを入手できるサービスを受ける者の特定健康診査の結果のデ

ータとは別の場所に保存することと、し、外部から物理的にアクセスできないようにすること

、(7)特 定保健指導の結果の分析等を行うため、特定保健指導の結果に係る情報を外部に提供する

場合には、分析等に当たり必要とされる情報の範囲に限つて提供するとともに、提供に当たっ

ては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等によヴ、当該個人情報を匿名

化すること。

5 運営等に関する基準

(1)特 定保健指導の型用が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定保健指導を実施す

るなど、利用者の利便性に配慮し、特定保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。

(2)特 定保健指導を行う際に、商品等の勧誘、販売等を行わないこと。また、特定保健指導を行

う地位を利用した不当な推奨、販売 (商品等を特定保健指導の対象者の誤解を招く方法で勧め

ること等)等を行わないこと。                     |
(3)特 定保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の資質の向上に

努めること。

(4)特 定保健指導を適切かつ攣続的にネ施するこ|が できる財務基盤を有すること。

(5)業務の一部を委託する場合には、委託先との契約に、この告示で定める基準に掲げる事項を

遵守することを明記すること。

(o),運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の概要を、特

- 12
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定保撻指導の利用者が容易に確認できる方法 (ホ ームペァジ上での掲載等)に より、幅広く周

知すること。

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 統括者の氏名及び職種

ウ 従業者の職種、員数及び職務の内容

工 特定保健指導の実施 日及び実施時間

オ 特定保健指導の内容及び価格その他の費用の額

力 事業の実施地域               1
キ 緊急時における対応

ク その他運営に関する重要事項

(7)特定保健指導実施者に身分を証する書類を携行さす、特定保健指導の利用者等から求められ

たときは、これを提示すること。

(8)特定保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、特定保

健指羊を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこと。    ,
(9)虚偽又は誇大な広告を行わないこと。

(10)特定保健指導の利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、

情の内容等を記録すること。

(11)従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。

苦情を受け付けた場合には、当該苦

- 14
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2編健診 別添

健診結果とその他必要な情報の提供 (フ ィードバック)

文例集 【案】

【利用上の留意事項】                     ,1
0健診受診者に対して健診結果を通知する際、情報提供いただきたい内容を文例で
示しました。医療機関への受診勧奨や生活習慣の改善指導などに活用ください。

○必要に応じて、適宣改変して使用してください。

〇フィードバックに当たっては、各検査項目の経年変化を確認し、悪化傾向なのか、
改善傾向なのかといつたことを踏まえた対応をすることが大切です。

○この文例集では、血圧。脂質・血糖などのリスクをそれぞれ個別に説明していま
すが、複数の項目に問題がある場合等は、対象者に対する注意喚起がいっそう重
要になりますので、注意してください。                 i

【作成】

○血圧高値・1旨質異常・血糖高値                      ヽ

平成 24年度厚生労働科学研究費補助全 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究

事業「特定健診・保健指導における地域診断と保健指導実施効果の包括的な評価および今

後の適切な制度運営に向けた課題克服に関する研究」

(研究代表者:今井博久 国立保健医療科学院統括研究官)

○喫煙

平成23年度厚生労働科学研究費補助金 第3次対がん総合戦略研究事業「発がんリスクの

低減に資する効果的な禁煙推進のための環境整備と支援方策の開発ならびに普及のための

制度化に関する研究」

(研究代表者 中村正和 大阪がん循環器病予防センター予防推進部長)

○尿蛋白・血清クレアチニン

平成 24年度厚生労働科学研究費補助金 腎疾患対策研究事業「CKD進展予防のための

特定健診と特定保健指導のあり方IF関 する研究」          ‐

(研究代表者 :木村健二郎 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科教授)



血圧高値に関するフィー

【健診判定と対応の分類】

ドバック文例集 (案 )

【対象者人の説明文例】

①の場合 (肥満者・非肥満者)

収縮期血圧≧160mmHg又 は拡張期血圧≧1 00rllmHg             ・

今回、血圧が非常に高くなっていました。望まL/い血圧レベル (収縮期血圧 120 mmHg未
満かつ拡張期血圧 80mmHg未満)の人と比べて、約5倍、脳卒中や心臓病にかかりやすいこ

とがわかっています。

この健診結果を持って、至急かかりつけの医療機関を受診してください。

②の場合 (肥満者リト肥満者)

140mmHg≦収縮期血圧<相臨mHg又は 90mmHg≦ 拡張期血圧<1∞mmHg
今回の血圧値から高血圧が疑われます。この状態が続くと、望ましい血圧レベル (収縮期血圧

120 mmHg未満かつ拡張期血圧 80mmHg未満)の人と比べて、約3倍、脳卒中やIい臓病に

かかりやすいことがわかっています。

血圧を下げるためには、減量 (太っている人や以前より体重が増えた人)、 通度な運動、禁煙、

お酒を減らす、減塩、野菜を多くして果物も適度に食べるなど、生活習慣の改善が必要です。ご

自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法と、特定保健指導を活用する方法の2通りがあります。

これらを実行した上で、lヶ月から3ヶ月後にかかりつけの医療機関で再検査を受けてください。

ただし、もしあなたが糖尿病、慢性腎臓病、心血管病 (心臓や血管の病気)をもつている場合

や、他のリスク
楽を3つ以上もってしヽる場合には、この血圧の状態が続くと脳卒中やb筋梗塞を

起こすリネクが高いと言えますので、至急かかりつけの医療機関を受診して<ださい。

※「他のリスク」とは、以下の心血管病の危険因子を指します。

□ 高齢 (65歳以上)

喫煙

l旨質異常症 (HDLく40、■dL、 LDL≧ 140mg/dL、 TG≧ 150mg4/dL)

肥満 (BMI≧ 25)(特に腹部IE満 )

メタポリックシンドローム

若年 (50歳未満)発症の心血管病の家族歴

□

□

□

□

□

③の場合 く肥満者)

130mmHg≦ 収縮期血圧<140mmHg又 は85mmHg≦ 拡張期血圧く90mmHg

今回の血圧値は、正常範囲内ですがその中¬ま高いです。この状態が続くと、望ましい血圧レ

ベル (収縮期血圧 120 mmHg未満かつ拡張期血圧 80mmHg未満)の人と比べて、約 1.5～

2倍、脳卒中や心臓病にかかりやすいことが1つかっています。

血圧を下げるためには、減量、禁煙、お酒を減らす、減塩、野菜を多くして果物も適度に食べ

るなど、生活習慣の改善が饉要となります。

特定保健指導の対象となった方にはご案内を同封しておりますので、ぜひ活用してくださし`。

31き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

④の場合 (非肥満者)

130mmHg≦収縮期血E<1411mmHg又は 85mmHg≦ 拡張期血圧<90mmHg
今回の血圧値は、正常範囲内ですがその中では高いです。この状態が続くと、望ましい血圧レ

ベル (収縮期血圧 120m面Hg未満かつ拡張期血圧 80mmHg未満)の人と比べて、約15～
2倍、脳卒中や′b臓病にかかりやすいことがわかってしヽます。

血圧を下|プるためには、減量 (以前より体重が増えた人)、 適度な運動、禁煙、お酒を減らす、
減塩、野菜を多くして果物も適慮に食べるなど、生活習慣の改善が必要です。

31き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

⑤の場合 (肥満者・非肥満者)

収縮期血圧<13昴mHgかっ拡張期血圧<85mmHg
今回の健診では、血EI値に異常はありませんでした。

引き続きご自身の自体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

<参考文献>
1 0kayama^Kadowa鳴 ■ Okttura■ Hayakawa■ u.8陥 HiThe NPPON DATA30 Res● ム品 GI割

「
Ag_。 昴 c ttct3 0f

S… lC and dastolc bloOu press田 on mo画● due to c■loVascuLr dsea30 0mOng」apanie menス NPPON DATA80)J
HylertOns 24(3)45"622006

.2 Kokuboヽ
Kan日●K Okamunt watanabe v,HigaSh yama A Kawanに h К Okayan,A Ka口Ю V Impact♂ h gh● omJ ЫOod

pressuに on tte nsk d cardovascuar dsgase h a」 apm“ :し饉 n cOh。 仕●oSuL Ⅲ こ 詢pertonsi∝ 5ズ4)15‐ 2008

3 Fu」け。shへ Ohk6o■ Min K Murakami γ Nagasma S工 Ok●run■ Oosttna lt Bお

“

pressurD Categoms a出 onHem
lsk or caH。 颯scuar dsease ac∞ rdhg tO age group● Japanese men and womon Hpertens Ros 3ま 9〉 94795■

"12

健診判定

140mmHg≦ 収縮期血圧く160mmHg

又は9姉mHg≦ 拡張期血圧く1∞mmHg

130mmHg≦ 収縮期血圧く140mmHg

又は

“

mmHg≦拡張期血圧く90mmHg

●
０ 90



脂質異常に関するフィー ドバック文例集 (案 )

【対象者への説明文例】

①の場合 (肥満煮・非田満者)

LDL≧180mg/uL                             、

脂質検査の結果、悪玉コレステロこルが非常に高いことがわかりました。100未満の人と比
べて3～4倍心筋梗塞にかかりやすいことがわかっています。

この健診結果を持って、至急かかりつけの医療機関を受診してください。

TG≧ 1,000mg/dL

血波中の1旨肪がとても多く、このままだと急性膵炎になる危険性があります。

至急かかりつけの医師に相談して、専門の医療機関を紹介してもらいましょう。

②の場合 (肥満者・非肥満者)

1価 g/dL≦ LDLく 180mg/dL

l旨質検査の結果、悪玉コレステロールが高しヽことがわかりました。100未満の人と比べて 15
倍～2倍 lbl筋梗塞になりやすいことがわかっています。

飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪を控え、多価不飽和脂防酸が多い檀物油や魚をとるようにしま

しよう。事にヽ卵などコレステロールの多しヽ食品も控え目にし、禁煙しましょう。3～6ヶ月後

にかかりつけの医療機関で再検査を受けてください。

ただし、もしあなたが糖尿病、慢性腎臓病、心血管病 (lb臓や血管の病気)などをもっている

場合は、勤脈硬化が進行している可能性が高く、いつそぅ心筋梗塞などになりやすい状態と考え
られますので、ぜひ医療機関で再検査を受けてください。

91

ヨ|き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

300mg/dL≦ TGく 1,lDOmg/dL

脂質検査の結果、中性8旨肪が高いことがわかりました。150未満の人と比べて 2倍心臓病に

かかりやすいことがわかっています。

糖分やアルコールを控え、肥満がある人は減量 t/8しょう。精密検査をおこなう必要性が高しヽ

場合もあるので、できれば一度、医療機関を受診することをお勧めします。少なくとも、3～ 6
ケ月後にかかりつけの医療機関で再検査を受けてください。

31き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

③の場合

120mg/dL≦ LDL<140mg/dL

O旨質検査の結果、悪玉コレステロールが境界域 (高い人と正常の人の間)で した。

これ以上高くならないよう飽和脂肪酸が多い動物性の脂防を控え、多価不飽和脂肪酸が多い植

物油や魚をとるようにしましょう。また、卵などコレステロールの多い食品も控え目にしましょ

う。禁煙や滅■も必要です。

特定保健指導の対象となつた方にはご案内を同封しておりますので、ぜひ活用して<ださい。

ただし、もしあなたが糖尿病や胃臓病をもつている場合|よ 勤脈硬イヒが進行している可能性が

高く、1じ筋梗塞になりやすい状態と考えられますので、医療機関での再検査をお勧めします。

引き続きご自身の身体の状態を確認するためにこれからも健診を受診しましょう。

150mg/1L≦TG<300mg/dL

脂質検査の結果、中性脂肪が高いことがわかりました。

ます減量が必要です。糖分やアルコールを控えましょう。

特定保健指導の対象となつた方にはご案内を同封しておりますので、ぜひ活用してください。

引き続きご自身の自体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

HDL<40m,/dL

善玉コレステロールが低くなうています。

ます滅量が必要です:禁煙し、運動不足にならないように体をEllか しましょう。

特定保健指導の対象となつた方にはこ案内を同封しておりますので、ぜひ活用してください。

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

④の場合 〈非肥満者)  ｀

120mg/dL≦ LDL<14hng/dL

脂質検査の結果、悪玉コレステロァルが境界域 (高い人と正常の人の間)で した。

これ以上高くならないよう飽和8旨肪酸が多い動物性の1旨肪を控え、多価不飽和脂肪酸が多い植

物油や魚をとるようにしましょう。また、卵などコレステロールの多い食品も控え日にし 禁煙

しましょう。

ただし もしあなたが糖尿病、慢性腎臓病、心血管病 (心臓や血管の病気)などをもってしヽる一 ・
場合は、勤脈硬化が進行している可能性が高く、1じ筋梗塞などになり,すい状態と考えられます

ので、医療機関でこれらの病気についての検査をお勧めします。

岬 mg/dL≦ LDL<18いノdL

又は300mg/dL≦ TGく 1,000mg/dL

120mg/dL≦ LDLく 140ホg/dt

又は 150mg/dL≦ TCく3∞mノdL

又は HDLく 40mg/dL

LDtく 120hg/dL

かつTCく 150mg/dt

かつHDL≧ 40m」 dL

引き続きご自身の身体の状態を確認するためly2これからも健診を
手

診しましょう。



15Chg/dL≦ TGく300mg/dL

O旨質検査の結果、中性脂肪が高いことがわかりました。

糖分やアルコールを控え、若い時に比べて体目が増えた人は減■しましょう。

31き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

HDLく40mg/dL

善玉コレステロールが低くなっています。

禁煙し 運動不足にならないように体を動かしましょう:

31き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

⑤の場合(肥満者リト肥満者)

今回の健診では、脂質検査値に異常はありませんでした。

31き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。
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血糖高値に関するフィードバック文例集 (案 )

【健診判定と対応の分類】

【対象者への説明文例】

①の場合 (肥満者)

今回の健診では、空腹時血糖は (  )mノdL、 HbAlcは (__)%で した。糖尿病の合併症

を予防するためには、良好な血糖コントロールの状態を維持することが大切ですので引き続き治療

を継続して下さい。

ただし、もしあなたのHbAlcの値が69%以上であった場合は、糖尿病の血糖コントロールが

良好ではない状態ですので、かかりつけの医師とよくこ相談されるか、必要に応じて穂尿病の専F=

治療が受けられる医療機関にご旧談され、治療を継続してください。

また、少しても減量することが大切です。

②の場合 (肥満者り記 満者)

しておらず、日bAl であっ

126mg/dLか つ HbAl つ

今回の健診の
「

lbAlcは (  )%で、

けられる医療機関を受診してください。

今回の健診では、空腹時血糖が

糖尿病であることを示す値です。

精尿病が強く疑われます。至急、糖尿病の専門治療が受

(  )mg/dL、 HbAlcが (  )%であり、これはあなたが

至急、糖尿病の専甲治療が受けられる医療機関を受診し、治療を93



開始 して<ださい。

③の場合 (非肥満者)

今回の健診では、空腹時血糖は (__)mg/dL、 HbAlcは (′  )%で した。糖尿病の合併症

を予防するためには、良好な血精コントロールの状態を維持することが大切ですので引き続き治療

を継続して下さい。

ただし、もしあなたのHbAlcの 値が69%以上であった場合は、糖尿病の血糖コントロールが

良好ではない状態ですので、かかりつけの医師とよ<ご相談されるか、必要に応して糖尿病の専門

治療が受けられる医療機関にc~lB談され、治療を継続してください:

④の場合 (肥満者)

今回の健診では、空腹時血糖は (  )mg/dL、 HbAlcは ( _)%で、糖尿病の血糖コント

□―ルはほぼ良好な状態にあります。かかりつけ医のもとで治療を継続して<ださい。今後も良好

な状態を保つためには、減量が必要です。

⑤の場合 (肥満者)

今回の健診では、空腹時血糖は (__)mg/dL、 HbAlcは (  )%で、糖尿病の可能性も否

定できません。本格的な糖尿病にならないためにも、体重の減量が重要です。特定保健指導のご案

内を同封しております。脱メタボで糖尿病を予防する良い機会ですので、積極的にご活用<ださい。

⑥の場合 (非肥満者)             ―

今回の健診では、空腹時血糖は (  )mg/dL、 HbAlcは (  )%で、糖尿病の血糖コント

□―ルはほぼ良好な状態にあります。かかりつけ医のもとで治療を継続して<ださい。今後も食事、

運動などにも留意され:健康生活を継続してください。

⑦の場合 (非肥満者)

今回の健診では、空腹時血糖は (__)mg/dL、 HbA16は (_二)%で、糖尿病の可能性も否

定できません。本格的な糖尿病にならないためにも、食事・運動療法を始められることをお勧めし

ます。食事や運動療法について不明の点があれば、保健センターでもご相談を受け付けています。

また、今後の方針をたてていくために、プドウ糖負荷試験という精密検査をぜひ受けてください。

この地域では○○病院/医院で予約できます (医療機関のリストを紹介する等)。

③の場合 (非肥満者)

今回の健診では、空腹時血糖は (  )mg/dL、 日bAlcは (  )%で、糖尿病の可能性も否

定できません。本格的な糖尿病にならないためにも、食事・運動療法を始められることをお勧めし

ます
`食

事や運動療法について不明の点があれば、保健センターでもご相談を受け付けています。

もし、あなたが高血圧や脂質異常症など他のリスクを持つていたり、血縁者に糖尿病の人がおられ

たりする場合は、今後の方針をたててぃくために、フトウ糖負荷試験という精密検査を受けること

をお勧めします。この地域では○○病院/医院で予約できます(医療機関のリストを紹介する等)。

さらに、来年度の健診で、経過を確認することが大切です。

今回の健診では、糖尿病の検査に異常はありませんでした。しかし、日巴満状態が続くと糖尿病を

引き起こしますので、少しても減量されることをお勧めします。

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。

①の場合 (非肥満者)                        ・

今回の健診ではt糖尿病の検査に異常はありませんでした。

31き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう:

*「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイトライン2010」、「糖尿病治療ガイド20122013」 準拠

ただ嗽 特定健診の保健指導判定値、受診勧奨判定値と整合性をとった。

⑨の場合 (肥満者)
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喫煙に関するフィードバック文例集 (案 )

※下記の1.と 2.の情報提供を組み合わせて使用してください。

①血圧高値の場合

喫煙されていますが、喫煙と高血圧は日本人が命を落とす二人原因であることがわかっ

ています。喫煙と高血圧が重なると、いずれも該当しない人と比べて、約 4倍、脳卒中や

,い臓病で命を落とす危険が高まります。この健診を機会に禁煙されることをお勧めします。

②脂質異常の場合

喫煙すると、血液中の中性脂肪や悪玉(LDL)コレステロールが増加したり、善玉(HDL)

コレステロールが減少することがわかっています。また、喫煙と脂質異常症が重なると、

動脈硬イヒがさらに進んで、脳梗塞やlb筋梗塞にかかりやす<な ります。この健診を機会に

禁煙されることをお勧めします。

③血穂高値の場合

喫煙すると、血糖値が上昇したり、糖尿病に約 1.4倍かかりやす<なります。その理由

は、1喫煙によって交感神経の緊張が高まつて血糖値があがることと、膵臓から分泌される

インスリンというホルモンの効き具合が悪くなるためです。また、喫煙と糖尿病が重なる

と、喫煙しない場合と比べて、動脈硬イしがさらに進んで、約 15～3倍、脳梗塞やIい筋梗塞

で命を落としやすくなります。さらに、腎臓の機能もより低下しやすいこと力で報告されて

います。この健診を機会に禁煙されることをお勧めします。

④メタボリックシンドロニムの場合

喫煙すると、血液中の中性脂肪や血糖値が増加したり、善玉 (HDL)コ レステロールが

減少するため、メタポリックシンドロームと判定されやすいことがわかっています。また、

喫煙とメタポリックシンドロームが重なると動IFr硬化がさらに進んで、いずれも該当しな

い人と比べて、約4～5倍、脳梗塞や心筋梗塞にかかりやすくなります。この健診を機会に

禁煙されることをお勧めします。

⑤上記いずれもない場合

今回の健診では、血圧値、脂質検査値、血糖値のいずれにおいても異常はありませんで

した。しかし、喫煙を続けていると種々の病気にかかりやす<なるため、現在の良い状態

を維持できなくなつてしまう可能性があります。この健診を機会に禁煙されることをお勧

めします。

に 禁煙のための効果的な解決策め提栗

o直ちに(lヵ月以内)に禁煙しようと考えている場合、または情報提供の結果、禁煙の動機が高

まった場合

禁煙は自力でも可能ですが、禁煙外来や禁煙補助剤を利用すると、二EDチ ン切れの症状

を抑えることができるので比較的楽に、しかも自力に比べて3～4倍禁煙しやす<なること

がわかっています。健康保険の適用基準を満たしている場合、1白 20本のたばこ代に比べ

て 1/3～1/2の安い費用で医療機関での禁煙治療を受けることができます。

Cにうでない場合

現在禁煙しようと考えておられないようですが、今後禁煙の気持ちが高まった時のため
に、次のことを覚えておかれるとよいと思います。それは、禁煙外来や禁煙補助剤を利用
すると、比較的楽に、しかも自力に比べて3～4倍禁煙しやすくなることです。健康保険の

適用基準を満たしている場合、1日 20本のたばこ代に比べて1/ё～1/2の安い費用で医
療機関での禁煙治療を受けることができます。                  .
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尿螢白に関するフィードバック文優集(案 )

※血清クレアチニンを測定していない場合に使用してください。

「CKD」 (慢性腎臓病)とは?

尿蛋白「l性あるいは腎機能低下(糸球体濾過量<60m/min/173m2未 満)が 3ヶ月以上
続く場合をいいます。

※1「肥満等Jとは?

肥満以外に、メタポリックシンドローム、高血圧・糖尿病 月旨質異常症・高尿酸血症(治

療中あるいは治療が必要)、 CKDの家族歴、過去の健診での尿異常の指摘、あるいは
高齢(65歳以上)も危険因子です。これらの危険因子も肥満と同様に取り扱うことが望
ましぃです,これらの危険因子を持つている人を、CKDの高危険群(CKDになりやすい
人、または CKDである可能性の高い人)と言います。

①尿蛋白(十 )以上:陽性の場合
→ 今回の健診では、尿蛋白陽性でした。すぐに医療機関を受診して下さい。

尿蛋白陽性の人は尿蛋白陰性の人に較べて、10(+の場合)～20倍 (2+
以上の場合)末期腎不全により透析治療が必要になりやすいことが分かつてい
ます。しかし、これは腎臓の働きが正常な場合の数値です。腎臓の働きが落ち
てくると、その低下の程度により、その数値は数十倍～数百倍 (■の場合)か
ら数千倍 (2+以上の場8)にもなることが分かってぃます。腎臓の働きは血
清のクレフチニンという物質の濃度を調べることにより分かります。
CKDでは末期腎不全になる危険だけではな<、 1当卒中 狭心症 心筋梗塞とい

つた0血管疾患を発症しやすくなり、そのために死亡する危険も大きくなりま

す。尿蛋白陽性の人は尿蛋白陰性の人にくらべて 2倍 (十の場合)～ 4倍 (2
+以上の場合)心血管疾患により死亡L/●すいことが分かつています。ただし、
これも腎臓の働きが低下してくると、その低下の程度により、その数値は 5倍
(+の場合)から 10倍 (2+以上の場合)程度にもなることが分かつていま

す。

②尿蛋白(± ):弱陽性で、肥満等がある場合
→ 今回の健診では、尿蛋白は(土 ):弱陽性でした。しかしヾ あなたはCKD(慢
性腎麟病)の危険因子をお持ちですから、CKDの高危険群 (CKDになりやす
い人、またはCKDである可能性の高い人)であると言えます。
あなたはます、尿の再検査を行う必要があります。その結果、尿蛋白陽性で

あれば、CKDの可能性が大きいです。必ず、医療機関を受診しましょう。CKD
でない方に比べて、CKDでは 10～20倍、末期腎不全による透析治療が必要
になりやすいことが分かつています。また CヽKDでは2ん3倍、脳卒中・狭心
症 心筋梗塞といつた心血管疾患により死亡しやすいことも分かつています。た

だし、これらの数値は腎臓の働き (血清クレアチエンを測定することにより分
かります)が低下するほど、大きくなります。

再検査により尿蛋白が陰性でも保健指導を積極的に受け、改善することので

きる生活習慣があれば改善するように努めましょう。また、今後も継続して健

診を受けましょう。                       ｀

③尿蛋白〈―):陰性で、肥満等がある場合
→ 今回の健診では、尿蛋白は (― ):陰性でした。しかし、あなたはCKD(慢
性腎臓病)の危険因子をお持ちですですから、CKDの高危険群 (CKDになり
やすい人、またはCKDである可能性の高い人)であると言えます。
保健指導を積極的にうけ、改善できる生活習慣があれば改善するように努め

,

ましょう。また、引き続きご自身の体の状態を確認していくためにも、今後も
継続して健診を受診しましょう。

④尿蛋白(― ):陰性～(± ):弱陽性で、肥満等がない場合
→ 今回の健診では、尿蛋白は (―):陰性または (±):55陽性でした:

あなたの腎臓の状態は、ほぼ問題ないと思われますが、引き続き良い状態を

保つているかどうかを確認するためにも、今後も継続して健診を受けましょう。
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健診判定

(eCFRの 単位:m1/min/1.73m2)

尿蛋白(+)以上

勤
恭
―
―
＝
―
‥
）
琳

③保健指導の

積極的な活用を

尿蛋自及び血着クレアチニンに関するフィードバック文例集 (案 )

※血着クレアチニンを測定している場合に使用してくださし`。

「CKD」 (慢性腎臓病)とは?

尿蛋白陽性あるいは腎機能低下(糸球体遺過量<60 ml/min/173m2未 満)力13ヶ 月以上

続く場合をいいます。

腎臓の働き(糸球体濾遇量、GFR)はどのように評価するのそしょうか?:

血清クレアチニンと年齢および性別から推算糸球体濾過量(eGFR)を 計算します。

正常はおよそ 1∞ m1/min/173m2です。

※1「肥満等」とは?
肥満以外に、メタポリックシンドローム、高血圧・糖尿病・脂質異常症・高尿酸血症(治

療中あるいは治療が必要)、 CKDの家族歴、過去の健診での尿異常の指摘、あるいは

高齢(65歳以上)も危険因子です。これらの危険因子も肥満と同様に取り扱うことが望

ましいです。これらの危険因子を持つている人を、CKDの高危険群(CKDになりやすい

人、またはCKDである可能性の高い人)と言います。

①の場合

‐ 今回の健診の結果、あなたはCKD(慢性腎臓

"が
強く疑われる状態であ

ることが分かりました。すぐに医療機関を受診して下さい。
CKDでは末期腎不全により透析治療が必要になりやすく、脳卒中・狭心症 lじ

筋梗塞といった心血管疾患の発症やそれによる死亡の危険が大きいことが分か

つています。しかし、これらの危険は、適切な治療により軽減することが可能

です。                                 ‐

です。

数値に応じた危険の (eGFrの単位 :m:/min/1.73m2)

1.eGFR≧60で、尿蛋白(+以上):陽性の場合

CKDでない人に比べて(10倍 (尿蛋白+の場合)～20倍 (尿蛋白2+
以上の場合)末期腎不全により透析治療がИ要になりやすいことが分かって
います。また、2倍 (尿軍白+の場合)～ 3倍 (尿蛋白2+以上の場合)心
血管疾患により死亡しやすいことが分かっています。

2.50≦eGFR≦ 59で、尿蛋白(+以上):陽性の場合

CKpでない人に比べて、50倍 (尿蛋白+の場合)～150倍 (尿蛋白2
+以上の場合)末期腎不全により透析治療が必要になりやすいことが分か
つています。また、3倍 (尿蛋白+の場合)～4倍 (尿蛋白2+以上の場
合)心血管疾患により死亡しやすいことが分かつています。

3_eGFR≦ 49で、尿蛋白(― ):陰性～(± )弱陽性の場合

CKDでない人に比べて、50-1,000倍末期腎不全により透析治療が必
要になりやすいことが分かっています。また、3～8倍心血管疾患により
死亡しやすいことが分かっています。

4.eCFR≦ 49で、尿蛋白(十以上):陽性の場合

CKDでない人に比べて、3∞ 倍 (尿蛋白+の場合)～2,000倍 (尿蛋
白2+以上の場合)末期腎不全により透析治療が必要になりやすいことが

分かつています。また、3倍 (尿蛋白+の場合)～ 8倍 (尿蛋白2+以上
の場合)心血管疾患により死亡しやすいことが分かっています。

②の場合
→ 今回の健診の結果、あなたの腎臓の働きは eGFR≧50で尿蛋白も (― ):

陰性ないし (土 ):弱陽性でしたので、末期腎不全や心血管疾患にっぃての危険
は大きくないと思われます。        |
ただし、あなたが40歳未満であるにもかかわらずeGFR<60なのであれば、

医療機関を受診して下さい。慢性の腎臓の病気を否定できないからです。
もしあなたの健診結果がeGFR≧ 60であれ|よ CKD(慢性腎臓病)の可能

性は強くありませんが、あなたはCKDの危険因子をお持ちですですから、CKD
の高危険群 (CKpになりやすい人、すにはCKDである可能性の高い人)であ
ると言えます。

あなたの尿検査の結果が尿蛋白 (± ):弱陽性であれば、もう二度、尿検査を
行う必要があります。その結果、尿蛋白陽性であれば、感ず、医療機関を受診
しましょう。末期腎不全により透析治療が必要になりやすく、脳卒中:狭lb症・

心筋梗塞といった心血管疾患の発症やそれによる死亡の危険が大きいことが分
かつています。これらの危険は、適切な治療により軽減することが可能です。
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値に応じた危険の度合し (eGFRの単位 :m1/mln/1.73m2)

1.eGFR≧ 60で尿蛋白(+以上):陽性の場合

CKDでない人に比べて、10倍 (尿蛋自十の場合)γ20倍 (尿蛋白2+
以上の場合)末期腎不全により透析)台療が必要になりやすいことが分かっ

ています。また、2倍 (尿蛋白+の場合)～ 3倍 (尿蛋白2+以上の場合)
1   心血管疾患により死亡しやすいことが分かってしヽます。

2.50≦eGFR≦59で尿蛋白(+以上):陽性の場合       |
CKDでない人に比べて、50倍 て尿蛋自十の場合)～150倍 (尿蛋白2
+以上の場合)末期腎不全により透析治療が晰要になりやすいことが分か

っています。また、3倍 (尿蛋白十の場合)～4倍 (尿蛋白2+以上の場

合)心血管疾患により死亡しやすいことが分かっています。

また、2回 目の尿検査の結果、尿姜白 (―):陰性であることが分かったとし

ても、あなたはCKDの危険因子をお持ちですから、保健指導を積極的にうけ、
改善できる生活習慣があれば改善するように努めましょう。また、今後も継続

して健診を受診しましょう。

③の場合
→ 今回の健診の結果、あなたはCKD(慢性腎臓病)が強く疑われる状態であ

ることが分かりました。しかし、尿検査では尿蛋白は (ァ):陰性～ (士 ):弱
陽性でしたので、差し迫った危険はないと考えられます。

ただし、もしあなたが40歳未満であれば、医療機関を受診して下さい。慢

性の腎臓の病気を否定することができないためです。         `
もしあなたが4o歳以上であっても、腎臓の働きが軽度低下している可能性

、 がありますから、保健指導を積極的に活用してCKDを悪化させることのないよ
う|ご気をつけましょう。また、引き続きご自身の体の状態を確認していくため
にも、今後も継続して健診を受診しましょう。

④の場合                  ´
→ 今回の健診の結果は、ゎなたがoKD(慢性腎臓病)である可能性はこても

低いと分かりました。

31き続き良い状態を保つているかどうかを確認するためにも、今後も継続し

て健けを受けましょう。
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第3編 保健指導

第 1章 保健指導の基本的考え方

(1)保健指導の目的
糖尿病等の生活習慣病め予備群に対する保健指導の第一の目的は、生活曽債病

に移行させないことである。そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を

理解して体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するた
めの行動目標を設定するとともに、自らが実践できるよう支援し、そのことにょ
り対象者が自分の健康に関するセルフケア (自己管理)ができるようになること
を目的としている。

(2)保健指導とは              
‐

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導とは、対象者の生活を基盤と
し、対象者が自らの生活習慣における課題に気づき、健康的な行動変容の方向性

を自らが導き出せるように支援することである。保健指導の重要な点は、対象者
に必要な行Ell変 容に関する情報を提示し、自己決定できるように支援することで
あり、そのことにようて、対象者が健康的な生活を維持できるよう支援すること
である。                          .

(3)生活習慣改善につなげる保健指導の特徴
生活習慣病は、①自党症状がないまま進行すること、②長年の生活習慣に起因

すること、③疾患審症の予測が可能なことを特徴とすることから、これらを踏ま
えた保健指導を行う必要がある。

すなわち、健診によって生活習慣病の発症リスクを発見し、自覚症状はないが
発症のリスクがあることや、生活習慣の改善によってリスクを少なくすることが
可能であること等をわかりやすく説明するここが特に重要である。しかし、生活
習慣は個人が長年築いてきたものであるので、改善すべき生活習慣に自ら気づく
ことが難しく、また、対象者は、行動変容は難しいことであると認識している場
合が多いことを念頭に置いて、対象者への支援を行う必要がある。

対象者は、保健指導の際の個別面接やグルTプ面接等において、保健指導実施
者やグル‐プメンパニ等と対話をすることにより、客観的に自己の生活習慣を振

り返ることで改善すべき生活習慣を認識できる。その気づきが行動変容のきつか

けとなる。保健指導実施者1ま、それを軸にして、どのような生活習慣を身につけ

ることが必要であるか、また課題や優先順位を対象者と共に考えく実行可能な行

動目標を対象者が自ら立てられるよう支援することが重要である。

対象者がより良い生活習慣に向けだ行動目標に沿って新たな生活習慣を確立

し、維持することは容易ではないし保健指導実施者は、対象者の新たな行動を継
続てきるよう、定期的に助言 。支援することや同じ課題に取り組むグ′じ=プヘの

参カロの勧奨など、対象者が現在の状況を客観的に把握できる機会を提供するとと
、もに、実行 していることに対しては、励ましや賞賛するなど自己効力感を高める

フォローアップが重要となる。行動変容を可能にするためには、このフォロニフ

ｎ
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ツプが特に重要である。

なお、注意しなければならないこととして、病気の発症や障害を持つ可能性に

ついての説明においては、対象者に恐怖心を抱かせないよう配慮すること、生活

習慣の改善によってリスクを少なくすることが可能であるということを理解して

もらえることが大事である。また、行動変容のステージ (準備状態)が無関心期
にある場合は、対象者の疾病に対する認識を確認し、リスクと病気の発症や障害
を持つ可能性との関係の説明に加えて、対象者にとって問題となることが何かを
考えられるように対応することが必要である。      1
生活習慣の改善につなげるためには、対象者に合わせて決して押しつけすに支

援を行い、生活習慣を変えることが本人にとり快適であることを実感でき、楽し
めるょうなプログラムを提示するなど様々な働きかけが必要である。

(4)必要とされる保健指導技術               t
保健指導を行うための技術には、健診データ、レセプ トデータやその変化等か

ら合併症等のリスクを適切に判断し、生活習慣との関連を説明する能力、騒要な

情報 (ライフスタイル、価値観、行Ell変容のステージ (準備状態)等)を収集す

るためのコミ三ニケーション壕術、それに基づき支援方策を判断する技術、そし
て対象者が自らの生活行動の課題に気づき自らの行動目標を決定することを支援
する技術等があり、具体的には、カウンセリング技術、アセスメント技術、コー

チング技術、ティーチング技術、自己効力感を高める支援技術、グループワーク
を支援する技術などがある。これらの技術は、行動変容等に関する様々なモデル
や理論から導き出されたものであり、例えば、グルニプワークを支援するために
は、グループダイナミックス1について理解することが重要である。保健指導実
施者はこれらの技術を統合させ、実践に生かすことが求められている。

保健指導実施者は、これらの理論や技術を理解 した上で、保健指導と t/ての技

術を身につけ、実際の保健指導に適用することが必要である。このためには、保

健指導実施者を対象とした研修会への参加等により研鑽を図ることが必要であ

る。また、実際の指導事例について、対象者が適切な行動目標を立てることがで

きた力`、行動変容がみられたか等を分析し、保健指導実施機関で指導技術を評価
し、保健指導技術の向上に努めていくことが大切である。
なお、早体的な保健指導技術については、第3章 3-1を参照されたい。

1グループダイナミックス :集団力学。

ンパーの行動を変化させる作用がある。

集団の中に働く力であり、

(5)健康課題分析と評価による効果的な保健指導方法の開発

医療保険者は、健診 。保健指導を受けた者の検査結果、質問票、保健指導内容

をデータとして管理することになる。また、医療保険者はレセプトを有している

ことから、これらのデ
=夕を個人別又は集国として分析することが可能となる。

このため、これらのデータ解析から保健指導の成果に関する評価を行い、より効

果的な保健指導方法を開発することが必要である。

このような保健指導の評価は、保健指導実施者個人及び組織として行い、その

改善に努めること、また、保健指導実施者の研修に活かすことが必要であり、保

健指導実施者は、常に自己研鑽に努めることが求められる。        「

(6)ポピュレーションアプローチや社会資源の活用

保健指導は、健診結果及び質問票に基づき、個人の生活習慣を改善する方向で

支援が行われるものであるが、個人の生活は家庭、職場、地域で営まれており、

生活習慣は生活環境、風習、職業などの社会的要因に規定されることも大きい。
このため、様なな生活の場が健康的な生活への行動変容を支え、又は維持できる

環境となつていることが必要である。

具体的には、地域や職域におぃて、①飲食店や社員食堂での健康に配慮した食

事 (ヘルシーメニュー)の提供や栄養表示の実施t②安全なウオーキングロード

や運動施設、それらを拠点とした総含型地域スポーツクラブなどの身近に運動に

親しむことができる環境、③敷地内禁煙を行っている施設、④同じ健康課題を持
つ者の仲間づくり、⑤日常的な健康情報の提供などが整備される必要がある。国

や地方公共団体においても、これらの取組みが推進されるよう環境整備に積極的′

に関与することが求められる。また、これらのポピュレーションアプローチによ

る健康的な環境づくりとともに、健診後の保健指導においても、地1或の住民組織

や団体、健康増進施設や労働者健康保持増進サービス機関などの健康づ<りに資

する社会資源を積極的に活用することが望ましい。

(7)地域・職域におけるグループ等との協働
糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導とは、対象者が自らの生活習

慣における課題を認識し、対象者が主体的に健康に向けて行動変容できるよう支

援することである。特に、糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、

生活環境、労働環境等と関連づけて実施することが必要である。

地域・職域には、生活習慣病に関する自助グループや健康づくり推進員等の組

織イヒされたグループが存在する場合があり、このようなグループの把握や育成に

努め、健診や保健指導の機会に周知することが重要である。

グルニプに所属する地域住民・労働者は、保健指導対象者と同じ、あるいは類

似した生活環境や労働環境にある。

そのため、                     対象者の行動変容への

課題を共有イヒし、課題解決のための行動について共に考え、保健行動 2の継続に

ついて支援できる環境となりうる:また、これらのグル=プは、地域・職域の集

ｎ
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回の健康課題を解決するためのポピユレーションアプローチに寄与する活動を展

開している例も多い。

これまで地域・職域においては、健康づくりのためにボランティアを育成し、

ボランティアも参力0した活動を実施した結果、健診受診率の向上や地域住民や事

業者の行動変容に寄与してきた経緯がある。       ′

このため、地域の保健指導実施者は、糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する

保健指導においても、地域のソーシャルキャピタルを活用し、地域の組織イヒされ

たNPOな どのグルァプ等と協働し、対象者を支援することが重要である。

また、職域においては、事業主や上司が職場の健康づくりの推進に熱心な場合

には、取組みが促進されて保健指導の成果も現れやすいため、事業主及び職制な

どのラインを活用して保健指導の効果を上げることも必要である。

(8)保健指導プログラムの標準化とは

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、個人の生活行動、行動の

背景にある健康に対する認識、そして価値観に働きかける行為である。そのため、

保健指導実施者には、対象者に含わせた支援方法を面接しながら選lRし実践する

能力が求められる。このため、保健指導の実践追程は個々人に応して千差万別で

あり、この音B分を標準化することは困難であるが、保健指導技術として概念化が

図られてきている部分については、一定の整理が可能である。

そこで、保健指導プログラムのプロセス、保健指導として行うべき内容、保健

指導の頻度や方法、体制などについて、効果があつたと考えられる保健指導の事

例を基にして、保健指導プログラムの標準化を図ることとした。

保健指導は、基礎学問である医学や公衆衛生学の発展により変イじするものであ

り、また、指導方法は行動科学、看護学、栄養学、運動科学、疫学・生物統計学、

教育学等の研究成果によっても変イヒするものである。このため:保健指導プログ

ラムの標準化については、常に関連する学問の研究成果を確認しつつ改訂してい

くことが求められる。

2爆健行動 :健康の回復、保持、増進に係る全ての行動。

第 2章 保健事業 (保健指導)計画の作成           .

2-1 保健事業 (保健指導)計画作成の進め方

保健事業 (保健指導)計画の作成は、次のような流れで行う。
① 各種デニタから集団全体の分析と個人、保健事業の単位の分析を行い、その
集団における優先すべき健康課題を明確にする。

② ①において明らかになつた健康課題を解決するために、優先順位を考慮した
上で、保健指導目標として達成すべき目標や数値目標を設定する。

③ ②において設定した自標を具体的に達成するために、保健事業 (保健指導)

の方法、実施、評価について計画を作成する。

※ 図1の保健事業 (保健指導)計画作成の進め方を参照
`
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囃
(保健指導)計画作成の進め方

0対 象者数の把握

・健診結果と問診による対象者踏層化基準に累 対象者数
・性、年代などの属性   など

0保健 指導対象者数 の概算
・情報提供
・動機Jナ支援

・積極的支援

0実 施すべき保健指導の量の概算

0保健 指導ごとの達成 日標0選定

一0保健指導全体の計画             0評 価計画
・保健指導ごとの具体的な方法             ・目的
・人材、支援材料、実施場所             ・方法

・量基資源の活用          '        ・葦需の時期
・アウトソーシングの有無  など            ・評価者
0投入予算の概算、予算の獲得           ・評価結果の活用法
0実施計画
・保健指導の進め方 (時 間、期間、回数、場所、費用なυ
・実施体制      _
・広報の方法     

‐~

2-2 現状分析

(1)分析が必要な理由    、

保健事業 (保健指導)計画を作成するためには、まず、現状を正確に把握し分

析することが重要である。

第一の理由としては、対象者の所属する地域・職域などの集団全体の健康課題

を分析することにより、その集国においてどのような生活習慣病対策に焦点を当

てるのかということと、優先すべき健康課題を把握し、保健事業全体の目標を設

定するためである。このことは、ハイリスクアプローチとポピュレーションアプ

ローチ全てを含んだ生活習慣病予防対策の全体像を見据え、社会資源を有効に活

用しながら保健事業を組み立てていくことにつながる。また、社会保障制度が持
続可能となるよう、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の害」含や、医療費を

分析することにより医療費の増大の原因を明らかにしたり、健診データやレセプ

トデニタと介護保険データ (要介護度データ等)との突含を行うことにより要介

護状態に至る要因を解明したりすることが重要となる。

第二の理由として、対象者の的確な把握を行うことにより、対象者に含った効

果的・効率的な保健事業 (保健指導)を行うことが挙げられる。さらに、保健指

導対象者数を概算することができるため、投入する人的資源や予算を計画する:こ

とができる。また、反対に、決められた予算の中で効率的に保健指導を行う計画

(支援方法、優先順位などの検討)を作成することができる。  .

〈2)分析すべき項目
現状分析は、「集団全体の分析」と「 lEl人、保健事業の単位の分析」の双方

から実施する。「集団全体の分析」と「個人、保健事業の単位の分析」は密接な

関係があるため、計画作成に当たっては情報の共有化を図らなければならない。
集団全体の分析項目としては、①健診結果等の変化、生活習慣病め有病率t医

療費の変化、要介護認定の状況、死亡率等の健康課題を把握するための項目、②
健診受診率、保健指導対象者のうちの保健指導を実施した者の害」含等の効果的な

保健事業 (保健指導)を実施しているかどうかを判断する項目、③保健 。医療提

供体制、保健指導実施者に対する研修体制と研修実施状況等の効果的な保健活動

を実施できる体制にあるのかどうかを判断するための項目が挙げられる。

個人、保健事業の単位の分析項目としては、①個人単位での健康度を把握する
ための項目、②保健事業 (保健指導)対象者把握のための項目、③保健事業 (保

健指導)の効果を把握するための項目が挙げられる。
平成 2o年度以降は特定健診データの蓄積、さらにはレセプ トデータの電子化

等の推進もあつて、健康課題の分析や集団としての保健事業評価が実施しやすく

なってきている。国ゃ都道府県、国保中央含等の/AN表
する全国・県別、市町村局]

データと、各保険者等におけるデ=夕の比較等により集国の特性を明らかにした

り、数値の経年変イヒを追跡したりすることにより、保健事業の目標設定や修正、

進捗管理を行うことが可能となつている。

全 体 の 方 向 性 を考 える材 料

国の制度、ガイドiアン・教材・研修会資料

国民健康・栄養調査の調査結果

健康日本21(第二次}の指標

輸文・学会などで報告された新しい知見

集 団 全 体 の分析

①健診結果を把握するための項目

`健

診結果等の変化、医療費の変化等)

②効果的な保健事業(保健指導)を実施して
いるかとうかを判断する項目
(健診受診率、保健指導対象者のうちの保健

指導を実施した者の割合等)

③効果的な保健活動を実施できる体制である
かどうかを判断する項目

①個人単位での健康難 把握するための項目
(壮 年期死亡や重篤な疾患薇 こした事例の
詳細分析)

②保健事業{保健指ヨ対象者把握のための
項目

{生活習慣病リスクごとの対象者数 保健

指導対象者等 )

構造 (ス トラクチャー lヽ 過程

`プ

ロセス1、 事

案実施 量〔アウトプット1ヽ 錯異
`ア

ウトカム 1

の分析



なお、表 1「集団全体の分析項目」と表2「個人、保健事業の単位の分析項目」

を参考として例示する。

(3)分析の方法と保健事業 (保健指導)計画への活用

現状分析に当たっては、基準の統一、比較可能性等に留意して行う必要がある。

また、分析結果については、医療費、対象の属性、環境などの観点からさらに解

析を行い、その結果を整理する。そして、対象集団の健康課題、保健指導の効果
: が期待される対象者集団及び方法等を明らかにして、その課題解決に向けた保健

事業 (保健指導)計画を策定するための基礎資料を作成する。

基礎資料には、次のような分析結果を整理することが考えられる (第4編第3
章参照)。

①  「医療費などの負担の大きい疾病等の分析」(様式 1-1、 1-2、 2-1、
2-2(3-1～7)          .
重点的に対策を行うべき病態や生活習慣を選定する。他に、透析導入原因疾

患等の分析も健康課題の抽出に役立つ。

②  「医療費増加率t有所見率の増加が著しい疾病等の分析」(様式 1-1、 1
-2、 2-1、 2-2(3-1～ 7)
背景にある要因 (生活習慣、環境の変イヒなど)を考察し、重点的に適正イヒを

図るための計画を立案する。              .
③  「属性ごとの分析」

優先的に対象とすべき性別 。年代を選定し、対象となるそれぞれの属性 (働

き盛り (管理職、営業職等)、 育児中の親など)に受け入れやすい保健事業を

計画する。

④「環境 (地域・職場)ごとの分析」
重点的に対策を行うべき対象を選定し、その地域・職場の共通の生活習慣に

関連する問題についてはポピゴレーションアプロ‐チの視点も宮めて計画を作
.成する。

_⑤「ストラクチャー (構造)、 プロセス (過程)、 アウトプット(事業実施量)、

アウトカム (結果)の分析」            .
ストラクチャー (構造)・ プElセス (過程)。 アウトプット (事業実施量)・ ア

ウトカム (結果)間の関連性について分析する。保健事業の実施により、健康

課題の改善が図られているかどうかを検討する。不十分な場合には保健事業の

見直し、または他の影響する要因について分析する (第 4章参照)。

なお、市町村においては、要介護原因疾患 (性別 。年齢別)等について、国保

1  部門 。衛生部門 。介護部門の担当が含同して堡宣している各種データを分析・

評価することにより、保健事業全体を備轍した戦略の検討及び体制整備に資す

ることができる。

表 1 集団全体の分析項目 (例 )

把 握 の 時 期

計画作成時か
ら把握可能

事業実施後
に把握可能

事業の最終

的な評価で
キP握可能

①健康課題把握 のための項 目

死亡率

死亡率の変化

標準化死亡比

標準化死亡比の変イヒ

要介護者等の割合 0
要介護者等の害」合の変化 (*)

要介護 状態の原因疾患 (*)

レセプ ト

(特 に生活習慣病 関連医療費・疾患名 )

医療費の変化
生活習慣病の患者数

健診結果等の変化
生活習慣の状況

生活習慣の変化

その他分析に必要な項 目

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

○

(O)
(0)

(0)

○

0
0

○

○

○

○

○

②効果的な保健事業 (保 健指導 )の 実施

状況を判断するための項 目

(0)

(O)

(0)
(O)

(○ )

(O)

○

　

○

○

O
O

O

保健 指 導 対 象 者 の うち 、「 動機 づけ支
援」、「積極的支援」を実施 した者の割合

保健指導を実施 した者の うち、行動変容
のステージ (準 備状態 )が改善 した者の

害」合

生活習 慣病 によ り高額医療 費を受けて
いる者の割合

生活習慣病 によ り長期 入院 して いる者
の割合

人工透析を受けている者の割合

受診勧奨された対象者のうち、保健 IB~導

又は治療 を受けた者の割合    ,
生活習1慣 病の治療中断者の割合

効果 的で 常 に運 営可能 な内容の提供状

況

生活 習慣 改善指導 を希望す る者の効果

的な保健事業へのアクセス状況

その他分析に必要な項 目

③効果的な保健事業 (保 健指導)を実施
できる体制であるかどうかを判断する
ための項目

(0)
(O)

(O)
(O)

Ｏ

Ｏ

　

Ｏ

Ｏ

保健・医療提供体制 (人 的資源、施設等 )

保健指 導実施 者 に対す る研修体制 と研

修実施状況

保健指導のための支援材料等の開発

活用可能な社会資源の状況

その他分析に必要な項 目

→ :市 町村 にお いては、要介護 原因疾患 (性 B」 ・ 年 齢 B」 )等 につし 立
０

衛生部、P]・ 介護部門の担当が含同して分析・評価することが望ましい項目
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表2 個人、保健事業の単位の分析項目 (例 )

把握の時期

計画作成 時か

ら把握可能

事業実施後
に把握可能

事業の最終

的な評価で

把握可能
①個人単位で の健 康度 を把握する ため
の項 目

(0) ○壮年期死亡や董薦西戻恵雇砲百した事
例

その他分析に必要な項目
②保健事業 (保 健指導)対象者le握のた
めの項目

(0)

(0)

○

　

○

「健診結果等リスク判礎潟詢 iご墓うて理
活習慣病リスクごとの対象者数
保健指導対象者数 (「 情報提供」、「 Sll機

づけ支援」、「積極的支援」)

その他分析に必要な項目

③ これ までの保健事業 (保 健指導)の 効
果の項 目     :

(0)

(0)
(0)
(0)

O

0
(0)

０

　

０

(集 団全体)  ・        :
生活習 慣改善 の意欲等主観 的な指 標の
変化
生活習慣の変化

健診結果の変イし

医療費の変化

その他分析に必要な項 目

(事 業 )

医療費に対する効果
苦情・ トラフルの件数、対応状況
費用対効果
委話件数
その他分析に必要な項目

2二 3 保健事業 (保 健指導)の目標設定

(1)保健事業全体の目標設定
保健事業の目標設定は、前節の現状分析に基づき優先課題を掲げるもの

百rE∬ょξ珈量置、季暑霧、表
|           `基

ll,も
あ

優先課題 は糖尿病 等の生活 習慣病 の有病者・予備群 を減少させることに

寄与 するものである ことは前提で あるが、医療保険者 と して の集団全体の

健康問題の特徴を健診データ、レセプ トデータ、介護保険データ等に基づ

く現状分析から明らかにし、その課題のうち、糖尿病等の生活習慣病対策

写冒虚菫景
gF「 でき,課 要を重点的に響応すべ′

亨
課題 と

Yて
目標に掲

優先課題のうち目標として掲げる内容の選定は、目標を達成するための
現実的な手段が明らかであることや、そのための費用、人的資源、施設の

保健事業の実施体制が可能であるかなど、総合的に判断し、目標を設定す
ることが必要である。     .        :
平成20年度に特定健診・特定保健指導制度が開始されてからllX集 ・蓄

積された健診や保健指導のデータの分析結果を踏まえ:保健事業全体の目
標を変えていくことも必要である。

また、日標は神界的な内容ではなく、例ぇば「糖尿病の有病者耕鼎治票

吾を **%に 減少させる」など、できる限り数値目標とし、事業終了後の

評価ができる目標を設定することが必要である。

(2)保 健指導 レベル毎の 目標設定

対象者を正確に把握するために、医療保険者は、40歳 から74歳 まで
の金対象者のうち、糖尿病等の生活習慣病の予備群は、対象者の選定 。階

層化を行い、保健指導レベル別対象者数の概数を算出することで、保健指

導にかかる事業全体のポリュームを把握 し、対象者数の目標を設定する

(全対象者から生活習慣病による受療者を除いた対象について、前年度の
健診結果を判定基準に投入、各保健指導レベル別の対象人数の概数を算出
する )。 :な お、治療中の者について、主治医又は産業医からの紹介がある

場合は、主治医又は産業医と連携を図り、その指導のもとに保健指導を実

施する。また、治療を中断している者については、受診勧奨を行う必要が

ある。

保健指導を実施する際には、「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支

援」の各保健指導レベルについては、laJえ ば下記を参考に指導目標を設定

する必要がある。なお、,数 値目標は、健診結果の変イし、.ア ンケー ト調査等

に基づくものとする。
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①「情報提供」のみの対象者

特定保健指導対象者の階層化の結果、「情報提供」のみの対象者は、
以下のア～工に分類すき枠ることができる。
ア 検査データの異常がほとんどなく、生活習慣も問題がない者
イ 検査 デ ータの異常はほ とん どな いが、喫煙習慣、食事 習慣・運動習

慣な どの生活習慣の問題がある者

ウ 検査 デ =夕 では保健指導判定 値以 上で あるが、肥満が ないため特定

.保健指導の対象とはならない者
工:服薬中であるために、特定保健指導の対象とはならない者

「情報提供」のみの対象者に対する保健指導については、医療保険者

が行う法定報告の義務はないが、メタボリックシンドローム該当者・予

備群の減少や医療費適正イヒに資するため、市町村等の各医療保険者等は

下記の指標を参考にして目標を設定することが望ましい。

対象アについては、
・ 健診結果を正常範囲のまま維持 し、悪化 しない。
・  「動機づけ支援」「積極的支援」対象への移行率を〇%以下とする。

(こ の数値 |ま 性別 。年代別に各医療保険者で設定 )

対象イについては、
●

・ 生活習慣の問題点を自覚 し、生活習慣が一つでも改善する。 '
対象ウについては、

・ 健診結果が改善する:

: 保健指導実施率が向上する。

対象工については、

・ コン トロール状況が良好である。
・ 受診が継続する。

②「動機づけ支援」の対象者          i
・ 健診結果が改善するか、または悪イヒしない。
・ メタポ リックシン ドローム予備群早では腹囲の減少をめざす。
, 「積極的支援」対象への移行率を〇%以下とする。

(こ の数値は性別 。年齢別に各医療保険者で設定 )

③「積極的支援」の対象者
・ 健診結果が改善する。

・ メタボ リックシン トロームでは腹囲、危険因子の減少をめざす。
・ 保健指導対象者の○害J以上の人において、判定の改善をめざす。

・ .`「 受診勧奨」レベルヘの移行率を 〇%以下とする。    :

(3)保健指導の対象者の優先順位にかかる基本的な者え方
.

精尿病等の生活習慣病の有病者 。予備群を減少させるためには、効果

申
。効率的な保健指導の実施が閉要である。そのため、健診デニタやレセ

プトデータ等も参考に保健指導対象者に優先順位をつけて、最も必要な、
そして予防効果が大きく期待できる対象を選定して保健指導を行う麟要
がある。例えば、保健指導の対象者の優先順位のつけ方としては、下記の
方法が考えられる。                    |

〇 年齢が比較的若い対象者

Q 健診結果に基づ<保健指導レベルが情報提供レベルから動機づけ支
援レベル、動機づけ支援レベルから積極的支援 レベルに移行するなど,

健診結果が前年度と比較 して悪化 レ、より緻密な保健指導が必要になつ

た対象者
.                        1

0 第 2編第 2章別紙 3の質問項目 (標 準的な質問票 8～ 20番 )の回答
により、生活習慣改善の必要性が高いと認められる対象者

○ 前年度、積極的支援及び動機づけ支援の対象者であったにもかかわら

ず保健指導を受けなかった対象者



2二 4 保 健事業 (保健 指導 )計画 作成

目標を達成するために、保健指導全体、実瑯、評価について具体的な計
画を作成することが望ましい。 1          -

(1)保 健指導全体の計画
′
「情報提供」、「動機づ|,支援」及び「積極的支鐸」別の具体的な方法、

保健指導実施者、

=援
材料、記録方法、実施場所、保健指導実施者許修な

どを検討する。これらの状況や既存の社会資源等を総含的に判断して、フ
ウ トソーシングの必要性について検討する。

また、前年度までめ評価 (実 施状況1効果・問題点など)を踏まえ、よ

り効果的で波及性、継続性のある内容となるよう′bがけるとさらに、保健
指導全体の計画にあたっては、これまでの計画を踏襲するのではなく、毎
回、よりよいものを作成することをめざす。

(2)実 施体制に関する計画
‐

実施の計画については、健診から保健指導まで円滑に実施できるように
保健指導の進め方、実施体制、広報の方法等に由意 して作成することが必

署である。すた、実施計画に合わせて予算を計上し、確定した予算にあわ
せ、実施計画の見直しt対象者の選定方法の見直 しを行う。

①保健指導の進め方

「情報提供」及び「動機づlj支 援」並びに「積極的支援」の初回面接は1

健診結果の返却時にあわせて実施するなど、参加者の負担を軽減し、参カロ
しやすくなる方法を計画する。

特に、「動機づけ支援」や「積極的支援」の初回面接については、対象
者の性別 。年代 1・ 職業、生活環境等の社会背景を考慮し、参加しやすい時
間帯、場所青を設定すぅこ|や 対象煮が関心を持つような方法を考慮す
る。|

②実施体制

保健指導の寒施に当たっては、効果・効率を考え、最適な実施体市」を検
討する。         1

保健指導に関わる関係者会議を行い、支援方法の標準化、安全管理、媒
体、支援材料、記録や個人情報の管理方法などを徹底する。健診から保健
指導までの作業工程を検討し、健診実中白から保健指導までの期間を短縮
することに努力すべきである。

外部講師や外部機関と連携して事業を実施するときには、事業の目的と
評価法、対象者の状況などを十分に理解してもらうよう、事前の調整を十
分に行う。また、実際の参力0者 の情報についても共有イヒしてお<こ とが重
要である。

保健指導のアウ トツーシングを行う場合は、委託業務の範囲や責任を詳

細にわたって明確にしておく。

③周知方法

健診・保健指導の在り方や保健指導の目的、内容、効果等について、地
域住民や職員全員に十分周知しておく。また、地域住民や職員への周知が
ポピュレーションアプローチとしての意味合いも持つことを考慮して効
果的に行う。さらに、保健指導対象者が積極的に参カロできるよう、対象者
の属性 に含 わせた実施方法 を検討す る。特に被扶養者 について は、周知 が

徹底され る よ うに配慮する ことが望 ま しい。

また、職i域では、事業所における労働者の健康づくりに対する意識によ
つて保健指導への取組みの差が大きいため、保健指導の実施について事業
所の協力を得ることが有効である。

なお、個々の対象者に対する計画については、第 3編第 3章に記載する

内容を踏まえ、個局」に計画 を作成する。

(3)評 価 計画

糖尿病等の生活習慣病の予備群等に対する保健指導の効果を明確に示
していくためには、保健指導を PDCAサ イクルで計画から見直 し。改善

までのプロセスを継続することによって、よりよい成果をあげていくこと

が期待できる。

このため、評価の目的、方法、基準、時期、評価者、評価結果の活用法
について、計画の段階から明確に しておく。また、評価計画については、
企画部FS及 び保健事業部門の両者で作成 。共有化 し、評価結果のうち、公

表するものを明確にしておく。

アウ トソーシングをする場合は、委託先にも評価計画を明示する。



第3章 保健指導の実施

3二 1 基本的事項

(1)標準的な保健指導プログラムについて

糖尿病等の生活習慣病の予備群等に対する保健指導とは、対象者の生活を基盤と
| 
し、対象者が自らの生活習慣における課題に気づき、健康的な行動変容の方向性を

自らが導き出せるように支援することである。保健指導の重要な点は、対象者に必

要な行動変容に関する情報を提示し、自己決定できるように支援することであり、

そのことによって、対象者が健康的な生活を維持できるよう支援することである。
本プログラムでは、現段階で考えられる、最低限実施すべき保健指導と望ましい

保健指導について記載する。

保健指導の要件については、引き続き、保健指導実施機関による多種多様な保健
指導の実績 。成果を蓄積・分析する中で、最低限実施すべき要件の評価を行うとと

もに、有効な保健指導の要件を整理してい<。

また、保健指導を実施する機関の創意工夫により、より有効な保健指導の内容や
実施形態等が明らかとなり、提供される保健指導にそれらが反映されることが期待
される。
| このため、本プログラムにつぃても、保健指導の実施状況を踏まえ、今後も必要
に応じて見直しを検討してい<。

(2)対象者ごとの保健指導プログラムについて           ,
保健指導プログラムは、対象者の保健指導の必要性の度合いに応じて、「情報提供」

のみ、「動機づけ支援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの目

標を明確イヒした上で、サービスを提供する必要がある。

「情報提供」とは、対象者が生活習慣病や健診結果から自らの身体状況を認識す

るとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解と関心を深め、生活習慣を見直

すきつか|す となるよう、健診結果の提供にあわせて、個人の生活習慣やその改善に

関する基本的な情報を提供することをいう。情報提供には、医療機関への受診や継

続

―

対象者に受診や服薬の重要性を認識させること、健診受診者全員に

対し継続的に健診を受診する必要性を認識させることなどの情報が盛り込まれるこ

とが望ましい (第 2編第2章 2-2参照)。 また、対象者の状況に応じて、重症化防

止の観点から、後日改めて対面等により直接支援を行うことも考えられる。

「動機づけ支援」とは、対象者が自らの健康状態を自党し、生活習慣の改善のた

めの自主的な取組を継続的に行うことができるようになることを目的として、医師、

保健師又は管理栄養上の面接‐指導のもとに、対象者が行動計画を策定し、医師、
保健師、管理栄養士又は栄贅指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を
有する者※1※ 2が生活習慣の改善のための取組に係る動機づけに関する支援を行う
とともに、計画の策定を指導した者が、計画の実績評価 (計画策定の日から6か月

以上経過後に行う評価をいう。)を行う保健指導をいう。

「積極的支援」とは、対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のため

の自主的な取組を継続的に行うことができるようになることを目的として、医師、

保健師又は管理栄養士の面接 `指導のもとに行動計画を策定し、医師、保健師、管

理栄贅士又は栄賛指導若しくは運動指導に関する専P目的知識及び技術を有すると認

められる者が生活習慣の改善のための、対象者による主体的な取組に資する適切な

働きかけを相当な期間継続して行うとともに、計画の策定を指導した者が、計画の

進捗状況評価 (中間評価)と計画の実績評価を行う。なお、計画の中間評価や実績

評価を行う者は、同一機関内であつて、組織として統一的な実施計画及び報告書を
用いるなど、保健指導実施者間で十分な情報共有がなされているならば、初回面接
で計画の策定を行った者以外の者が実施しても差し支えない。

「積極的支援」の実施に関してはt対象者の保健指導の必要性に応じてさまざま

な手段や内容を組み合わせながら支援プログラムを展開し、多職種 。他機関が支援

を行う場合には、適宜、保健指導実施者間で関係者会議を開催し、対象者の課題や

目標を共有して支援を行う必要がある。

また、支援プログラムの提供に際しては、既存の保健事業との組み合わせや社会

資源の活用、地域又は職域で行われている健康づくりのためのポピュレーションア

プローチとも関連づけていくことが重要である:

なお、支援プログラムは、同じ対象者に毎年同じ内容を繰り返すのではなく、対

象者の特性に含わせ、また有効な手法の抽出・適用 。強化等により、常に改善に努

めることが必要である。

※1 栄養指導に関する専P目的知識及び技術を有する者

【平成 19年厚生労働省告示第 10号、平成20年 3月 10日付け健発第0310007号・保

発第o310001号 )】

① 詈護師、栄費士、歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士であって、告示に

定める内容の食生活改善指導担当者研修を受講した者

② 事業場における労働者の健康保持増進のための指針 (昭和 63年 9月 1日健康保持増進

 ヽ のための指針公示第1号。以下「丁HP指針」という。)に基づく産業栄査指導担当者であ

つて追加研修を受講した者又はTHP指針に基づく産業保健指導担当者であつて追加研修

※2 運動指導に関する専門的知識及び技術を有する者

【平成 19年厚生労働省告示第 10号、平成20年 3月 10日付け健発第0310007号・保

発第0310001号 )】                    '
① 彗護師、栄賛士、歯科医gT、 薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士であって、告示に定

める内容の運動指導担当者研修を受講した者

② 財回法人健康・体力づ<り事業財国が認定する健康運動指導士又は、THP指針に基づ



(3)保健指導の実施者

保健指導は、医師、保健師、管理栄量主が中心となつて担うこととする。

「動機つけ支援」及び「積極的支援」において、C朝回の面接、②対象者の行動
目標・支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う者は、医師、保健師、
管理栄養土であること。ただし、これまで医療保険者や事業者において琶護師によ

る保健事業がなされてきた実態を踏まえ、平成25年度からの5年間においても、
引き続き、一定の保健指導の実務経験のある看護師が行うことも可能とする。

「動機づけ支援」及び「積極的支援」のプログラムのうち、食生活・運動に関す

る対象者の支援計画に基づく実践的指導は、医師、保健師、管理栄費■、その他食

生活の改善、運動指導に関する専門的知識及び技術を有する者 (健康・体力づくり

事業財国が認定する健康運動指導士や事業場における労働者の健康保持増進のため

の指針に基づく運動指導、産業栄養指導ヾ産業保健指導担当者等)が実施する。ま

た、それらの実践的指導においては、グループ支援をあわせて用いることが効果的

であり、その場合は、地域内の種々の関係者の協力を得ることが重要である。

保健指導において、禁煙支援を行う場合には、禁煙支援には、禁煙補助剤の活用

が有効であることから医師、薬剤師と連携するなど、保健指導の内容や対象者のlb

身などを考慮し、他職種との連携を図ることが望ましい。

なお、医師に関しては、日本医師会認定健康スポーツ医等と連携することが望ま

しい。

さらに、保健指導を実施する者は、保健指導のための一定の研修 (「健診 1保健指

導の研修ガイドライン」V実践者育成研修プログラム)を修了していることが望ま

しい。

(4)「情報提供」に活用するための質問票   :
健診時に行う生活習慣に関する質問票は、「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的

支援」の保健指導を実施する際に活用することができる。

「情報提供」の内容を判断するための質問票としては、個別に食生活、運動習慣

等の情報を提供するために必要な項目 (例えば、第2編第2章別紙3標準的な質問

票8番～20番)が考えられる。

なお、健診時の質問票は受診者全員に行うことから、できる限り科学的根拠のあ

る項目数に絞り、また、簡潔な表現としている。

(5)「動機づけ支援」「積極的支援」に必要な詳細な質問票の項目    .
「動機づけ支援」、「積極的支援」の実施に当たってはく保健指導対象者の生活習

慣及び行動変容のステージ (準備状態)を把握臥 このような生活習慣の改善が必

要なのかをアセスメントする必要があることから、詳細な質問票を実施することが

望ましい。

詳細な質問票は、対象者自身が自分の生活習慣を振り返るきっかけとするほか、

対象者の生活習慣の変化が把握できることから、生活習慣改善の評価にも活用でき

る。詳細な質問票の例としては、次のような項目が考えられる。         ‐

① 食生活習慣

食事の時間帯、回数、内容、菫及び間食や外食の習慣、よく噛む習慣 (咀疇
回数や噛みごたえのある食品の摂取状況等)、 主たる調理者などをl巴握する。

② 身体活動状況

身体活動の種類、強度、時間、回数豊を把握する。

③ 運動習慣

日常的に実施している運動の種類、頻度、1日当たりの実施時間等、運動習

慣の有無と程度に関する情報を1巴握する。

④ 休量・睡眠

体量の取り方、睡眠の質、睡眠時間などの状況を把握する。

⑤ 飲酒状況

飲酒量、頻度など飲酒の状況を把握する。

⑥ 喫煙状況                            '
現在及び過奉の喫煙や禁煙状況等を把握する。

⑦ 健康意識・知識                          、

対象者の健康観や健康管理に関する知識などをl巴握する。      、

③ 生活習慣改善に関する行動変容のステージ (準備状態)   
｀

生活習慣に関する行動変容のステージ (準備状態)を把握する。

⑨ 過去にとった保健行動

健康のために、過去に何か実施したことがあるか把握する。

⑩ 治療中の疾病等

血圧症候群 (以前の「妊娠中毒症」)※などの既往の有無及び医師からの生活習

慣に関する指示や制限を把握する。

Ω二その他                           ・  ｀

仕事の内容ヾ 勤務B寺間、家族の状況関係、ストレスの有無や対処方法などに
ついて把握する。                     、

※妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群と診断された女性は、出産後、一旦は検査値が基準範囲内

に戻つても、数年を経た後に糖尿病p高血圧を発症しやすいことが2かっている。

○妊娠糖尿病だった場合、正常血糖の妊婦にしヒベて74倍、糖尿病になるリスクが高いことが国際的な

メタアナリシスで報告されている。【出興】BeJamy et at,Lancet 373:1773-92009

0妊娠中に、,I娠糖尿病を来した場合、妊娠糖尿病と診断された女性は、出産後5年で約20/Oが、出産

後 10年で約30%が糖尿病と診断されている。また、出産5年後の高血圧有病率をみると、妊娠時に

正常血圧だつた人の高血圧有病率が35人に1人だったのに文」し、妊娠中に妊娠高血圧症候群と診断

された人では5～ 6人に1人であった。【出典】平成23年度厚生労働科学昭 費補助金「女性における生活

習慣病戦略の確立=妊娠中のイベンLにより生遷翌慣病ハイリスク群をいかに効果的に選定t/3皓するか (研究代

表者 :北川道弘)」 平成 23年度総括 分lB研究報告書
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|※ 行動変容ステージとは、行動変容に対する準備段階のことで、次の5つ

のステージに分けられる。ステージごとに支援方法を変え、ステニジが改

善 していけるように支援する。   ｀

無関心期 :6ケ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期

間 心 期 :6ケ月以内に行Ell変容に向けた行動を起こす意思がある時期

準 備 期 11ケ月以内に行Ell変容に向けた行動を起こす意思がある時期

実 行 期 :明確な行Ell変 容が観察されるが、その持続がまだ6ケ月未満である時期

1   維 持 期 :明確な行動変容が観察され、その期間が6ケ月以上続いている時期   F
・|...:…

… … … … … … …=… … … … … … … … … … …・・:… … … … … … … … … … … … … … … … … ・ヽ … … … …・・・・・・…・・・
・・

(6)保健指導の際に活用する支援材料(学習教材集・保健指導事例集)

保健指導の実施にあたつては、支援のための材料、学習教材等を整備することが

必要であるが、これらは、各学会めガイトライン等を踏きえた常に最新の知見、情

報に基づいたものにしていくことが重要であり、常に改善が必要である。

また、支援のための材料等は、対象者に対するもののみでなく、保健指導を担当

する者に対するものも必要となる。さらに、それぞれ支援のための材料等は何を目

指して使用するのかということを明らかにしてわかりやすくまとめていくここと、

地域の実惰や職域の状況に応した工夫をしていくことが重要となる。

① lアセスメントに関する支援材料
対象者の課題の明確化のために、身体状況、生活習慣、生活環境、健康に関す

る意識、家族の状況、仕事の状況等についてアセスメントを行うための材料であ

る。

② 行動目標設定のためめ支援材料
′  行動目標を設定し、評価をしていくための材料である。

③ 知識の提供・生活習慣改善のための支援材料 (学習教材)

生活習慣病やメタポリックシンドロームに関する知識、生活習慣に係る意識啓

発や実際に生活習慣を改善するための具体的な方法を提供するための材料であ

る。

④ 自己実践を支環するたoの支援材料 (特に継続的に支援するための材料)

対象者が設定しに行動目標の達成のために活用する実践状況の記録、通年によ

る支援等のための材料である。    ,
⑤ 保健指導実施者用の材料

保健指導を担当する職員間で支援内容、実施内容、個別相談や集回教室の実施

方法や実施状況の記録等に関する材料である。

(7)記録とデータ管理
保健指導の記録の壼釜として 次ヽの4点があげられる。

と 対象者の状況が経時的に把握ができること

b 経時的な結果から保健指導の評価ができること
c 他の保健指導を担当する者と情報を共有できること

(担当者が変更となっても継続的な支援が可能)

d 対象者本人の要求があれば閲覧可能とすること

内容は、個々の対象者ごとに目標、モニタリングすべき指標 (検査デニタ、具体

的な行動など)、 個別支援やグループ支援等で提供したサービスと対象者の状況等に

加えて、行動変容に対する本人の意欲 (可能であれば本人の言葉で記録する)、 本人

が「支援者」に期待していることの記録も必要である。

なお、これらの内容には、定量的に記録する内容と定性的に記録する内容がある

が、両者とも必要な内容であるため、定性的な記録の内容については、簡潔にかつ

明確に記載していくことが重要となる。

また、これらの記録は、保健指導の支援期間中だけでなく、翌年以降の保健指導

や対象者選定にも活用されるものであり、経年的な管理体制を整えることが望まし

い 。

保健指導の実施機関には対象者の個人情報を適切に管理する責務があるが、保健

指導のアウトソーシングの状況によっては、個人の保健指導の情報が複数の実施機

関の間でやりとりされることも想定される。そのため個
～
の対象者に対しては、他

の関連する実施機関との間で必要なデータを共有することの了解を取ることや、共

有する具体的な項目について明記する等、データ.の共有・やり取りに関する事項に

ついての取り決めを行うことも必要である。           |
健診結果及び保健指導の記録の管理にあたつては、管理すべきデータ、撃理すべ

きデータを決定し、可能な限り、データベースを作成して管理することが望ましい。

特定保健指導における保健指導結果の保存年限の基本的考え方、具体的な保存年限

は、特定健診と同様である (第 2編第5章 (5)参照)。
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3-2 「情報提供」「動機つけ支援」「積極的支援」の区分について
保健指導は健診受診者全員に対して行うが、健診の検査結果及び質問項目から生

活習慣病のリスクの数に基づいて階層イじ臥 保健指導の必要性の度含いに応じて「情

報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」に区分して実施する。(※ )

これらの保健指導がめざすところは、対象者の行動変容とセルフケア (自己管理)

ができるようになることであるが、それぞれの保健指導では、生活習慣改善の必要

性や行動変容のステージ (準備状態)等から、具体的な支援内容や方法 。頻度等が

異なつている。

※ 「情報提供」は、高齢者医療確保法第 24条に基づく特定保健指導には該当しないが、同法

第23条により保険者が健診結果の通知を行う際に、生活習慣を改善又は維持してい<こと

の利点を感臥 対象者の行動変容を促す動機づけを目的として行うべきである。その上で、

医療機関への受診や継続治療が必要な対象者には受診や服薬の重要性を認識させること、健

診受診者全員に対し継続的に健診を受診する必要性を認識させることなどの情報が盛り込

まれることが望ましい。

3-3 支援の際の留意菫項

′ 対象者の保健行動が定着するよう一定の期間継続して支援を行うため、対象者が

参加しやすい条件を整える。

○ 対象者によつては、携帯電話やパソコン等の ICT二どを活用し、効率的な

支援を工大すると良い。

○ いくつかの支援手段 (メニュー)を組み入れ、対象者の状況や要望に応じて

メニューを選択できる等、柔軟な仕組みとすることを考える。

○ プElグラムには、食生活や運動などの実習・講習会などを取り入れ、対象者

が自分の生活習慣に気づき、改善できるものが有効である。

○ また、個別支援のみでなく、グループ支援により、参力0者同上の交流を図り、
グループダイナミクスを活用して対象者の自己効力感を高めることも重要であ
る。                                    ヽ

3-4 保健指導の実施内容

(1)「情報提供」

① 目的 (めざすところ)

対象者が健診結果から、自らの身体状況を認識するとともに、生活習慣を見直

すきつかけとする。また、健診結果とあいまって、医療機関への受診や継続治療

が必要な対象者に受診や服薬の重要性を認識させるとともに、健診受診者全員に

対し継続的に健診を受診する必要性を認識させる。

② 対象者                    ｀

健診受診者全員を対象とする。

③ 支援期間 。頻度

年1回玉■健診結果の通知と同時に実施

…

あるいはそれ以上

④ 支援内容

○ 全員に画―的な情報を提供するのではなく、健診結果や健診時の質問票から

対象者個人に合わせた情報を提供する必要がある。

○ 対象者に対して、健診結果に基ついた生活習慣の改善について意識づけを行

うことが重要である。なお、健診結果に基づき、健診受診者全員に自らの病気

のリスクを自分自身の問題として理解してもらうためのきめ細かな情報提供を

行うことによって(自分の健康リスクを適切に認識している者の増加や、保健

指導を拒否する者や医療機関を受診せずに放置する者の減少等、対象者のやる

気を起こすことができたという研究結果が出ている。

○ 健診結果や質問票から、特に問題とされることがない者に対しては、健診結

果の見方や健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供するとともに、毎年の継

続的な健診受診の重要性について、対象者生活習慣の変化と健診結果の変化の

関係を理解してもらい、年 1回、健診結果を確認して生活習慣改善を行う意義

や含理性について納得してもらえるように

夫しながら伝える。

a 健診結果                、

健診の意義 (自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習慣が健

診結果に表れてくる等)や健診結果の見方 (データの表す意味を自分の身体

で起きていることと関連づけられる内容)を情報提供する。また、健診結果

の経年変化をグラフ等によりわかりやすく示し、対象者が経年的な身体の変

イしを理解できるよう工夫する。

b 生活習慣

メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する基本的な知識と、対象者

の行つているどのような生活習慣が生活習慣病を31き 起こすかということ

や、食事バランスガイドや運動指針等に基づいた食生活と運動習慣のノヽラン

ス、料理や食品のエネルギー量や生活活動や運動によるエネルギー消費量等

について、質問票から得られた対象者の状況にあわせて具体的な改善方法の

例示などを情報提供する。一方で、対象者個人の健康状態や生活習慣から、
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重要度が高く、取り組みやすい情報について、ポイントを絞つて提供するこ

とが望ましい。                 |
c 社会資源

対象者にとって身近で活用できる健康増進施設、地域のスポニツクラブや

運動数室、健康に配慮した飲食店や社員食堂に関する社会資源の情報なども

提供する。       .
○ 医療機関への受診や継続治療が必要な対象者については、受診や服薬の重要

性を認識させるよう工夫する。

⑤ 支援形態

対象者や医療保険者の特性に合わせ、支援手段を選択する。主な手段としては、

次のようなものが考えられる。
。_情 報提供用の資料を用いて、個別に説明する。

・ 健診結果を通知する際に情報提供用の資料を合わせて提供する。

・b。  一職域等で日常的に lCT等が活用されていれ|よ 個人用情報提供画面

を利用する。      ・          :
・ e 結果説明会で情報提供用の資料を配布する。

⑥ 特定保健指導非対象者について

階層(ヒの結果、特定保健指導の対象には該当せず、「情報提供」のみとなつた対

象者については、この機会が健康に関して動機つけを行いうる貴重な機会になる

ことや、非肥満でも危険因子が重複すると肥満者と同様に脳卒中の発症リスクが

高まること等に留意し、特に以下の者に対しては、生活習慣の改善指導など、必

要な支援を直接行うことが望ましい。1

a 検査データの異常はほとんどないが、喫煙や食事 。運動習慣などに問題があ

り、体重が増力Dしつつある者    ｀

b 検査データでは保健指導半!定値以上であるが、,肥満がないため特定保健指
導の対象とはならない者

c 受診勧奨がなされているにも関わらず、医療機関受診をしていない者

d 服薬中であるがコントロ‐ル不良の者

(2)「動機づけ支援」 
｀

① 目的 (めざすところ)

対象者への個別支援又はグループ支援により、対象者が自らの生活習慣を振り

返り、行動目標を立てることができるとともに、保健指導終了後、対象者がすぐ

に実践 (行動)に移り、その生活が継続できることを目指す。

② 対象者

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活習慣を

変えるに当たって、意思決定の支援が麟要な者を対象とする。

③ 支援期間・頻度   ‐

原則 1回の支援とする。

④ 内容 '

対象者本人が、自分の生活習慣の改善点。伸ばすべき行動等に気づき、自ら目

標を設定し行動に移すことができる内容とする。

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ (準備状態)を

把握し、対象者の生活習慣改善を動機づけるために次に示す支援を行う。

a 面接による支援         ‐

● 生活習慣と健診結果この関係の理解、メタボリックシンドロームや生活習
慣病に関する知識の習得、生活習慣の振り返り等から、対象者本人が生活習

慣改善の必要性に気づき、自分のこととして重要であることを理解できるよ

うに支援する。                   1
● 対象者本人が、生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリ

ットについて理解できるように支援する。

: 衛璽薯濡髯葛響霧濡翼幅簿驚薫皐是覆塁羅響習FttNな星≦姜嘉甚絶介し、
対象者が有効に活用できるように支援する。

● 体重・腹囲の計測方法について説明する。          |
● 生活習慣の振り返り、行動目標や評価B寺期について話し含う。

● 対象者が行動目標・行動計画を策定できるように支援する。

b 6か月後の評価 |

● 6か月後の評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するもので

ある。

● 設定した個人の行動目標が達成さ打ているか、身体状況や生活習慣に変イじ

が見られたかについて評価を行う。

● 嚇要に応じてより早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価するととも
'に、保健指導実施者による評価を行う。

● なお、評価項目は対象者自身が自己評価できるように設定する。

⑤ 支援形態
a 面接による支援

● 1人 20分以上の個別支援、又は 1グループ80分以上のグルニプ支援(1

グループは8名以下とする)。         1 ,
b 6か月後の評価

● 6か月後の評価は、面接あるいは通信等を利用して行う:

(3)「積極的支援」

① 目的 (めざすところ)

「動機づけ支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自らの生

活習慣を振り返り、行動目標を設定し、日標達成に向けた実践 (行動)に取り組

みながら、支援プログラム終了後には、その生活が継続できることをめざす。

② 対象者                     、

健診結果 。質問票から、生活習慣の改善が必要な者で、そのために専門職によ
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る継続的できめ細やかな支援が必要な者。

③ 支援期間。頻度

3か月以上継続的に支援する。

④ 内容

詳細な質FoO票 において対象者の生活習慣や行動変容のステージ (準備状態)を
把握しく健診結果やその経年変化等から、対象者自らが自分の身体に起こつてい
る変化への理解を促すとともに、対象者の健康に関する考えを受け止めt対象者
が考える将来の生活像を明確にする。その上で、行動変容の必要性を実感できる
ような働きかけを行い、具体的に実践可能な行動目標を対象者力

'選択できるよう

に支援する。具体的に達成可能な行動目標 (対象者にできること)は何かについ

て優先順位をつけながら一緒に考え、対象者自身が選択できるように支援する。

支援者は対象者の行動目標を達成するために必要な支援計画をたて、行動が継

続できるように定期的 。継続的に介入する。

積極的支援期間を終了するときには、対象者が改善した行動を継続するように

意識づけを行う必要がある。|

〈初回時の面接による支扮

● 動機づけ支援と同様の支援    1
〈3か月以上の継続的な支援〉

● 3か月以上の継続的な支援については、支援A(積極的関与)及び支援B
(励まし)によるポイント制とし、支援Aのみで 180ポイント以上、又は支

援A(最低 160ポイント以上)と支援Bの合計で 180ポイント以上の支援

を実施するものとする。

∧ (積極的関与タイ功
● 行動計画の実施状況の確認を行い、栄養 。運動等の生活習慣の改善に必要
な実践的な指導を行う。

●1中間評価として、取り組んでいる実践と結果についでの評価と再アセスメ
ント、生活習慣の振り返りを行い、必要があると認めるときは、行動目標・

計画の再設定を行う。

B(励ましタイ

● 行Ell計画の実施状況の確認と行動計画に掲げた行動や取り組みを維持する
ために賞賛や励ましを行う。

〈6か月後の評価)

● 6か月後の評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するもので

ある。

● 設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化
が見られたかについて評価を行う。

● 必要に応じてより早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価するととも
に、保健指導実施者による評価を行う。

● 継続的な支援の最終回と‐体的に実施しても差し支えない。     ,

● 中間評価や6か月後の評価の実施者は、初回面接を行つた者と同この者と

することを原貝」とするが、同一機関内であって、組織こして統一的な実施計
画及び報告書を用いるなど、保健指導実施者間で十分な情報共有がなされて
いるならば、初回面接を行つた者以外の者が評価を実施してt差し貴ぇない。

⑤ 支援形態

く初回時の面接による支援〉                    ・

● 動機づけ支援と同様の支援

〈3か月以上の継続的な支船

反援A(積極的関与タイプ)|

● 初回面接支援の際に作成した特定保健指導支援計画及び実施報告書の実施
状況について記神したものの提出を受け、それらの記載に基づいた支援を行
う。

● 個別支援A、 グルTプ支援、電話A、 e―mallA(e―mak FAX、 手紙等)

から選択して支援する:            ‐

B(励ましタイカ

● 支援計画の実施状況の確認と励ましや賞賛をする支援をいう。

● 個別支援 8、 電話B、 ё―mttB(e― malk FAX、 手紙等)から選択して支

援する。

(6か月後の評価〉

● 6か月後の評価は、面接又は通信等を利用して行う。       ′

⑥ 支援ポイント                      ヽ

基本的な

ポイント

最低限の

介入量

ポイントの

上限

個別支援A 5分 20ポイント 10分 1回 30分以上実施した場合

でも120ポイントまで

個別支援 B 5分 10ポイント 5分 1回 10分以上実施した場合

でも 20ポイントまで

グループ支援 10分 10ポイント 40分 1回 120分以上実施した場

合でも120ポイントまで

電話 A 5分 15ポイント 5分 1回 20分以上実施した場合

でも60ポイントまで

電話 B 5分 10ポイント 5分 1回 10分以上実施した場合

でも20ポイントまで

e― ma1lA(e― man、

FAX、 手紙等)

1往復40ポイント 1往復

e―manB(e―man、

FAX、 手紙等)

1往復5ポイント 1往復
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